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詳細なデータを含む資料編はインターネットで公開しています。

なお、環境白書本文もあわせて提供しています。
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※三重県リサイクル製品利用推進条例の内容及び認定リサイクル製品の概要・認定状況等は、

ホームページ「三重の環境」（http://www.eco.pref.mie.jp/）でもご覧いただけます。

リサイクル製品の利用を推進することによって、リサイクル産業の育成を

図り、循環型社会の構築に寄与することを目的に、平成13年３月、全国初

の条例として「三重県リサイクル製品利用推進条例」を制定し、同年10月１日から施行

しました。平成17年８月１日現在、133製品をリサイクル製品として認定しています。

〈使用事例〉

◆三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定リサイクル製品◆

ジュリプラス（車止め）

「再生プラスチックの車止め」（亀山サンシャインパーク）

土木コンクリート積みブロック上ぶた式Ｕ型側溝

「コンクリート２次製品」（一般国道306号伊船バイパス）

歩車道境界ブロック

「プレキャスト無筋コンクリート製品」（主要地方道鈴鹿環状線）

三重ステビアマットⅠ型、Ⅱ型

「植生マット」（志摩市浜島町浜島地内）



農林業などのさまざまな人間の働きかけで、里地里山の環境は、形成・維持されてきましたが、社会経済

状況の変化とともに開発や農地放棄が進み、その豊かな自然と生態系が失われつつあります。

三重県では、里地里山の手入れをし、自然とのふれあいの場と多様な生態系を守る活動を広げるため、里

地里山の管理作業などをしている団体に、その活動計画を認定する「里地里山保全活動計画認定制度」と、

自然観察会や生き物調査などをしている団体に、その活動について認証する「みんなで自然を守る活動認証

制度」を設けています。

認定・認証した活動には表示板を交付するほか、技術的な助言や情報提供をしています。

また、里地里山保全活動計画認定団体へは、機材や苗木の購入経費等の補助をしています。

○竹を伐採し炭を作っている団体

従来、竹は各地で建築材、家具、竹細工等への利用や、

タケノコの収穫目的で栽培されていましたが、たいへんな

繁殖力と生命力を持っているため、伐採を怠るとたちまち

周辺へ侵入・拡大していきます。

このため、竹を伐採し、炭を作っています。林の日当た

りもかなりよくなって、一度は枯れかけた樹木から新しい

枝が育っています。

里地里山保全活動計画の認定・みんなで自然を守る活動の認証

○森林保全をしている団体
○希少な生物が生息する池の保全などをし
ている団体

活動計画の認定・活動の認証をしている団体（平成17年７月31日現在）

団　　体　　名 活動地域 団　　体　　名 活動地域

ほうすけクラブ いなべ市 赤川自然に親しむ会 菰野町

保々の自然に親しむ会 四日市市 認 上野自治会ほたるを守る会 鈴鹿市

認 特定非営利活動法人 PPK四日市 四日市市 特定非営利活動法人 久居市、

里山ファンクラブ 一志町 証 NPO三重の里山を考える会 津市

学びの森　川口演習林の会 白山町 月例自然観察会「ふわふわ～む」 松阪市

南勢テクテク会 南勢町

特定非営利活動法人
名張市

定 赤目の里山を育てる会

山と海をつなぐ会 紀伊長島町

育樹会 松阪市



三重県では、三重県自然環境保全条例に基づき、県内に生息・生育する絶滅のおそれのある種のうち、

特に保護する必要がある種として、20種を三重県指定希少野生動植物種として指定をしています。

これらの動植物種が絶滅しないように、ボランティア、地元自治体等の協力を得ながら保護活動を行って

います。

マメナシ（別名イヌナシ）の群落の保全のため、林内の整備

マメナシは、丘陵地の湿地周辺に生育します。県内では、四日市

市や桑名市（旧多度町）、玉城町でみられます。かつては、明和町、

鳥羽市でも記録されていますが、現在は確認できません。

明るい場所を好み、光が充分に地表に届かないと芽が出ても育た

ないので、周辺に生い茂る木々や枝を伐採する作業を行い、マメナ

シの生育を助けます。

ムシトリスミレの盗掘パトロール

ムシトリスミレは、湿り気のある岩壁に生える多年草の食虫植物です。県内

では松阪市（旧飯高町）の山中で生育し、変種飯高ムシトリスミレと分類され

ています。園芸用の盗掘がみられるため、

警察の協力も得ながらパトロールを実施し

ています。

みんなで守ろう！三重県指定希少野生動植物種

ツキノワグマ　　　（哺乳類） ハクセンシオマネキ（甲殻類） ジュロウカンアオイ（被子植物）

カンムリウミスズメ（鳥類） シオマネキ　　　　（甲殻類） マメナシ　　　　　（被子植物）

カラスバト　　　　（鳥類） カナマルマイマイ　（腹足類） ハマナツメ　　　　（被子植物）

ウチヤマセンニュウ（鳥類） ヒモヅル　　　　　（シダ植物） ムシトリスミレ　　（被子植物）

カワバタモロコ　　（魚類） ヘゴ　　　　　　　（シダ植物） トダスゲ　　　　　（被子植物）

ウシモツゴ　　　　（魚類） オオタニワタリ　　（シダ植物） ツクシナルコ　　　（被子植物）

カワラハンミョウ　（昆虫類） オニバス　　　　　（被子植物）

三重県指定希少野生動植物種（平成16年５月11日指定告知）



「環境白書」の発刊にあたって

今日の、私達を取り巻く環境問題は、廃棄物問題や公害健康被害など地域的な問題から、地球

温暖化や生物多様性の喪失など地球的規模の問題にまで拡大し、深刻化しています。

このような状況を背景として、本年２月に地球温暖化防止に向けた京都議定書が発効し、一人

ひとりがライフスタイル・ワークスタイルを変革する「チーム・マイナス６％」の運動が４月か

ら全国的に始まるなど、環境保全に対する国民の意識は益々高まりつつあります。

こうした環境問題を取り巻く状況は急激なテンポで変化しており、持続的発展が可能な社会を

構築していくためには、県民、事業者、ＮＰＯ等の多様な主体による環境保全への自主的な取組

がますます重要となってきています。

三重県では、多様な主体による環境への取組を進めており、ごみの発生・排出が抑制され、排

出された不用物は最大限資源として有効利用される「ごみゼロ社会」の実現を目指す「ごみゼロ

社会実現プラン」を本年３月に県民、事業者、市町村等の幅広い参画のもと策定いたしました。

今後、県民、事業者、行政などの多様な主体は、その自発的・自主的な意思決定により、この

プランを自らの行動指針として、それぞれの活動においてごみ減量化への取組を実践していくこ

ととしています。

また、地球温暖化防止をめざして、県民、事業者や行政等の協働・連携により、日常生活全般

にわたる二酸化炭素排出削減に向けた県民運動を広く展開することとしています。

今後も、県民の皆様が安心して暮らしていくことができるよう、県も多様な主体の一つとして、

よりよい環境づくりの確保に向けて取り組んでまいります。

この白書は、平成16（2004）年度における三重県の環境の状況と、環境保全に関して講じた

施策を中心に取りまとめました。本書を通じて今日の環境問題に対する理解を一層深めていただ

くとともに、さらに一人ひとりの環境保全に対する行動の高まりにつながれば幸いです。

平成17年９月
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1章1節

第１節 環境への負荷が少ない資源循環型社会の構築
１　資源循環の推進（ｐ.93）／２　地球温暖化の防止（ｐ.95）／３　大気環境の保全（ｐ.97）／４　水環境の保全（ｐ.98）／
５　化学物質に起因する環境リスク対策の推進（ｐ.100）

第２節 人と自然が共にある環境の保全
１　多様な自然環境の保全（ｐ.102）／２　生物の多様性の確保（ｐ.102）／３　自然とのふれあいの確保（ｐ.104）／
４　森林・農地・沿岸海域の環境の保全（ｐ.105）

第３節 やすらぎとうるおいのある快適な環境の創造
１　身近な自然環境の保全・再生（ｐ.107）／２　良好な景観の形成（ｐ.107）／３　歴史的・文化的環境の保全（ｐ.108）

第４節 自主・協働による環境保全活動の促進
１　環境経営の推進（ｐ.110）／２　環境教育・環境学習の推進（ｐ.111）／３　地域における環境保全活動の促進（ｐ.112）／
４　国際的な環境保全活動への協力・貢献（ｐ.113）

第５節 共通施策
１　環境保全の総合的取組の推進（ｐ.114）／２　監視・観測等の体制の整備及び環境情報の提供（ｐ.115）／
３　環境保全に関する調査研究等の推進（ｐ.115）
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第１節 資源循環の推進
１　廃棄物の発生と処理の状況（ｐ.11）／２　三重県廃棄物処理計画の推進（ｐ.13）／
３　廃棄物の発生抑制と再使用・再生利用の推進（ｐ.14）／４　廃棄物の適正処理の推進（ｐ.16）／
５　不法投棄等の不適正処理の未然防止と是正措置（ｐ.18）

第２節 地球温暖化の防止
１　温室効果ガス削減対策の推進（ｐ.20）／２　エネルギーの適正利用の推進（ｐ.22）／３　新エネルギーの導入促進（ｐ.23）

第３節 大気環境の保全
１　大気汚染の防止（ｐ.25）／２　自動車環境対策の推進（ｐ.28）／３　騒音・振動の防止（ｐ.31）／４　悪臭の防止（ｐ.32）

第４節 水環境の保全
１　水質汚濁の防止（ｐ.33）／２　生活排水対策の推進（ｐ.35）／３　水循環・浄化機能の確保と水資源の適正利用（ｐ.38）

第５節 化学物質に起因する環境リスク対策の推進
１　有害化学物質対策の推進（ｐ.42）／２　化学物質の適正管理の推進（ｐ.43）／３　地下水・土壌汚染対策の推進（ｐ.43）

第１節 多様な自然環境の保全
１　自然環境の概況（ｐ.45）／２　すぐれた自然の保全（ｐ.47）／３　里地里山の保全（ｐ.48）／４　水辺環境の保全（ｐ.48）

第２節 生物の多様性の確保
１　貴重・希少な野生動植物の保護（ｐ.51）／２　地域の生態系の保全（ｐ.51）

第３節 自然とのふれあいの確保
１　自然公園等の整備・活用（ｐ.53）／２　森林・水辺等の保全・活用（ｐ.53）

第４節 森林・農地・沿岸海域の環境の保全
１　森林環境の保全（ｐ.56）／２　農地環境の保全（ｐ.58）／３　沿岸海域環境の保全（ｐ.59）

第１節 身近な自然環境の保全・再生
１　身近な緑の保全・創出（ｐ.61）／２　身近な水辺・海辺の保全・再生（ｐ.62）／
３　身近な野生動植物の生息・生育地の保全・再生（ｐ.63）

第２節 良好な景観の形成
１　都市景観の保全・創出（ｐ.64）／２　農山漁村景観の保全・復元（ｐ.65）／３　良好な郷土景観の形成（ｐ.65）

第３節 歴史的・文化的環境の保全
１　文化財等の保護・活用（ｐ.67）／２　歴史的・文化的景観の保全・活用（ｐ.68）

第１節 環境経営の推進
１　県における環境経営の推進（ｐ.69）／２　市町村における環境経営の促進（ｐ.70）／３　事業者の環境経営の促進（ｐ.70）

第２節 環境教育・環境学習の推進
１　環境教育・環境学習の拠点施設の活用（ｐ.73）／２　環境教育・環境学習の充実（ｐ.73）

第３節 地域における環境保全活動の促進
１　地域における自主的な環境保全活動の促進（ｐ.75）／２　各主体の連携による環境保全活動の促進（ｐ.76）

第４節 国際的な環境保全活動への協力・貢献
１　国際的な環境協力・貢献の推進（ｐ.77）／２　国際環境協力の推進（ｐ.77）

第１節 環境保全の総合的取組の推進
１　基盤的施策の推進（ｐ.79）／２　環境汚染等の未然防止（ｐ.81）／３　健康被害の救済・予防（ｐ.84）／
４　公害紛争への対応（ｐ.86）

第２節 監視・観測等の体制の整備及び環境情報の提供
１　監視・観測等の体制の整備（ｐ.88）／２　環境情報の整備・提供（ｐ.89）

第３節 環境保全に関する調査研究等の推進
１　環境汚染の防止・自然環境の保全等に関する調査研究（ｐ.90）／２　地球的規模の環境保全に関する調査研究（ｐ.92）

2章4節

4章4節



1 県勢の概要
三重県は、日本列島のほぼ中央部に位置し、東

西約80㎞、南北約170㎞の南北に細長い県土を持

っています。総面積は5,776.608（平成16（2004）

年10月１日現在）となっています。

三重県の総人口は、平成16（2004）年10月１

日現在、1,868,865人（男906,659人、女962,206

人）となっています。

また、県土の利用状況は、森林が総面積の

64.6％を占め、以下農用地12.2％、宅地6.3％（平

成15（2003）年）となっています。

2 環境問題の動向
昭和30年代の半ばからの高度成長期には、伸

びゆく工業、高度経済成長という国家目標と裏腹

に、大気汚染や水質汚濁が深刻化し、全国各地で

公害が問題になりました。

その頃三重県においても、四日市地域における

石油化学コンビナートが本格的に稼働し始め、硫

黄酸化物やばいじん等による大気汚染が進行し、

いわゆる四日市ぜんそくが社会問題となりまし

た。

このような産業活動を原因とする公害問題は、

国や自治体の規制の効果や企業等の努力により収

束傾向にありますが、近年は、自動車排ガスによ

る大気汚染や廃棄物の不法投棄等による水質や土

壌等への環境影響等が問題となっています。

また、地球温暖化に伴う気候変動や生態系に及

ぼす影響など、地球規模の環境問題が深刻化しつ

つある一方で、身近な自然環境についても、担い

手不足等により農用地や山林の荒廃が懸念されて

います。

これらの環境問題は、今日の社会経済活動や生

活様式との関わりから引き起こされたものであ

り、事業者、個人等の各主体が環境に対する自ら

の責任を自覚するとともに、これまでの大量生

産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動を見直

し、あらゆる側面から環境に配慮した社会を形成

していく必要があります。

平成12（2000）年の国会は「環境国会」と呼

ばれ、循環型社会形成推進基本法など６本の法律

が成立し、平成15（2003）年３月には、循環型

社会形成推進基本計画が策定されるなど、循環型

社会の形成に向けた制度的取組の整備がなされま

した。

また、平成14（2002）年には、新・生物多様

性国家戦略の策定、自然公園法や鳥獣保護法の改

正、自然再生法の制定などが相次いでなされ、自

然環境分野での取組も大きく進みました。

さらに、地球温暖化防止に向けて、平成14

（2002）年３月に新しい地球温暖化対策推進大綱

が策定され、平成17（2005）年２月に京都議定

書が発効するなど、地球規模の環境問題への取組

も着実に進められています。

本県では、平成13（2001）年３月に三重県公

害防止条例を抜本改正し、「三重県生活環境の保

全に関する条例」を定め、従来の公害規制に加え、

廃棄物対策や地球温暖化対策などへの取組を強化

1

総　説

2,000,000 
 

1,800,000 
 

1,600,000

1,400,000 
 

1,200,000

1,000,000

800,000 
 

600,000 
 

400,000

200,000 
 
0 
 

人口 世帯 

Ｈ16Ｓ30 Ｓ40 Ｓ50 Ｈ２ Ｈ７ Ｈ12 Ｈ14

図１－１　人口・世帯数の推移 
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するとともに、平成16（2004）年３月には、三

重県の健全な土壌・地下水環境を保全するため、

土壌汚染に関する取組を新たに加えました。

さらに、平成15（2003）年３月に「三重県自

然環境保全条例」を改正し、優れた自然環境の保

全だけでなく、里地里山などの身近な自然環境の

保全や希少野生動植物種の保護など、自然環境の

保全に関する全般的な内容に拡充しました。

また、住民、事業者、市町村等の幅広い参画に

より、平成17（2005）年３月に「ごみゼロ社会

実現プラン」を策定しました。

これらの条例等を基本としながら、従来からの

環境施策に加え、新たな環境問題に対する取組を

一層進めていきます。

３ 環境政策の指針

) 三重県環境基本条例

三重県環境基本条例は、環境保全に関する基本

理念、県・事業者・県民の責務、県と市町村との

協働、環境保全に関する施策の基本的な事項を定

めることにより、県民の健康で文化的な生活の確

保と福祉に貢献することを目的として規定されて

おり、その基本理念は次の４項目です。

・良好な環境の確保と将来の世代への継承

・持続的発展が可能な社会の構築

・生態系の均衡の保持、やすらぎとうるおいのあ

る快適な環境の確保

・国際的協調による地球環境の保全

* 三重県環境基本計画

三重県環境基本計画は、平成９年度に三重県環

境基本条例に基づき、環境の保全に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するために策定しました

が、策定後７年を経過し、地球温暖化の対応が急

務となっているなど、環境政策を進める上で、私

たちを取り巻く状況は大きく変化していることか

ら、これらに的確に対応するため、平成16年６月

に新たな基本計画を改定しました。

基本計画は、三重県が主体となって施策を展開

し、また、自らが率先して環境の保全に努めるこ

とを明らかにするとともに、各主体に期待される

役割と環境を保全するために実践すべき取組の方

向を明示しています。

計画の目標年度は、引き続き平成２２年度とし、

環境基本条例の基本理念を受けて、次の４項目の

基本目標を定めています。

基本目標_：環境への負荷が少ない資源循環型

社会の構築

基本目標`：人と自然が共にある環境の保全

基本目標a：やすらぎとうるおいのある快適な

環境の創造

基本目標b：自主・協働による環境保全活動の

促進

また、４つの基本目標を達成するため、施策分

野ごとに16項目の数値目標を設け、施策の区分に

おける取組については、より具体的な方向とより

的確な進行管理を行うために、平成18年度を目標

とする42項目の数値目標を推進計画（アクション

プラン）により定めています。
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4 三重県の環境森林政策の方向
大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済シ

ステムにおける経済活動は、廃棄物処理などの身

近な環境問題や地球規模の環境問題など、多くの

課題を投げかけています。

こうした課題に的確に対応し、環境への負担の

少ない持続的発展が可能な社会を構築し、生活環

境や地球環境の保全を積極的に進めるためには、

県民や事業者の皆様と行政がそれぞれの役割を認

識し、環境配慮の創意工夫や多様な主体との協働

による環境保全活動の取組を活発化させることが

重要です。

また、地球温暖化防止対策としてのＣＯ2吸収

源や水源涵養機能など森林の持つ公益的機能の発

揮が重視される中、木材価格の低迷や担い手の高

齢化等により林業経営を取り巻く環境は大変厳し

く、森林の適正な管理が維持できないなど、公益

的機能の低下が危惧されています。

このため、森林の有する多面的機能の発揮と、

林業・木材産業の健全な発展に向け、新たな視点

による緑の循環への取組が求められています。

三重県総合計画「県民しあわせプラン」の２年

目である平成17（2005）年度は、これまでの環

境施策や森林林業施策の点検や充実を通じ、環境

理念の一層の深化と的確な現場対応により、県民

が将来にわたって安心して暮らしを営める持続可

能な循環型社会の創造に向けて、積極的にその役

割を果たしていきます。

１　資源循環型社会の構築

) ごみゼロ社会実現プランの周知・啓発を行う

とともに、生ごみ堆肥化システムや家庭ごみ有

料化などのモデル事業を積極的に進めます。

* 産業廃棄物の不法投棄等に対する県民の不安

を払拭するため、必要な措置を講じるとともに、

不法投棄等の未然防止対策を進めます。

+ 健全で快適な水環境を確保するため、生活排

水処理アクションプログラムの見直し等、生活

排水対策に取り組みます。

, 安全で安心な大気環境を確保するため、三重

県地球温暖化防止活動推進センターをはじめ、

市町村レベルでの地域協議会において取組を進

めます。

２　緑の循環による健全な森林づくり

川上（生産）から川下（消費）までを総合的・

一体的にとらえ、森林の持つ公益的な機能の充実

を図るとともに、県産材の有効利用を促進します。

また、里地里山の保全活動の推進や三重県版レ

ッドデータブックの作成などを通じて、自然との

共生理念を普及していきます。
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第３回日本環境経営大賞・
環境経営サロン

三重県では、環境経営のさらなる普及・発展を図り、「持続可能な社会」への転換を促進

していくことを目的として、『日本環境経営大賞』を平成14年度から実施してきました。こ

の表彰制度は、事業規模の大小や業種・業態にかかわらず、全国の企業（事業所）、NPO、

学校などのあらゆる組織体の環境経営の取組の中から、優れた成果をあげているものを顕彰

するものです。

第３回となった平成16年度は全国から125件の応募をいただき、日本環境経営大賞表彰委

員の審査により、シャープ株式会社亀山工場をはじめ、それぞれ特徴ある15の組織の皆様方

が受賞されました。

また、この表彰制度で得られた人材ネットワークを活用して、県内事業所の皆様に先進的

な取組事例に関する情報を提供する「環境経営サロン」を定期的に開催しています。平成16

年度は７回開催し、314社475名の参加がありました。とりわけ、県内の金融機関を対象とし

た「金融機関環境経営セミナー」については、参加者からの要望もあり継続的に開催してい

ます。

トピックス

第３回受賞者の皆さん 環境経営パール大賞受賞　シャープ㈱亀山工場

金融機関環境経営セミナー
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企業環境ネットワーク・みえの活動

県内のISO 14001認証取得企業や環境問題に熱心に取り組む企業が中心に設立された「企

業環境ネットワーク・みえ」では業種の枠を越えて、情報交換会や研修会などに取り組んで

います。

現在245の事業所の皆様が会員登録されています。

平成16年度は会員企業の要望などもあり、会員企業への訪問研修などを中心に開催してい

ます。

＊今後とも企業のニーズやご意見を伺いながら継続的に展開します。

トピックス

世話人会風景

本田技研工業㈱鈴鹿製作所に於いて

ダイオキシン対応の焼却炉

環境展・展示場視察

住友電装㈱鈴鹿製作所に於いて

三重大・朴教授のセミナー
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地球温暖化対策の推進について

三重県では県民総参加により地球温暖化対策に取り組むため、平成11年度に「三重県地球

温暖化対策推進計画（チャレンジ６）」を策定して、温室効果ガスの排出量を2010年までに

1990年比で６％削減することを目標に各対策に取り組んでいます。

しかしながら、2002年における三重県の二酸化炭素の排出量は7,465（千トン-C）で、

1990年に比べて14.4％増加しており、今後、削減につながる対策を進めていく必要がありま

す。

平成16年度の取組としては、地球温暖化防止活動の拠点として、地球温暖化対策の推進に

関する法律に基づき、（財）三重県環境保全事業団を「三重県地球温暖化防止活動推進セン

ター」に指定し、そのセンターを中心に県民、事業者、NPO、学識経験者及び行政で構成す

る検討会で実効性のある地球温暖化対策について検討しました。また、地域における活動の

推進役として「地球温暖化防止活動推進員」を県内で28名委嘱し、推進員を通じた地域への

普及・啓発活動を実施しました。さらに、「エコポイント事業」の実施等により温暖化対策

の県民運動に取り組みました。

今後の取組としては、「三重県地球温暖化防止活動推進センター」を中心として、実効性

のある温暖化防止活動の試行・検証、地球温暖化防止活動推進員の養成、啓発・広報活動な

どを行っていきます。

また、推進員の育成や地域の活動拠点として「地球温暖化対策地域協議会」の設立促進、

家電製品の省エネラベルキャンペーンの実施など、積極的な施策の展開をしていくとともに、

温室効果ガスの削減とあわせ、太陽光発電等の新エネルギーの普及や吸収源対策として森林

整備にも積極的に取り組んでいきます。

トピックス
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地球温暖化防止活動推進員の研修受講風景



ＨＰ「みえの自然楽校」による
自然環境の情報発信について

自然環境室では、ＨＰ「みえの自然楽校」において、三重県の自然環境についての情報を

発信しています。

この「みえの自然楽校」は、私たちの周りにあるすばらしい自然に一人一人が気づき、守

っていくために今何ができるのかを、みんなで一緒に考えていこうということをテーマとし

ています。

平成17年度は、従来の希少野生動植物などのデータベースや里地里山の保全活動団体の紹

介に加え、新たに自然公園の風景や制度を紹介するページも新設し、さらに情報の拡充に取

り組んでいます。

また、自然保護活動に参加している方や研究者などによる「リレーコラム」や、県民の方

から投稿された写真を紹介する「三重の生き物写真館」、自然とふれあうことができるイベ

ント紹介のページなどを通じて参加者同士の交流が生まれるなど、活用の幅も広がってきて

います。

これからも役立つ情報を積極的に掲載し、みなさんに愛されるページ作りに努めていきます。

トピックス
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みえの自然楽校
http://www.eco.pref.mie.jp/shizen/gakkou/

↓御在所岳の春
（「自然公園の風景」より）

↑里地里山保全活動
（「里地里山ほのぼのだより」

より）

↑イタドリハムシ
（「三重の生き物写真館」

より）

←ギフチョウ
（「三重の生き物データベース」より）

植物マップをつくろう→
（「イベントカレンダー」より）



不法投棄等の是正推進事業
（安全性確認調査）

産業廃棄物の不法投棄等、過去の不適正処理事案の中で、原因者が不明又は原因者に資力

がないなどの理由により、長期にわたり大量の廃棄物が放置されている事案について、県民

の不安を払拭するため、平成16年度からの３年間で安全性確認調査を行っています。

安全性確認調査は、廃棄物の投棄範囲や量、廃棄物の種類、有害物質の有無、地下水の状

況などを把握するため、測量調査、地質調査（ボーリング等）、廃棄物・土壌・水質の分析

調査などを行うものです。

平成16年度は、５事案について調査に着手し、うち、いなべ市員弁町の養鰻池跡地と、美

杉村太郎生の採石場跡地の２事案について調査を終了し、周辺への生活環境保全上の差し迫

った支障のおそれがないことを確認しました。

平成17年度は、残りの３事案（四日市市大矢知町の最終処分場、同内山町の最終処分場及

び中間処理施設）について引き続き調査を進めるとともに、新たに３事案の調査に着手しま

す。

なお、安全性確認調査の結果、人の健康への影響など、生活環境保全上の差し迫った支障

のおそれが認められた場合は、国の支援も得て支障の除去を進めます。また、国の支援が得

られない事案についても、県が必要と認めるものについては、市町村と協働して支障等の除

去に取り組みます。

トピックス

9

不法投棄現場

地質調査（ボーリング調査）



ごみゼロ社会実現に向けた
取組の推進について

資源循環型社会の構築をめざし、これまでもごみの排出抑制・再使用・再生利用や広域処

理システムの構築などに取り組んできました。しかし、真の循環型社会を構築するためには、

単に物の生産、消費、回収、再生利用というサイクルを回すだけでなく、さらに一歩進めて、

限りある資源の消費を抑制し、環境への負荷を可能な限り低減させなければなりません。そ

のためには、ごみ処理の体系を「どう処理するか」よりも「ごみを出さない」、「ごみをなく

す」ことに重点を置いた持続可能な循環型のものに転換する必要があります。

このため、平成15（2003）年11月に発表したごみゼロ社会実現に向けた基本方針に基づ

き、概ね20年後を目標に、「ごみを出さない生活様式」や「ごみが出にくい事業活動」が定

着し、ごみの発生・排出が極力抑制され、排出された不用物は最大限資源として有効利用さ

れる「ごみゼロ社会」の実現をめざすこととしました。

その取組の第１歩として、住民、事業者、市町村等の幅広い参画を得て、平成17年３月に、

長期的な展望のもと、多様な主体が協働していくための指針として、「ごみゼロ社会実現プ

ラン」を策定しました。

今後は、ごみゼロ社会の実現をめざし、プランの普及・啓発を積極的に行うとともに、プ

ランに掲げる具体的施策をより効果的なものとするため、ごみの減量化に関するモデル事業

を実施し、その成果の検証などを行うことにより、県全域での展開に向けた取組を推進して

いきます。

さらに、地域の自主的取組を促進するため、参加者同士の情報交換等を行う交流会を開催

するとともに、事業者自らのごみ減量化等の取組を促進するため、事業者向けセミナーを開

催します。

プランの推進にあたっては、ＰＤＣＡサイクルに基づくマネジメントを行います。また、

環境行政を所管する部門だけでなく、農林水産商工業、教育、試験研究などの部門において

も、ごみ減量化の視点を取り入れながら施策を実施するとともに、それぞれの取組の相互評

価を行うなど、横の連携を確保しつつ、県行政が一体となって総合的にプランを推進してい

きます。

トピックス
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1 
1－1 一般廃棄物（ごみ）の状況

平成14（2002）年度におけるごみの総緋出量

は788,053ｔで１人当たりに換算すると1,159ｇ／

人・日となっています。処理の内訳は図１－１－

１のとおりであり、焼却処理が全体の約65％を占

め、埋立処理が全体の約10％を占めています。な

お、ごみのリサイクル率は22.4％となっています。

ごみの総排出量及び１人１日当たりの排出量の

推移は図１－１－２のとおりであり、ここ数年は

漸減傾向にありましたが、平成14年度は平成13

年度に比べ微増となっています。

廃棄物の発生と処理の状況
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資源循環の推進第1 節 1－2 一般廃棄物（し尿）の状況
平成14（2002）年度におけるくみ取りし尿

（浄化槽汚泥を含む。以下同じ）の総量は

729,801;です。また処理の内訳は図１－１－３

のとおりであり、し尿処理施設における処理が全

体の約73％を占め、次いで海洋投入が全体の約

25％を占めています。くみ取りし尿の総量及び水

洗化・非水洗化人口の推移は図１－１－４のとお

りであり、くみ取りし尿の総量は減少傾向にあり

ます。その一方で水洗化人口は増加していますが、

水洗化人口割合78.6％は、全国水準（平成14

（2002）年度全国平均：86.0％）に比べると低く

なっています。

図１－１－１　ごみ処理内訳（平成14年度） 

図１－１－２　ごみ排出量及び１人１日当たり 
　　　　　　　ごみ排出総量の推移 

図１－１－３　くみ取りし尿処理内訳（平成14年度） 

図１－１－４　くみ取りし尿総量及び水洗化・ 
　　　　　　　非水洗化人口の推移 
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1－3 リサイクルの状況
) 一般廃棄物の状況

一般廃棄物のリサイクルは、全国的に産業廃棄

物と比較して大幅に遅れています。三重県におい

ても、資源化率は近年、徐々に伸びてはいるもの

の、平成14（2002）年度で19.5％（県内全市町

村のごみ資源化量153,676ｔ／処理施設で行うご

み総排出量788,053ｔ）に過ぎず、集団回収によ

る資源化量（29,629ｔ）を加えたリサイクル率で

みても22.4％にとどまっています。

また、平成９（1997）年4月から缶類、びん類、

ペットボトル等７品目を対象に施行され、平成12

（2000）年4月から本格施行された「容器包装リ

サイクル法」に基づく県内市町村の分別収集状況

は表１－１－１のとおりです。
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表１－１－１　容器包装分別収集実施市町村数及び収集量 

品　　目 
平成13（2001）年度 

市町村数 収集量（t） 

無色ガラスびん 60 4,634

茶色ガラスびん 59 4,719

その他ガラスびん 61 3,228

ペットボトル 63 2,155

スチール缶 58 7,820

アルミ缶 59 1,742

36 238

その他プラスチック製容器包装 26 1,494

　うち白色トレイ 16 85

その他紙製容器包装 11 2,828

段ボール 44 9,531

平成14（2002）年度 

市町村数 収集量（t） 

62 4,795

62 4,690

61 3,453

65 2,399

64 8,513

64 1,779

41 239

28 1,725

18 94

12 3,325

48 19,402

平成15（2003）年度 

市町村数 収集量（t） 

60 5,000

61 4,794

62 2,303

69 2,822

64 8,126

63 1,543

42 252

32 2,260

23 111

11 2,099

52 10,865

飲料用紙パック 

1－4 産業廃棄物の状況
県では、おおむね５年毎に産業廃棄物に関する

実態調査を行っています。

平成12（2000）年度の１年間に三重県内で発

生した産業廃棄物は3,619千トンで、その処理状

況の概要は図１－１－５のとおりとなっています。

また、産業廃棄物最終処分場の残余容量の推移

は図１－１－６のとおりです。

不法投棄・不適正処理の状況を公害事犯に関す

る検挙件数で見ると、その推移は図１－１－７の

とおりであり、近年の産業廃棄物に係る検挙件数

は10～30件の間で推移しています。

なお、平成16（2004）年の産業廃棄物の不法

投棄に関する検挙件数は４件でした。

図１－１－５　発生及び処理状況の概要 （平成12年度） 
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図１－１－６　最終処分場の残余容量の推移 



) 種類別の排出状況

排出量を種類別にみると、汚泥（52％）が最

も多く、次いでがれき類（27％）となっており、

この２種類で全体の79％を占めています。

なお、汚泥は排出される時点においては多量で

すが、脱水、乾燥、焼却等の処理により大幅に減

量されます。このため、搬出量でみるとがれき類

が最も多くなります。

* 業種別の排出状況

排出量を業種別にみると、製造業（54％）が

最も多く、次いで建設業（32％）、電気・水道業

（12％）となっており、この３業種で全体の約

99％を占めています。

なお、製造業からの汚泥は、自己中間処理によ

り大幅に減量されるため、搬出量でみると建設業

が最も多い業種となります。

また、同様に電気・水道業（特に下水道業）は、

排出される汚泥のほとんどが脱水等により減量さ

れるため、排出量では全体の12％を占めますが、

搬出量でみると全体の３％となります。

+ 産業廃棄物の状況

再生利用量は1,131千トン／年となっており、

総排出量の35％を占めています。

種類別にみると、がれき類（73％）が最も多

く、以下、鉱さい（７％）、金属くず（５％）等

となっています。

再生利用量は自己中間処理後再生利用量29千

トン／年、委託中間処理後再生利用量1,012千ト

ン／年、自己未処理自己再生利用量89千トン／年

に区分されます。

2
2－1 廃棄物処理計画の策定

平成12（2000）年の廃棄物処理法の改正で、

一般廃棄物と産業廃棄物を通じた廃棄物全体の減

量その他適正な処理を推進するため、都道府県が

「廃棄物処理計画」を定めることとされました。

県では、既に平成９（1997）年に「廃棄物総合

対策」を策定し、一般廃棄物と産業廃棄物を通じ

た適正処理のための施策を推進してきましたが、

その後の廃棄物を取り巻く実態の変化や廃棄物処

理法改正の趣旨を踏まえ、廃棄物の排出抑制、再

生利用など減量化を促進し、また、不適正な処理

三重県廃棄物処理計画の推進
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図１－１－７　廃棄物の不法投棄・不適正処理に 
　　　　　　　係る検挙件数の推移 
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図１－１－８　種類別の排出量（平成12年度） 
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図１－１－９　業種別の排出量（平成12年度） 
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図１－１－10　種類別の再生利用量（平成12年度） 
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を防止することにより循環型社会を構築するとと

もに、社会経済情勢の変化に適切に対応し、県民

の生活環境の保全と県内産業の健全な発展を確保

するため、平成16（2004）年３月30日に「三重

県廃棄物処理計画」を策定しました。本計画では、

計画の基本目標として、

１　環境経営の推進による社会基盤の充実

２　持続可能な資源循環の実現

３　安全・安心な廃棄物処理の確立

の３つを掲げています。

また、県の「ごみゼロ社会実現に向けた基本方

針」（平成15年（2003年）11月25日公表）に基づ

き、県民参画のもと、平成17年３月に「ごみゼロ

社会実現プラン」を策定しました。このプランは

20年後のごみゼロ社会実現に向け、多様な主体が

協働していくための指針となるものです。

廃棄物処理計画では目標年度を平成22（2010）

年度、ごみゼロ社会実現プランでは最終目標年度

を平成37（2025）年度とし、廃棄物の減量・適

正処理に関する数値目標を定め、この目標達成の

ために県民、事業者、市町村県それぞれが自己の

責任と役割を自覚し、主体的にあるいは互いに連

携、協働して取り組みを行うこととしています。

廃棄物処理計画の目標値

（目標年度：平成22年度）

産業廃棄物

・排出量　　3,650千ｔ

（平成12年度3,267千ｔに対して増加を12％に抑制）

・再生利用率　　42％（平成12年度35％）

・最終処分量　　170千ｔ

（平成12年度345千ｔに対して半減）

3 
3－1 ごみの減量化とリサイクルの推進
) リサイクル推進

ア　生ごみの減量化、ペットボトル及び古紙の再

生利用を促進し、地域循環社会の構築を図るた

め、生ごみ堆肥化施設、ペットボトル破砕施設

及び古紙収ストックヤードを導入した４市町村

に対し補助を行いました。

イ　三重県リサイクル製品利用推進条例に基づき

製品認定を進め、平成17（2005）年３月末ま

でに125製品を認定しました。

* ＲＤＦ化処理の安全性の確保

ごみ処理の広域化と未利用エネルギーの有効利

廃棄物の発生抑制と再使用・再生利用の推進

14

第1章　環境への負荷が少ない資源循環型社会の構築

●
資
源
循
環
の
推
進

1章1節

ごみゼロプランの目標値 

（最終目標年度：平成37年度） 

一般廃棄物 
(1)ごみの減量化 
①発生・排出抑制に関する目標 

参考：2002年度実績 → 2025年度目標 
　　　家庭系535千ｔ→ 375千ｔ 
　　　事業系252千ｔ→ 176千ｔ 

指標名 

ごみ排出量 
削減率 

（対2002年度 
実績） 

数値目標 

短期 

（2010年度） 

中期 

（2015年度） 

最終目標 

（2025年度） 

家庭系ごみ 

６％ 

事業系ごみ 

５％ 

家庭系ごみ 

13％ 

事業系ごみ 

13％ 

家庭系ごみ 

30％ 

事業系ごみ 

30％ 

②資源の有効利用に関する目標 

参考：2002年度実績 → 2025年度目標 
　　　　　14.0％　　→ 　　50％ 

指標名 

資源としての 
再利用率 

数値目標 

短期 

（2010年度） 

中期 

（2015年度） 

最終目標 

（2025年度） 

21％ 30％ 50％ 

③ごみの適正処分に関する目標 

参考：2002年度実績 → 2025年度目標 
　　　　151,386ｔ　→ 　　0ｔ 

指標名 

ごみの 
最終処分量 

数値目標 

短期 

（2010年度） 

中期 

（2015年度） 

最終目標 

（2025年度） 

128,700ｔ 

（対2002年度 

約15％減） 

96,800ｔ 

（対2002年度 

約36％減） 

0ｔ 

(2)多様な主体の参画・協働 

指　　標 現状値 

58.2％ 100％ 90％ 80％ 
④ものを大切に 
長く使おうとす 
る県民の率 

数値目標 

短期 

（2010年度） 

中期 

（2015年度） 

最終目標 

（2025年度） 

39.4％ 100％ 90％ 60％ 
⑤環境に配慮し 
た消費行動をと 
る県民の率 

38.5％ 100％ 90％ 60％ 
⑥食べ物を粗末 
にしないよう心が 
けている県民の率 

－ 100％ 100％ 90％ 
⑦ごみゼロ社会 
実現プランの認 
知率 



用を図るため、可燃性ごみを固形燃料（ＲＤＦ）

化して有効利用するＲＤＦ化を市町村と連携して

進めました。

+ 市町村における分別収集の推進

容器包装リサイクル法に基づく市町村の第３期

分別収集計画（計画期間：平成15（2003）年度

から19（2007）年度）の推進を行いました。

, 環境保全型畜産の推進

地域と調和した畜産経営の健全な発展を図るた

めの基礎調査として「環境保全型畜産確立指導事

業実態調査」を実施しました。

- 公共事業における建設副産物の再生利用の推進

公共工事の実施にあたり、建設廃棄物の発生量

の抑制・適正処理とともに再利用を中心とする適

切な循環・処理系を形成することが求められてい

ます。

このため、三重県では生活創造圏単位に建設副

産物対策地区連絡協議会を設置し、啓発、情報交

換を行い、再生砕石、再生アスファルト等の利用

を推進しました。

. 建設廃棄物の再資源化等の促進

建設リサイクル法に基づき、建設物の解体・新

築に伴い発生する特定建築資材廃棄物の分別解体

と再資源化を推進するため、必要な情報提供を行

うとともに再生資材の利用促進を支援しました。

/ 企業及び排出事業者等への支援

・産業廃棄物税を財源として、業種の枠を越えた企

業間連携による再資源化に向けた取組や、排出事

業者による発生抑制・再生・減量化の研究、技術

開発に対する支援等を行うことにより、今後長期

にわたる円滑で活力ある企業活動、産業廃棄物の

発生抑制及びリサイクル等を推進していきます。

・平成14（2002）年度実績に基づく、平成15

（2003）年度の税収は約１億３千万円でした。

0 事業所や行政等と連携して取り組むグリーン購入

・グリーン購入を県内に普及するため、平成15

（2003）年１月にその展開の母体となる企業、団

体、行政機関によるネットワーク組織「みえ・グ

リーン購入倶楽部」を設立しました。（平成17

（2005）年３月末現在：参加組織数107  うち企業

環境ネットワーク・みえ会員48）

・「みえ・グリーン購入倶楽部」との協働で、セミ

ナー等の開催を始め、東海三県一市（三重県、愛

知県、岐阜県、名古屋市）の行政とチェーンスト

アなど企業と連携して広域的なキャンペーンを展

開しています。（キャンペーン：平成17（2005）

年１月15日からの１ヶ月間、東海三県一市内約

2,800店舗　うち三重県内約475店舗）

1 企業環境ネットワークで取り組む産業廃棄物の

再資源化

・環境問題に関心のある企業が業種の枠を越えてネ
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表１－１－２　ＲＤＦ化施設整備状況 

市町村等  規 模 整備期間 稼働年度 

海 山 町 20ｔ／日 ９～10年度 11年度 

香肌奥伊勢資源化 
広 域 連 合 

44ｔ／日 11～12年度 13年度 

桑 名 広 域 清 掃  
事 業 組 合 

230ｔ／日 11～14年度 14年度 

伊 賀 市 135ｔ／日 12～14年度 14年度 

南 牟 婁 清 掃 
施 設 組 合 

23ｔ／日 12～14年度 14年度 

志 摩 市 12ｔ／日 13～14年度 14年度 

紀 伊 長 島 町 21ｔ／日 13～14年度 14年度 

表１－１－３　畜産経営環境保全実態調査（畜産に起因する環境問題発生件数）（平成16年度） （単位：戸数） 

区 分  

畜 産  

畜 産 環 境 問 題 の 種 類  

計 
水質汚濁 悪臭発生 害虫発生 

水質汚濁 
と 

悪臭発生 

水質汚濁 
と 

害虫発生 

悪臭発生 
と 

害虫発生 

水質汚濁 
悪臭発生 
害虫発生 

その他 

豚 2 3 0 1 0 0 0 0 6

採 卵 鶏  1 5 1 0 0 2 0 1 10

ブロイラー 0 1 0 0 0 0 0 0 1

乳 用 牛  3 6 0 1 0 1 0 1 12

肉 用 牛  1 1 1 1 0 2 0 1 7

計 7 16 2 3 0 5 0 3 36



ットワークを形成し、企業間や行政の協働・連携

により、活力ある経済・社会活動を展開していく

ため、平成12（2000）年11月に「企業環境ネッ

トワーク・みえ」が設立されました。（平成17

（2005）年３月末現在：245社加盟）

・インターネット上の「廃棄物情報交換システム」

を構築するとともに、「企業環境ネットワーク環

境情報交流サイト」を立ち上げ、企業間の情報交

換と連携を促進しています。（平成17（2005）年

３月末現在廃棄物情報交換サイト登録状況：会員

事業所数153、廃棄物提供情報件数43、廃棄物受

入情報件数177）

・会員相互の連携により、廃蛍光管・廃乾電池や木

くず等のリサイクルの取組が定着しました。

・平成15（2003）年度から、企業間のコーディネ

ーターとして環境技術指導員を新たに設置し、

「廃棄物情報交換システム」の円滑な運用を図る

とともに、再資源化技術や廃棄物の受入状況の情

報収集・発信を通して、環境に関わる企業間の連

携促進に努めています。

2 下水道汚泥処理システムの整備

平成16（2004）年度末に県内で稼動中の下水

処理施設は、流域下水道の４処理場を含めて34処

理場があり、その汚泥発生量は、脱水ケーキベー

スで約48.1千ｔ／年です。その内、74％にあたる

35.7千ｔ／年は緑農地への利用、土壌改良材、セ

メント原料に有効利用しました。

3 浄水場の汚泥の有効利用

平成16（2004）年度に、企業庁の10浄水場に

おいて、浄水処理に伴い発生した汚泥は、約

5,4009であり、その内7009を園芸用培土として、

1,8009をグランド改良材の原材料として売却し

有効利用しました。

4 
4－1 一般廃棄物の適正処理の推進
) 一般廃棄物処理施設の状況

ア　ごみ処理施設

平成14（2002）年度末におけるごみ処理施

設は、８市13町１村９事務組合・広域連合に

39施設（休廃止施設を除く）が設置されてお

り、県全体の処理能力合計は2,866.2ｔ／日です。

イ　粗大ごみ処理施設

平成14（2002）年度末における粗大ごみ処

廃棄物の適正処理の推進

理施設は、５市４町５事務組合に15施設（休

廃止施設を除く）が設置されており、県全体の

処理能力合計は493ｔ／日です。

ウ　埋立処分地施設

平成14（2002）年度末における埋立処分地

施設は、９市24町1村４事務組合に43施設（残

余容量のない施設を除く）が設置されており、

埋立地面積1,018,888㎡、全体容量7,713,8989

です。残余容量は2,142,8909となっており、

その残余年数は、年間埋立量215,3429から推

定すると約10年分となっています。

* ごみの収集及び処理の状況

ア　収集形態

ごみの収集運搬業務の内訳は、市町村（事務

組合を含む。）の直営または委託が513,058ｔ／

年と収集量全体の74 . 6％を占め、残りの

174,463ｔ／年が許可業者となっています。

イ　処理形態

平成14（2002）年度のごみ排出量は786,931

ｔ／年で、平成13（2001）年度に比べて1,587

ｔ／年（0.2％）増加しています。ごみ処理の

内訳は直接焼却が515,273ｔ／年（65.4％）、直

接埋立が81,811ｔ／年（10.4％）、直接資源化

が64,321ｔ／年（8.2％）などとなっています。
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表１－１－５　粗大ごみ処理施設数等（平成14年度末） 

表１－１－６　埋立処分地施設数（平成14年度末）  

施 設 種 別  破砕施設 圧縮施設 併用施設 計 

施 設 数  7 2 6 15

施設能力（ｔ/日） 279 45 169 493

施 設 種 別  山 間  平 地  計 

施 設 数  33  10 43

全 体 容 量（　） 7,081,972 631,926 7,713,898

残 余 容 量（　） 2,054,549 88,341 2,142,890

表１－１－４　ごみ処理施設数等（平成14年度末） 

施設種別  
焼却処理施設 高 速 

堆肥化 
施 設 

ご み  
燃料化 
施 設 

合 計 
全連続 准連続 バッチ 

施 設 数  8 2 20 2 7 39

処理能力 
（ｔ／日） 

1,680 230 469 2.2 485 2,866.2



+ 一般廃棄物処理施設の整備促進

一般廃棄物処理施設の整備を行う市町村等に対

し、国庫補助手続きが円滑に行われるよう助言等

を行いました。

4－2 産業廃棄物の適正処理の推進
) 産業廃棄物処理施設の状況

三重県における産業廃棄物処理施設は609施設

あり、北勢地域に多く立地しており、処理種別で

は、汚泥の脱水施設やがれき類等の破砕施設が多

く、最終処分場は安定型、管理型を合わせて23施

設となっています。

* 環境保全型畜産の推進

家畜ふんは、堆肥化により有機質肥料、土壌改

良材として有効利用できることから、堆肥の生産、

利用を拡大するため、発酵処理施設等家畜ふん尿

処理施設の整備を促進しました。

+ 公共事業に伴い発生する廃棄物の適正処理の推進

建設廃棄物の排出量の増加は著しく、最終処分

場の不足とも相まって、その処分が困難になって
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表１－１－７　ごみの収集形態（平成14年度末） 

区 分  収 集 量  比率（％） 

市町村・組合 
に よ る 収 集  

直営 319,932ｔ／年 46.5

委託 193,126ｔ／年 28.1

小計 513,058ｔ／年 74.6

許可業者による集計 174,463ｔ／年 25.4

合 計  687,521ｔ／年 

・最終処分場（平成17年３月31日現在） 

種 類 設 置 数 

遮 断 型 最 終 処 分 場  － 

安 定 型 最 終 処 分 場  14

管 理 型 最 終 処 分 場  9

計 23

注）廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の許可を受けた最終処分 
　場のうち、埋め立て中の施設を示します。 

表１－１－８　産業廃棄物処理施設の地域別設置状況 

（平成17年３月31日現在） 

県 民 局 名  
設 置 数  

中間処理施設 最終処分場 

北　　　勢（桑名） 95 （91） 2

北　　勢（四日市） 150（146） 8

北　　　勢（鈴鹿） 64 （64） 3

津 70 （64） 2

松 阪 43 （43） 3

南 勢 志 摩 59 （57） 1

伊 賀 66 （65） 4

紀 北 23 （17） 0

紀 南 16 （16） 0

計 586（563） 23

注１）設置数欄の（　）内は、現在稼動中の施設を示します。 
　２）最終処分場の設置数は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15 
　　条の許可を受けた施設のうち、埋め立て中のものを示します。 

表１－１－10　補助事業による家畜ふん尿処理施設整備状況（平成16年度） （単位：地域数） 

事 業 名  総事業費（千円） 堆肥舎 発酵処理 乾燥処理 浄化処理 畜 舎  その他 備 考 

資源循環型畜産確立対策推進事業 396,378 142 1

表１－１－11　環境保全型畜産確立のための普及啓発活動 

事 業 名  内 容  実施年月 概 要  

資源循環型畜産確立対策推進事業 環境保全型畜産確立対策資料の配付 平成17年３月 実態調査結果、処理技術等の資料 

表１－１－９　産業廃棄物処理施設の種類別設置状況 
・中間処理施設（平成17年３月31日現在） 

種 類  設 置 数  

汚 泥 の 脱 水 施 設  260（257） 

汚 泥 の 乾 燥 施 設  20 （19） 

廃 油 の 油 水 分 離 施 設  12 （11） 

廃酸・廃アルカリの中和施設 6 （6） 

廃プラスチック類の破砕施設 41 （36） 

木くず・がれき類の破砕施設 154（152） 

小 計  195（188） 

汚 泥 の 焼 却 施 設  18 （17） 

廃 油 の 焼 却 施 設  18 （17） 

廃プラスチック類の焼却施設 28 （20） 

その他産廃の焼却施設 28 （27） 

小 計  92 （81） 

（1） Ｐ Ｃ Ｂ 等 分 解 施 設 1

計 586（563） 

注１）設置数は複数の機能を持つ施設については、それぞれの項目で積 
　　算した延べ数です。（例：汚泥と廃油の焼却施設１基→汚泥の焼却 
　　施設１、廃油の焼却施設１）。 
　２）設置数欄の（　）内は、現在稼動中の施設を示します。 

中
　
間
　
処
　
理
　
施
　
設 

破
砕
施
設 
焼

却

施

設 



います。

また、不法投棄のおよそ70％は建設廃棄物で

あるといわれています。

このため、県や市町村などの公共工事発注機関

は発生量の抑制・再利用を推進するとともに、適

正処理の徹底を図りました。

, ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進

ＰＣＢ廃棄物を保管している者は、ポリ塩化ビ

フェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別

措置法によって毎年、県に対しての届出が義務付

けられており、平成16（2004）年度には829事業

場から届出がありました。

- 自主情報公開の推進

産業廃棄物の発生・排出抑制及びリサイクルを

推進するため、民間企業出身の環境技術指導員を

配置し、産業廃棄物の多量排出事業者等に対して、

適正管理推進マニュアル及び自主情報公開ガイド

ラインに基づいた計画策定と自主的な情報公開を

指導しました。

その結果、平成16年度末現在で適正管理計画

書を策定した事業者は418社（策定率96％）、自

主情報公開実施事業者数は450社（実施率96％）

となりました。

4－3 廃棄物処理センターによる適正処理の推進
廃棄物処理センターの整備

ダイオキシン類対策をはじめとした廃棄物の適

正処理を推進するため、廃棄物処理センター事業

を推進し、市町村の焼却残さを広域的に処理する

とともに産業廃棄物を公共関与で処理する施設の

整備に努めました。

平成14（2002）年度には、ガス化溶融処理施

設の建設工事を進め、12月に施設の本格稼働に至

りました。

また、平成15（2003）年度に施設の建設工事

に着手した石原地先最終処分場は、平成17年度か

ら供用開始します。

4－4 し尿処理体制の整備の推進
世界的にも廃棄物の海洋投入処分は縮小又は禁

止に向っていることを踏まえ、わが国においても、

平成14年１月に廃棄物処理法施行令の一部改正が

なされ、平成14（2002）年２月１日からし尿等

の海洋投入処分が禁止となり、現在、し尿等の海

洋投入処分を行っている者については、施行日か

ら５年間の猶予が設けられました。

平成16（2004）年度は、し尿を海洋投入処分

し具体的な整備に着手していない２事業組合１広

域連合に対し、し尿の海洋投入処分の解消に向け

た指導を行いました。

また、下水道等の整備に伴い、一般廃棄物処理

業者が受ける影響の緩和と適切な一般廃棄物処理

事業の遂行がなされるよう、合理化事業について

関係市町村に対する助言を行いました。

5 
5－1 監視・指導の強化
) 不法投棄の状況

大部分の産業廃棄物は、排出事業者自ら又は許

可業者への委託により、適正に処理されています

が、一部の排出事業者や、無許可業者による不法

投棄があとを絶ちません。

また、一般廃棄物の不法投棄も、産業廃棄物に

比べると個々の量は少ないものの、道路、河川、

山林等で発生しています。

なお、三重県における平成16（2004）年の産

業廃棄物の不法投棄等の検挙件数は４件となって

います。

* 廃棄物の苦情等の状況

廃棄物にかかる苦情発生状況は、表１－１－

13及び表１－１－14に示すとおりであり、苦情

の内容については野外焼却行為をはじめとする大

不法投棄等の不適正処理の未然防止と是正措置
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ＰＣＢ廃棄物の種類 事業場数 数　　　　量 

高圧コンデンサ 

低圧コンデンサ 

高圧トランス 

低圧トランス 

安定器 

上記以外 

682 7,548台 

59 6,942台 

49 351台 

8 40台 

219 64,436台 
32.3　 

1,350㎏ 
13缶・箱 

74 廃　油　75　、958ｔ 

汚染布　2.4　、10缶・箱 

その他機器　427台 
その他　101.9　、24.9t、446点 

※事業場数は種類・単位ごとにカウントしています。 
※「安定器」は、主として事務用の蛍光灯に用いられていたものです。 
※「その他機器」には、コイル、整流器、「その他」には、汚染汚泥、ノーカーボン紙 
　などが含まれています。 
※上記以外に、中部電力㈱が絶縁油を除去した柱上トランス31,769台を保管しています。

表５－１－８　公害紛争処理法に基づく最近の事件一覧表 
表１－１－12　ＰＣＢ廃棄物保管届出状況 

（平成16年度届出分） 



気汚染及び悪臭に関するものが多くなっています。

+ 廃棄物処理施設等における不適正処理の状況

平成16（2004）年度の廃棄物処理施設等への

立入検査の実施状況は表１－１－15に示すとおり

であり、違反発生件数は1,284件で、前年度より

やや増加しました。うち産業廃棄物に関する違反

は1,283件あり、その違反内容の大部分は、処理

基準違反、保管基準違反、処理施設の維持管理基

準違反、不法投棄、野外焼却行為等です。

, 監視・指導の強化

ア　廃棄物の不法投棄や不適正処理を防止するた

め、排出事業者、処理業者への立ち入り検査及

び監視、指導を強化しました。

イ　不適正処理の早期発見、早期解決を図るため、

廃棄物ダイヤル110番に加え、廃棄物FAX110

番を開設しており、不法投棄等の通報を受け付

けています。平成16（2004）年度の廃棄物ダ

イヤル110番への通報内訳は図１－１－11のと

おりであり、通報件数は69件で、野外焼却、

不法投棄に関するものが52％を占めていました。

ウ　排出事業者、処理業者に対して、法令の遵守

や施設の維持管理の改善の指導を行うととも

に、産業廃棄物の発生から処理処分に至るまで

の移動管理を行うマニフェストの作成・保管の

徹底を指導しました。

エ　県境付近で岐阜県、滋賀県等との共同による

ほか、愛知、岐阜、三重、名古屋市の三県一市

でも産業廃棄物運搬車両の路上検査を実施し、

廃棄物の積載状況、搬入先等を確認するととも

に、廃棄物の適正処理について指導、啓発を行

いました。

オ　過去に行われた産業廃棄物の不法投棄など不

適正処理のうち、長期間放置され、撤去・改善

の見込みがない事案について、「県民しあわせ

プラン」における重点プログラムの一つとして、

「安全性確認調査」を実施しています。平成16

年度は、５事案について調査に着手し、うち２

件（いなべ市、美杉村）の調査を終了、残り３

件（四日市市）については継続調査中です。な

お、調査を終了した２事案については、周辺地

域の生活環境保全上の支障は認められませんで

した。

カ　桑名市五反田地内における産業廃棄物の不法

投棄について、生活環境保全上の支障を除去す

るため、平成13（2001）年６月８日、行政代

執行に着手し、環境汚染の修復を行っています。
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表１－１－13　廃棄物に係る苦情発生件数 

（平成12～16年度） 

発生源  
年度 

ごみ処理場 し尿処理場 産業廃棄物 計 

Ｈ12 － 

－ 

－ 267 267

Ｈ13 1 － 328 329

Ｈ14 3 － 245 248

Ｈ15 － 238 238

4Ｈ16 － 222 226

表１－１－14　平成16年度における廃棄物に係る苦情 
　　　　　　　発生内容（計のカッコ内は平成15年度） 

発生源原因 

ごみ処理場 

し尿処理場 

産業廃棄物 

計 

大

気

汚

染 

水

質

汚

染 

悪

　

　

臭

 

ね
ず
み
、
昆
虫 

騒

　

　

音

 

そ

の

他

 

計

 
1 － 3 4－ － － 

－ － － － － － － 

64 
（104） 

13 
（9） 

128 
（109） 

222 
（238） 

16 
（16） 

－ 1

65 
（104） 

13 
（9） 

131 
（109） 

226 
（238） 

16 
（16） 

－ 1

表１－１－15　平成16年度の立入検査実施状況 

（計のカッコ内は平成15年度） 

検 査 対 象  

措　　　　　　置 

一般廃棄物処理施設 88

産業廃棄物排出事業所 1,415

産業廃棄物処理業者 1,226

そ　　　の　　　他 702

計 
3,431
（3,485） 

1

617

446

220

1,284
（1,255） 

－ 

8

－ 

－ 

8
（2） 

－ 

－ 

4

－ 

4
（2） 

－ 

9

2

－ 

11
（17） 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 
 

－ 

22

7

－ 

29
（52） 

1

578

433

220

1,232
（1,182） 

立

入

検

査

件

数 

違
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発

生

件

数 

改
善
命
令
措
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令 

停
止
命
令
取
消
処
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始

末

書

提
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告
　
　
　
　
　
　
発 

文
　
書
　
指
　
導 

そ
　
　
の
　
　
他 

図１－１－11　廃棄物ダイヤル110番通報内訳 

（平成16年４月～平成17年３月） 

通報件数 
69件 

野外焼却 
23％（16件） 

不法投棄 
29％（20件） 

苦情 
22％（15件） 

不適正処理 
17％（12件） 

その他 
９％（６件） 



1 
1－1 地球温暖化対策の推進
) 地球温暖化問題の経緯

地球温暖化とは、人間の社会経済活動に伴い、

大気中の二酸化炭素（CO２）などの「温室効果ガ

ス」が増加し、地球の平均気温が上昇することを

言います。最新の研究成果によると、温室効果ガ

スの排出がこのまま続くと2100年には平均気温

は最高5.8℃上昇、海面水位は最高88㎝上昇する

と予測されています。

地球温暖化を防止するため、国際的な取組が進

められており、1988（昭和63）年に政府間の公式の

場として「気候変動に関する政府間パネル」（IPCC）

が設置されました。さらに1992（平成４）年５月

に地球温暖化防止の枠組みとなる条約「気候変動

に関する国際連合枠組条約」が採択されました。

同条約に基づき毎年締約国会議が開催され、特

に、1997（平成９）年に京都で開催された第３

回締約国会議（COP3）では、先進各国の温室効

果ガスの削減目標を取り決めた「京都議定書」が

採択されました。この議定書により我が国は、温

室効果ガスの排出量を2008～2012年の期間に

1990（平成２）年レベルより６％削減すること

になりました。世界の国々が地球温暖化対策に取

り組むためには、現在のところ「京都議定書」の

発効（議定書の効力が発生すること。）が唯一の

方法であり、2001（平成13）年７月に開催され

た第６回締約国会議（COP6）再開会合（ドイ

ツ・ボン）において、森林のCO２吸収量の基準な

ど京都議定書の具体的な運用ルールについて各国

の合意がなされました。2002年６月、日本も京

都議定書を批准しましたが、2005（平成17）年

２月に同議定書が発効しました。

* 国における取組

我が国の温室効果ガスの排出量は、1990年以

降増加傾向で推移し、2002年の排出量は1990年

に比べて約7.6％増加しています。

京都議定書で定めた我が国の排出削減目標を達

成するため、1998（平成10）年に2010（平成22）

年に向けた地球温暖化対策などを定めた「地球温

暖化対策推進大綱」を策定しました。

さらに、国民、事業者、国及び地方公共団体の

温室効果ガス削減対策の推進
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それぞれの責務を明らかにした「地球温暖化対策

の推進に関する法律」を1999（平成11）年に施行

しました。2002年３月には、「地球温暖化対策推進

大綱」を見直し、京都議定書の約束を履行するた

めの具体的裏付けのある対策の全体像を明らかに

するとともに、同年６月には、京都議定書批准に

合わせ、地球温暖化対策推進法を改正しています。

2005（平成17）年２月の京都議定書の発効を

受け、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づ

き、６％削減の約束を確実に達成するために必要

な措置を定めるものとして、また、2004（平成

16）年に行った地球温暖化対策推進大綱の評価・

見直しの成果として本年４月に「京都議定書目標

達成計画」を策定しました。

+ 県における取組（温室効果ガス削減対策）

三重県は、地球温暖化対策の推進に関する法律

の趣旨を踏まえ、県民総参加により地球温暖化対

策に取り組むため、平成11（1999）年度に「三

重県地球温暖化対策推進計画（チャレンジ６）」

を策定して、温室効果ガスの排出量を2010年ま

でに1990年のレベルから６％削減することを目

標に各対策に取り組んでいます。三重県では、温

室効果ガスの排出量のうち94％がCO２であり、こ

のCO２排出源は、産業、運輸、民生の３部門が

91％を占めています。県内における1990年以降

のCO２排出量の推移は次のとおりです。

地球温暖化の防止第2 節 表１－２－１　日本の温室効果ガス排出量の推移 

1990年 
（百万CO2トン） 

2002年 
（百万CO2トン） 

伸 び 率 
（％） 

二酸化炭素 （CO2） 1,122 1,247 11.1

メ タ ン （CH4） 25 20 －20.0

一酸化二窒素 （N2O） 40 35 －12.5

代 替 フ ロ ン 類  50 28 －44.0

計 1,237 1,331 7.6

※ただし、1990年の代替フロン類については1995年の値 

表１－２－２　県内の二酸化炭素（CO2）排出量の推移 

（単位：千ｔ－Ｃ） 

部 門  
1990 2001 2002

排出量 排出量 排出量 

産業部門 4,197 4,324 4,365

運輸部門 985 1,347 1,382

民生部門 
（家　庭） 

560 707 696

民生部門 
（事務所） 

273 462 496

その他 511 509 526

計 6,525 7,348 7,465



このことから、三重県の温暖化対策は、産業・

運輸・民生の３部門におけるCO２の排出削減を主

体として進めています。

①　産業部門の対策

平成13（2001）年３月に公布した三重県生活

環境の保全に関する条例において、エネルギー使

用量の多い一定規模以上の工場等を対象として、

温室効果ガスの排出削減などに関する計画（地球

温暖化対策計画書）の作成と知事への提出・公表

を規定しました。平成14（2002）年５月には、

「三重県地球温暖化対策作成指針」を作成し（平

成17（2005）年２月に改正）、対象事業所に対し

て、説明会の開催等により計画策定を促しました。

平成16（2004）年度には各工場を訪問し、計

画のフォローアップ実施しました。

また、削減インセンティブを与えながら費用効

果的に温室効果ガスの排出削減を実現するシステ

ムとして「排出量取引」に注目し、県内企業やNPO

などとともに平成14（2002）年度及び平成15

（2003）年度に排出量取引制度の検討事業を実施

し、それらの結果を踏まえ、国に対して地域特性

を反映した制度提案を行いました。

②　運輸部門の対策

三重県生活環境の保全に関する条例において、

一定規模以上の駐車場の管理者等に対し、利用者

へのアイドリングストップの周知を規定するとと

もに、自動車の使用者に対し、駐車時のアイドリ

ングストップを規定し、自動車からのCO２等の排

出削減を進めています。

また、「こどもかんきょう体感フェア2004」の

開催と併せ、「こども低公害車体感フェア2004」

を開催し、次世代を担う子どもたちとその家族に

対して低公害車のＰＲに努めました。

③　民生部門の対策

地球温暖化防止活動の拠点として、地球温暖化

対策の推進に関する法律に基づき、平成16

（2004）年５月に「三重県地球温暖化防止活動推

進センター」を指定するとともに、地域における

活動の推進役として「地球温暖化防止活動推進員」

を県内で28名委嘱しました。

地球温暖化対策に率先して行政が取り組むた

め、県下の市町村等に対して地球温暖化対策の推

進に関する法律に規定する実行計画の策定を働き

かけました。

県民に対して、冷房温度の適正管理による電力

使用量の節減などの実践行動を促す「エコポイン

ト事業」を実施し、温暖化対策の普及・啓発に努
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めました。

また、削減インセンティブを与える等の手段に

より地球温暖化防止の実践活動が確実に実行され

るシステム「三重モデル」の実践に向けての検討

を行いました。

県は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基

づき、平成11（1999）年度に認証取得した

ISO14001の取組との整合を図り、県自らの事

務・事業から排出する温室効果ガスの削減に取り

組むため、平成13（2001）年３月に「三重県庁

地球温暖化対策率先実行計画」を作成し、全庁的

な取組の推進と進行管理を実行しています。この

結果、平成15年度においては、平成16年度末ま

でに平成２年度（1990年度）比で7.9％削減する

目標に対して、9.0％まで削減することが出来ま

した。

1－2 フロン対策の推進
) オゾン層の保護

オゾン層の破壊は、冷蔵庫やエアコンの冷媒、

断熱材の発泡剤、プリント基板の洗浄剤などとし

て広く使用されてきたフロン（クロロフルオロカ

ーボン等）が成層圏に達してから分解し、生じた

塩素原子がオゾン分子を破壊するものです。オゾ

ン層は、太陽から降り注ぐ有害な紫外線を吸収し

ており、その破壊により、ガン発生率の増加など

人体への影響の他、植物の成長抑制や水生生物へ

の悪影響等、生態系全体への影響が懸念されてい

ます。

このため、国際的には、オゾン層の保護を目的

としたウィーン条約が締結され、これに基づくモ

ントリオール議定書により、フロンの生産・使用

の段階的削減が進められており、平成７（1995）

年末には先進国における特定フロンの生産及び輸

出入が全廃されました。

わが国においても昭和63（1988）年にオゾン層

図１－２－１　温室効果ガスの排出量 

平成２年度 
排出量 

平成10年度 
排出量 

平成15年度 
排出量 

平成16年度 
目標排出量 
（7.9％削減） 

5600

5400

5200

5000

4800

4600

4400

（t－c） 



保護法が制定され、その後、平成11（1999）年

に家電リサイクル法、平成13（2001）年にフロ

ン回収破壊法が制定されたことで、フロンの排出

抑制、回収・破壊処理の取組が進められています。

* フロン回収・処理の促進

ア　特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）

家庭や事務所から排出される特定家庭用機器

廃棄物について、消費者が収集・運搬及び再商

品化等の料金を負担し、小売業者は消費者から

引き取り、製造業者等へ引き渡す義務を負い、

製造業者等は再商品化等（リサイクル）する義

務を果たすことを基本とした家電リサイクル法

が平成11（1999）年度に制定され、平成13

（2001）年４月から施行されています。

イ　特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実

施の確保に関する法律（フロン回収破壊法）

業務用冷凍空調機器（第１種特定製品）及び

カーエアコン（第２種特定製品）からフロンを

放出することを禁止し、機器が廃棄される際に

フロン回収等を義務づけたフロン回収破壊法が

平成13（2001）年６月に制定され、平成14

（2002）年４月に第１種特定製品部分が本格施

行され、同年10月に第２種特定製品部分が本

格施行されましたが、平成17（2005）年１月

の使用済み自動車の再資源化等に関する法律

（自動車リサイクル法）の本格施行に伴い第２

種特定製品部分については自動車リサイクル法

に移行しました。

ウ　フロン回収破壊法に基づく回収業者の登録

フロン回収破壊法では、業務用冷凍空調機器

からフロンを回収する業者（第１種フロン類回

収業者）、は、都道府県知事の登録が必要です。

また、回収したフロンを破壊する業者（フロン

破壊業者）は、主務大臣（経済産業大臣、環境

大臣）の許可が必要です。

第１種フロン類回収業者登録　　640件

（平成17年４月１日現在）

2 
2－1 エネルギー・資源の利用状況
ア　電気

平成15（2003）年度における県内総発電量

は31,398×106kＷhで前年度に比べ5.7％減少し

ました。その内訳は図１－２－２のとおりです。

一方、平成15（2003）年度の県内総需要量

は対前年比0.4％増の15,192×106kＷhであり、

需要量の内訳は、一般家庭などの電灯使用量が

25.7％、業務用などの電力使用量が74.3％の割

合となっています。

電灯・電力使用量の推移は図１－２－３のと

おりです。

イ　ガス

平成15（2003）年度における県内ガス販売

量は455,004千9であり、その内訳は家庭用が

28.1％、工業用が57.8％、商業用が7.9％、その

他が6.2％となっています。一方、県内ガス生

産量は65,944千9であり、三重県はガス需要県

となっています。

ガス販売量の推移は図１－２－４のとおりです。

エネルギーの適正利用の推進
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水力発電量 702×10
6 
kWh 

2.2％ 

総発電量 
31,398×10

6 

kWh

火力発電量 
30,696×10

6 
kWh 

97.8％ 

図１－２－２　三重県の総発電量（平成15年度） 
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図１－２－３　電灯・電力使用量の推移 



2－2 省エネルギー化の推進
) 省資源・省エネルギー対策の推進

省資源・省エネルギーに対する関心は昭和48

年のオイルショックを契機に高まってきたもの

の、エネルギー消費量は、国民の「ゆとりと豊か

さ」を求めるライフスタイルを背景として、民

生・運輸部門を中心に依然高い伸び率を示してい

ます。

こうした中で、県民一人ひとりの資源・エネル

ギーの有効利用に関する正しい理解と実践を促進

するため、県内の各種団体で構成する「資源とエ

ネルギーを大切にする県民運動推進会議」を母体

として、普及啓発活動を中心とした県民運動を推

進しました。

また、平成12（2000）年３月に策定した「三

重県地球温暖化対策推進計画　チャレンジ６」の

一環として、地球温暖化防止の観点からも省エネ

ルギーによる温室効果ガスの削減は不可欠である

ことから、県民、事業者、行政が一体となって地

域レベルで省エネルギーを推進しています。

平成16（2004）年度も、「環境創造活動を進め

る三重県民の会」と協働で、「地球温暖化防止を

目指す環境県民運動」として、オフィス等の適正

冷房（28℃）の徹底と夏季の軽装を呼びかける

「夏のエコスタイルキャンペーン」と、夏期の電

気使用量節減を呼びかける「夏のエコポイント事

業」及び、電気・ガス・水道使用量節減に拡大し

た「みえのエコポイント2005新春」に取り組み

ました。

県庁においても、平成11（1999）年度に導入

したISO14001システムに基づき、引き続き電気

使用量や廃棄物の削減など環境負荷の低減に取り

組んでいます。

* 信号機の高度化改良とLED式信号灯器の整備

幹線道路における交通の円滑化を図るため、信

号機の系統化（25基）、多現示化（49基）、閑散

時半感応化（５基）、右折感応化（15基）等の信

号機の高度化改良を行うとともに、主要交差点

（約150箇所）において、ＬＥＤ式信号灯器（約

650灯）の整備を進めることにより交差点付近で

の交通事故防止及び消費電力の削減を図りました。

+ 環境共生住宅の建設促進

地球環境を保全する観点から、エネルギー・資

源・廃棄物などの面で充分な配慮がなされ、また

周辺の自然環境と親密に美しく調和し、住み手が

主体的にかかわりながら健康で快適に生活できる

よう工夫された環境共生住宅の建設促進を図って

います。

平成13（2001）年度には、住宅マスタープラ

ンの策定を契機に、住宅金融公庫融資における地

方公共団体施策住宅として、三重県雨水等有効活

用型住宅を創設することにより優遇措置を活用し

た市場の誘導を行いました。また、平成17

（2005）年度には、新しい住宅マスタープランの

策定作業において、美しいまち並みの形成や既設

住宅ストックの活用などについて検討を行います。

3 
3－1 導入への取組
) 三重県新エネルギービジョン

石油依存度の高いわが国のエネルギー事情や地

球温暖化等の環境問題に対応するため、新エネル

ギーの導入促進が強く求められています。

新エネルギーは、地域に密着したエネルギーで

あることから、地域の特性に応じた導入を図るこ

とが効果的であり、県・市町村、民間企業、住民

等が主体的かつ協働して取り組む必要があります。

このため、三重県では、「三重県新エネルギー

ビジョン」（表１－２－３）に基づき、その具体

化のために次のことに取り組みました。

ア　「公共施設等への新エネルギーの導入指針」

による率先導入

この指針は、県の政策方針として新エネルギ

ーを県の施設へ率先導入するため、各部局が取

り組むべき具体的内容を示したものです。

この結果、平成16（2004）年度に県の公共

新エネルギーの導入促進
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施設等へ50kWの太陽光発電施設が導入され、

累計出力721kWとなりました。

イ　新エネルギーの普及支援事業の実施

県内への新エネルギー導入を促進するため、

住宅用太陽光発電設備及び学校への太陽光発電

設備に対する補助制度を平成13（2001）年度

から実施しています。この結果、平成16（2004）

年度は当事業により356件の住宅で計1,276kW、

６校の学校で計78kWの太陽光発電設備が設置

されました。

ウ　新エネルギーの普及啓発

クリーンエネルギーフェアを開催（こどもか

んきょう体感フェアと同時開催）するとともに、

民間事業者を対象とした新エネルギーセミナー

や市町村新エネルギー担当者を対象とした研修

会の開催により、新エネルギーの普及啓発を行

いました。

エ　「三重県新エネルギービジョン」の改定

新エネルギーを取り巻く状況変化に対応し、

導入を促進するため、平成17（2005）年３月

に「新エネルギービジョン」を改定しました。

この改定では、積極的に導入を進める新エネ

ルギーとして、従来の６種類（①太陽光発電、

②風力発電、③コージェネレーション、④燃料

電池、⑤クリーンエネルギー自動車、⑥廃棄物

発電）に⑦バイオマス発電と⑧バイオマス熱利

用を加えて８種類としました。あわせて、種類

別の導入目標についても見直しを行い、この結

果、平成22（2010）年度における新エネルギ

ー導入目標値（原油換算量）を22万;から31

万;としました。

また、導入方策についても見直しを行い、バ

イオマス発電とバイオマス熱利用の取組を促進

するとともに、新エネルギーに対する県民の理

解を更に深めるため、地域温暖化防止活動や省

エネルギー活動などと連携した普及啓発の推

進、「市民風車」といった市民自らによる取組

への支援などを行うこととしました。

* 水力発電の推進

洪水調整や都市用水供給等を目的として建設さ

れるダムに従属して、放流水のエネルギーを有効

利用する。自然循環によるクリーンなエネルギー

の開発を進めています。

平成16（2004）年度は、前年度に引き続き川

上発電所（最大出力1,200kW）建設の一部として、

川上ダムにかかる建設費を負担しました。

3－2 未利用エネルギーの利用促進
) ＲＤＦ焼却・発電施設の整備

可燃性ごみを固形燃料（ＲＤＦ）化することで

サーマルリサイクルと環境負荷の低減を図り、ご

みを単に燃やして埋める処理から循環型の処理シ

ステムに転換するＲＤＦ化構想を、市町村と一体

になって進めました。

この取り組みの中で、県は市町村で製造された

ＲＤＦの安定的な受け皿として、ＲＤＦ焼却・発

電施設（三重ごみ固形燃料発電所）の整備を進め

ました。

三重ごみ固形燃料発電所は平成14（2002）年

12月から運転を開始しましたが、平成15（2003）

年８月に発生したＲＤＦ貯蔵槽爆発事故のため運

転を停止していました。

平成16（2004）年３月から８月にかけて安全

対策を講じた上で試運転を行ない、平成16

（2004）年９月からＲＤＦ焼却・発電事業を再開

しています。

施設規模

(ア) ＲＤＦ処理能力

240ｔ／日

(イ) 発電能力

12,050 kW
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表１－２－３　2004年度末新エネルギー導入量 

新エネルギー 
ビジョン策定時 

2004年度末 
導　入　量 

2010年度末 
導入目標 

太陽光発電 

風力発電 

バイオマス発電 

バイオマス熱利用 

コージェネレーション 

うち燃料電池 

クリーンエネルギー 
自動車 

廃棄物発電 

従来型一次エネルギーの 
削減量合計（原油換算） 

CO2排出削減量（参考） 

 

1,046kW 
（85kW） 

3,000kW

－ 

－ 

378台 

186,438kW

1,000kW

30,000kW

102,379　 

158,202t-CO2

15,605kW 
（721kW） 

18,000kW

1,460kW

11,131　 

311,934kW

2,150台 
※ 

26kW

42,630kW

183,603　 

299,433t-CO2

75,000kW

102,000kW

6,000kW

19,000　 

434,000kW

22,000台 

50,000kW

43,000kW

310,000　 

513,926t-CO2

※クリーンエネルギー自動車については2003年度末の台数 



1 
1－1 大気汚染の現況
) 概況

大気環境基準は、環境基本法第16条により、

人の健康を保護することが望ましい基準として示

されたものです。平成16（2004）年度の大気環

境基準の達成状況は次のとおりです。

二酸化硫黄は、測定局29局（県測定16局、四

日市市測定７局、尾鷲市測定６局）全てで環境基

準を達成しました。

二酸化窒素は、測定局33局（県測定19局、四

日市市測定８局、尾鷲市測定６局）全てで環境基

準を達成しました。

浮遊粒子状物質は、測定局30局（県測定19局、

四日市市測定７局、尾鷲市測定４局）全てで環境

基準を達成しました。

以下、一般環境測定局を「一般局」、自動車排

出ガス測定局を「自排局」と略します。（注１）

注１）一般環境測定局：県民が居住する地域に大気環境を

調査するために設けられた測定局で、現在27（県設置14

局、四日市市設置７局、尾鷲市設置６局）の測定局が設け

られています。

自動車排出ガス測定局：道路沿道の大気環境を調査する

ために設けられた測定局で、現在６（県設置４局、四日市

市設置２局）の測定局が設けられています。

* 大気汚染の測定結果

ア　硫黄酸化物（二酸化硫黄）

一般局26局、自排局３局で測定を実施しま

した。一般局、自排局とも日平均値の２％除外

値は、0.04ppm以下で、環境基準を達成しまし

た。（注２）年平均値の経年変化は図１－３－

１のとおりです。（資料編２－２～２－４参照）

注２）二酸化硫黄の環境基準の長期的評価は、年間におけ

る日平均値の測定値の高い方から２％の範囲にあるもの

（365日分の測定値がある場合は７日間の測定値）を除外

して行います。ただし、日平均値が0.04ppmを超える日が

２日以上連続した場合には、評価はせず、環境基準未達成

とします。

大気汚染の防止

イ　窒素酸化物（二酸化窒素）

一般局27局、自排局６局で測定を実施しま

した。一般局、自排局とも日平均値の98％値

が0.06ppmを超える局はなく、全ての局で環境

基準を達成しました。（注３）年平均値の経年

変化は図１－３－２のとおりです。（資料編

２－５～２－８参照）

注３）二酸化窒素の環境基準の長期的評価では、年間にお

ける日平均値の測定値の低い方から98％に相当するもの

が0.06ppm以下の場合は、環境基準が達成されたと評価し

ます。
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ウ　浮遊粒子状物質

一般局26局、自排局６局で測定を実施しま

した。一般局、自排局とも日平均値の２％除外

値は0.10㎎/9以下で環境基準を達成しました。

（注４）年平均値の経年変化は図１－３－３の

とおりです。（資料編２－９参照）

注４）環境基準の長期的評価は、硫黄酸化物と同様で、

２％除外値で評価します。ただし、日平均値が、0.10㎎

/9を超える日が２日以上連続した場合には、評価はせず、

環境基準未達成とします。

エ　光化学オキシダント

一般局23局（県測定15局、四日市市測定５

局、尾鷲市測定３局）で測定を実施したところ、

全ての測定値で環境基準を達成しませんでし

た。光化学オキシダント昼間値（５時から20

時までの測定値）が0.06ppmを超えた時間数の

割合の経年変化は図１－３－４のとおりです。

（資料編２－10参照）

オ　一酸化炭素

一般局１局（尾鷲市測定）、自排局２局（県

測定２局）で測定を実施したところ、いずれの

局も日平均値の２％除外値は10ppm以下で環境

基準を達成しました。（注５）（資料編２－12参

照）

注５）環境基準の長期的評価は、硫黄酸化物と同様で、

２％除外値で評価します。ただし、日平均値が、10 ppm

を超える日が２日以上連続した場合には、評価はせず、環

境基準未達成とします。

カ　非メタン炭化水素

一般局17局（県測定12局、四日市市測定４

局、尾鷲市測定１局）、自排局３局（県測定２

局、四日市市測定１局）で測定を実施しました。

大気中炭化水素濃度の指針では、光化学オキシ

ダント濃度0.06ppmに対応する非メタン炭化水

素濃度は、0.20～0.31ppmＣ（６～９時の３時

間の平均値）の範囲となっており、一般局の１

局を除き指針値を超えていました。（資料編

２－13参照）

キ　有害大気汚染物質

平成９年（1997）４月に施行された改正大

気汚染防止法に基づき、環境省が示す22の優

先取組物質（有害性の程度やわが国の大気環境

の状況等に鑑み健康リスクがある程度高いと考

えられる有害大気汚染物質）のうち、測定法が

示されているトリクロロエチレン、ベンゼン等

の19物質（ダイオキシン類を除く）の大気環

境調査を四日市市と連携して行いました。（資

料編２－14～15参照）

（ア) 調査地点等

一般環境４地点（桑名市、四日市市×２、

名張市）、道路沿道１地点（松阪市）、発生源

周辺１地点（四日市市）で、毎月１回調査を

実施しました。

(イ) 調査結果

環境基準が示されているジクロロメタン、

テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、

及びベンゼンの４物質は６地点とも環境基準

を達成していました。（資料編２－16参照）
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図１－３－３　浮遊粒子状物質の経年変化 
　　　　　　　（一般局の年平均値） 
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1－2 大気環境保全対策
環境省が毎年行っている星空継続観察を県内の

８団体が実施し、星空観察を通じ大気環境に関す

る意識を深めました。実施団体は、表１－３－２

のとおりです。

1－3 工場・事業場対策の推進
工場・事業場に対する規制・指導

ア　大気汚染防止法による規制

大気汚染防止法では、一定規模以上のボイラ

ー等のばい煙発生施設、ベルトコンベア等の一

般粉じん発生施設等を規制しています。

平成17（2005）年３月31日現在、1,453工

場・事業場に4,275のばい煙発生施設、159工場

に1,500の一般粉じん発生施設が設置されてい

ます。

また、平成８（1996）年５月に改正された

大気汚染防止法では、吹付け石綿を特定建築材

料として指定し、それらを使用する建築物の解

体等の作業について作業基準が設定され、工事

を施工する前に特定粉じん排出等作業の届出が

課せられています。平成16（2004）年度中の

届出数は、解体作業が４件、改造・補修作業が

５件でした。（以上、四日市市管轄分を除く）

（ア) 硫黄酸化物の規制

硫黄酸化物については、施設毎の排出口の

高さに応じた着地濃度規制（Ｋ値規制）が実

施されています。その規制値は四日市地域

（四日市市の一部、朝日町、川越町）が1.17、

四日市市（前述以外の地域）が3.0、桑名市

及び鈴鹿市が14.5、その他の市町村が17.5と

なっています。

さらに、四日市地域（四日市市は全域）に

ついては、昭和47（1972）年４月から三重

県公害防止条例（現三重県生活環境の保全に

関する条例）により、総排出量規制を実施し

てきましたが、この制度は、昭和51（1976）

年に大気汚染防止法による総量規制に移行し

ています。

（イ) ばいじんの規制

ばいじんについては、ばい煙発生施設の種

類及び規模毎に濃度規制が実施されていま

す。平成10（1998）年４月、大気汚染防止

法施行規則等の一部を改正する総理府令が公

布され、廃棄物焼却炉に係る排出基準が改定

されました。

（ウ) 窒素酸化物の規制

昭和48（1973）年の第１次規制以降段階

的に排出基準の強化、適用施設の拡大が行わ

れ、窒素酸化物を排出する大多数のばい煙発

生施設に排出基準が適用されています。
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表１－３－１　優先取組物質 

○アクリロニトリル 

○アセトアルデヒド 

○塩化ビニルモノマー 

○クロロホルム 

　クロロメチルエーテル 

○酸化エチレン 

○1,2-ジクロロエタン 

○ジクロロメタン 

○水銀及びその化合物 

　タルク（アスベスト様 

　繊維を含むもの） 

○ダイオキシン類 

○テトラクロロエチレン 

○トリクロロエチレン 

○ニッケル化合物 

○ヒ素及びその化合物 

○1,3-ブタジエン 

○ベリリウム及びその化合物 

○ベンゼン 

○ベンゾ（ａ）ピレン 

○ホルムアルデヒド 

○マンガン及びその化合物 

○クロム及びその化合物 

○印は平成16年度環境調査物質 

ダイオキシン類は、ダイオキシン類対策特別措置法に 
基づく調査を実施。 

表１－３－２　平成16年度星空継続観察実施団体 

団 体 名  調査時期 

松阪市天文台実行委員会 冬 

夏 尾鷲市立天文科学館 

名張桔梗丘高等学校　科学部天文班 夏 

いなべ総合学園高等学校　自然科学部 冬 

城山エコえもん 冬 

伊賀市文化都市協会 冬 

佐奈四季星の会 夏 

どっ天迷会 夏・冬 



イ　ダイオキシン類対策特別措置法による規制

ダイオキシン類対策特別措置法では、大気基

準適用施設として５種類の特定施設、水質基準

対象施設として16種類の特定施設を規制対象

としています。

平成17（2005）年３月31日現在の県内にお

ける大気基準適用施設は294施設、水質基準対

象施設は69施設です。（資料編２－28参照）

ウ　三重県生活環境の保全に関する条例等による

規制

三重県生活環境の保全に関する条例では、大

気汚染防止法の規制対象外の施設（指定施設）

及び有害物質について規制しています。さらに

四日市地域については、一定基準以上の工場等

を対象に、窒素酸化物に係る総排出量規制、上

乗せ条例によるばいじんの排出基準の上乗せ規

制を実施しています。

平成17（2005）年３月31日現在のばい煙に

係る指定施設は556工場・事業場に3,621施設、

粉じんに係る指定施設は736工場・事業場に

4,194施設、炭化水素に係る指定施設は26工

場・事業場に439施設が設置されています。

（以上、四日市市管轄分を除く）

（ア) 窒素酸化物に係る総排出量規制

昭和49（1974）年から四日市地域におい

て、窒素酸化物の総排出量規制を実施してお

り、昭和53（1978）年に二酸化窒素に係る

環境基準が改定されたことに伴い総排出量規

制の見直しを行いました。さらに、平成４

（1992）年に窒素酸化物排出係数を改訂し、

規制を強化しました。

（イ) 炭化水素系物質の規制

貯蔵タンク等から炭化水素系物質の漏出を

防止するため、一定規模以上の貯蔵施設（原

油、揮発油、ナフサ等の貯蔵能力が5,000;

以上の貯蔵施設等）について、構造・使用管

理基準を設け、規制を行っています。

エ　緊急時の措置

大気汚染防止法に基づき、硫黄酸化物、浮遊

粒子状物質、二酸化窒素及び光化学オキシダン

トについて、緊急時における措置を講じていま

す。平成16（2004）年度は、硫黄酸化物、浮

遊粒子状物質及び二酸化窒素については、予報

等の発令による緊急時の措置はありませんでし

た。

オ　立入検査（四日市市管轄分を除く）

平成16（2004）年度は、延べ186工場・事業

場に立入検査を行い、ばいじん、窒素酸化物等

の延べ59項目について、排出ガス検査を実施し

ました。その結果、１項目（１工場）が排出基

準に不適合であったため、改善を指導しました。

2 
2－1 自動車環境対策の推進
) 現状

近年、産業経済の発展や都市化の進展を背景と

して大型車やディーゼル自動車等の交通量が増加

し、都市部や主要幹線道路沿道においては、窒素

酸化物や粒子状物質による大気汚染が顕在化して

います。

平成16（2004）年度は、県内６ヶ所の全ての

自排局において、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質

の両物質とも環境基準を達成しましたが、二酸化

窒素の県環境保全目標（年平均0.020ppm）につ

いては、全ての自排局で超過しており、県内の一

般環境測定局に比べ高い状況となっています。

* 自動車NOx・PM法（自動車から排出される窒

素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量

の削減等に関する特別措置法）

ア　背景

都市地域における窒素酸化物による大気汚染

については、自動車NOx法（自動車から排出さ

れる窒素酸化物の特定地域における総量の削減

等に関する特別措置法）（平成４（1992）年）

に基づき、特別の排出基準を定めた規制（車種

規制）を初めとする施策を実施してきましたが、

自動車交通量の増大などにより、環境基準を達

成するには至っていません。

一方、近年ディーゼル自動車から排出される

粒子状物質（PM）について、発がん性のおそ

れを含む国民の健康への悪影響が懸念されてお

り、窒素酸化物とともに自動車交通に起因する

粒子状物質の削減を図る施策を新たに講ずるこ

とが強く求められています。

イ　法律の概要

平成13（2001）年の通常国会に自動車NOx

法の改正法案が提出され、同年６月に自動車

自動車環境対策の推進
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NOx・PM法が成立しました。その内容は次の

とおりです。

・対象物質に粒子状物質を追加

・対策地域の拡大

愛知県の61市町村とともに、三重県の北勢

地域の８市町（四日市市、桑名市、鈴鹿市、長

島町、木曽岬町、楠町、朝日町、川越町）を追

加

・粒子状物質について車種規制を導入

・窒素酸化物について車種規制の強化

・一定規模以上（30台以上保有）の事業者に

対する自動車使用管理計画の作成、都府県知事

等への届出の義務づけ

ウ　車種規制

・排出規制

ガソリン車への代替が可能な乗用車及びトラ

ック・バス（車両総重量3.5ｔ以下）について

は、ガソリン車並の排出基準。

ガソリン車への代替が可能でないトラック・

バス（車両総重量3.5ｔ超）については、最新

のディーゼル車並の排出基準。

・経過措置

次に示すように、車種ごとに猶予期間を設定

しています。加えて、法の施行により短期集中

的に多数の自動車の買替えが必要となることか

ら、さらに１～３年の準備期間が置かれていま

す。

エ　自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状

物質総量削減計画の概要

（ア) 経過

自動車NOx・PM法により、知事は対策地

域における自動車排出窒素酸化物及び自動車

排出粒子状物質総量削減計画を定めなければ

なりません。平成14年７月に関係市町、国

の関係行政機関、学識経験者等で構成する総

量削減計画策定協議会を立ち上げ、４回の幹

事会を開催し、自動車から排出される窒素酸

化物、粒子状物質の総量を削減するための議

論を重ねてきました。

同計画は、平成15年６月４日の協議会で

承認をいただき、その後、７月25日に環境

大臣の同意を得て、平成15年８月８日に公

告しました。

（イ) 計画の目標

平成22年度に環境基準を達成するために、

排出量の削減について以下のように取り組み

ます。

※１　１～４号総量は、窒素酸化物にあっては特別措置法第７

条第２項第１～４号、粒子状物質にあっては特別措置法第

９条第２項第１～４号にそれぞれ規定される量を表します。

※２　粒子状物質の１号総量、３号総量については硫黄酸化物、

窒素酸化物等のガス状物質を前駆物質として生成する二次

生成粒子を含んだ量ですが、２号総量、４号総量について

は、自動車からの排出ガス分（一次粒子）です。

（ウ) 目標を達成するための施策

ａ．自動車単体対策の強化等

・新短期規制、新長期規制の実施

・排出基準適合車への早期代替の促進

・車両の点検・整備の徹底及び過積載車

両・整備不良車両等の指導、取締りの強

化

・重油混和燃料等の使用禁止への取組及び

低硫黄軽油の供給体制の確立

ｂ．車種規制の実施等

・車種規制の適正かつ確実な実施

・窒素酸化物排出基準適合車等への代替促

進

・国の機関及び地方公共団体による公用車

の代替の促進
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表１－３－３　猶予期間 

車 種  猶予期間 車 種  猶予期間 

普通貨物自動車 ９年 マイクロバス 10年 

小型貨物自動車 ８年 ディーゼル乗用車 ９年 

大型バス 12年 特種自動車 原則10年 

総　量　の　区　分 

①　対策地域内における事業 
　活動その他の人の活動に伴 
　って発生し、大気中に排出 
　される総量［１号総量］ 

窒素酸化物 
排出量 
(ｔ/年)

粒子状物質 
排出量 
(ｔ/年)

平成９年度 
(現状)

18,325 10,013

5,199 770 

15,214 9,193 

2,384 202 

14,342 9,068

1,741 104

②　①のうちの自動車排出総 
　量［２号総量］ 

平成17年度 
(中間目標)

③　⑤の達成に向け平成17年 
　度までに達成すべき総量 

④　③のうちの自動車排出総量 

平成22年度 
(目標年度)

⑤　対策地域内において、大 
　気環境基準を達成するため、 
　事業活動その他の人の活動 
　に伴って発生し、大気中に 
　排出できる総量［３号総量］ 

⑥　⑤のうちの自動車排出総 
　量［４号総量］ 



・対策地域外の事業者に対する排出基準適

合車への早期代替の啓発や、国道23号、

国道１号における、排出規制不適合大型

車に対する通行抑制措置の検討等、流入

車対策の推進

・特定事業者による、自動車使用管理計画

の作成及び定期報告

ｃ．低公害車の普及促進

・低公害車の普及目標の設定（2010年で

60万台、年間新車登録台数の80％を低

公害車化）

・燃料供給施設等の整備

・国の機関及び地方公共団体による低公害

車の率先導入

・経費助成や優遇税制等の支援措置等、低

公害車の導入のための支援措置の実施

・自動車等販売者による情報提供の促進

ｄ．交通需要の調整・低減

・共同輸配送や積み合わせ配送等、事業者

における貨物自動車等の使用合理化の推

進

・「モーダルシフト」・「モーダルミック

ス」など貨物輸送手段の転換の推進

・パークアンドライド駐車場等の整備や、

バス優先レーン等の指定によるバス運行

の定時性の確保等、公共交通機関の整備

及び利便性の向上

・自家用乗用車の使用自粛等

ｅ．交通流対策の推進

・バイパス道路等の整備による交通の分散

や、道路改良、交差点改良等による交通

渋滞の解消

・総合的な駐車対策の推進

・高度交通管制システムや道路交通情報通

信システム等の整備、ノンストップ自動

料金支払いシステム（ＥＴＣ）の整備等、

交通管制システムの整備等による交通流

の円滑化

ｆ．その他

・アイドリング・ストップ運動の推進

・グリーン配送等の推進

+ 交通の円滑化対策の推進

ア　交通情報提供システム（ＡＭＩＳ）の整備

中勢・南勢地域の主要幹線道路を中心に情報

収集提供装置（光ビーコン）60基を整備しま

した。

イ　交通管制システムの拡充整備

県道四日市楠鈴鹿線（四日市市曙町～四日市

市楠町）及び国道23号（四日市市羽津町）の

信号機13基を集中制御化し、交通の円滑化を

図りました。

2－2 光化学スモッグ対策の推進
) 光化学スモッグの緊急時の措置現状

県内14地域、32関係市町村（Ｈ15.４.１におけ

る市町村の区域）を発令地域とし、緊急時の措置

を要請する対象地域としています。測定されたオ

キシダント濃度が発令基準に達した場合、その発

令地域ごとに緊急時の措置の区分（予報、注意報、

警報、重大警報の４種類）に応じ、協力工場への

措置を要請します。

平成16（2004）年度の光化学スモッグの発令

状況は、６月15日から８月13日までに６日間延

べ13地域に予報を発令し、６月16日には四日市

地域に注意報を発令しました。

なお、光化学スモッグによる被害届出はありま

せんでした。

* 北勢地域光化学大気汚染予測システム

光化学スモッグ注意報発令時において緊急時の

措置が速やかに実施されるよう、注意報発令に先

立ち、当日早朝に各種汚染物質濃度や気象データ

から計算した予測情報を各関係機間に提供してい

ます。

ア　対象地域

桑名地域、大安地域、四日市地域及び鈴鹿地

域の４地域としています。

イ　予測情報の内容

４地域別に、「高濃度となりやすいでしょ

う。」、「高濃度とならないでしょう。」の２段階

で予測しています。「高濃度」とはオキシダン

ト濃度の日最高値が0.120ppm以上となる場合

をいいます。
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3 
3－1 騒音・振動の現況

騒音に係る環境基準は、環境基本法第16条に

基づき、生活環境を保全し、人の健康の保護に資

するうえで、維持されることが望ましい基準とし

て設定されています。

工場・事業場に係る騒音・振動苦情は、その発

生源が住工混在地域に立地する中小規模の工場等

や建設作業によるものが多くあります。

家庭生活による騒音苦情は、ピアノ、クーラー

あるいは飼犬の鳴き声などが原因であり、生活様

式の多様化や都市化の進展のなかで快適な住環境

を求める声が強くなってきており、今後増加する

ことが予想されます。

3－2 工場・事業場対策の推進
) 騒音規制法及び振動規制法による規制

騒音規制法及び振動規制法に基づき、生活環境

を保全すべき地域を指定し、この指定地域内にお

いて、工場及び事業場における事業活動並びに建

設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音・

振動について規制を行っています。

* 三重県生活環境の保全に関する条例による規制

三重県生活環境の保全に関する条例では、法で

規制していない施設及び規制地域の拡大（県内ほ

ぼ全域）を行い、工場及び事業場における事業活

動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわ

たる騒音・振動について規制を行っています。

また、これらの他、深夜営業騒音、作業騒音及

び拡声機の使用に伴う騒音について規制を行って

います。

+ 立入検査及び指導

法・条例に基づく規制対象施設等の届出を審

査・指導するとともに、規制対象工場・事業場の

立入検査を行い基準遵守の確認や改善指導を行い

ました。

また、法・条例の指定地域を有する市町村が行

う規制事務について助言を行いました。

騒音・振動の防止 3－3 都市生活騒音対策の推進
生活様式の向上に伴い生活の場からクーラーの

音、ピアノの音、飼犬の鳴き声等多種多様な生活

騒音が発生するようになりました。

近年、快適な生活環境を確保したい要求が高ま

るにつれて、この生活騒音に対する苦情が増加し

ています。

生活騒音は、工場騒音とは異なり、個人の私生

活に深く関わっており、法令で規制し防止するよ

り、各人が近隣に迷惑をかけないよう自覚し、自

制することが最も大切なことであるとともに、地

域ごとの生活騒音防止のための自主的な活動を通

して相互受認を含む近隣居住のルールを作ること

が大切です。

3－4 環境騒音及び道路交通振動の現状
) 環境騒音（一般地域）

環境騒音のうち、一般地域（道路に面する地域

以外）における騒音の状況は、法の指定地域を有

する24市町の協力を得て、87地点で騒音測定を

実施しました。(資料編４－４参照)
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表１－３－４　工場・事業場及び建設作業に関する騒音・ 
　　　　　　　振動関係の立入検査等の実施状況 

（平成16年度） 

表１－３－５　三重県生活環境の保全に関する条例に 
　　　　　　　基づく制限行為等に係る勧告等の実施状況 

（平成16年度） 

騒音関係 振動関係 

立 入 検 査 件 数  47 6

測定検査結果   
 

適 合  6 5

不適合 2 0

行 政 指 導 件 数 74 11

指導件数 勧告件数 

深 夜 営 業 騒 音 に 係 る も の  9 0

作 業 騒 音 に 係 る も の  6 0

拡声器の使用制限に係るもの 2 0



* 自動車騒音及び道路交通振動

環境騒音のうち、道路に面する地域における騒

音の状況については、主要幹線道路沿道の36地点

で自動車交通騒音測定を実施しました。(資料編

４－５参照)

また、道路交通振動の状況については、法に規

制地域を有する市町村の協力を得て、39地点で道

路交通振動測定を実施しました。(資料編４－６

参照）

騒音規制法及び振動規制法では、自動車騒音及

び道路交通振動の限度（要請限度）を定めており、

市町村長は指定地域内における自動車騒音・振動

がその限度を超えて道路周辺の生活環境が著しく

損なわれていると認められる時は、公安委員会及

び道路管理者に対して、交通規制や道路構造等の

改善要請、意見を述べることができることになっ

ています。なお、平成16（2004）年度は法に基

づく要請及び意見陳述はありませんでした。

+ 自動車交通騒音・振動対策の推進

自動車騒音対策を推進するため、平成５（1993）

年10月「三重県自動車交通公害対策推進協議会」

を設置し、自動車交通公害防止対策の基本的方向

と具体的な施策を盛り込んだ「自動車交通公害防

止のための基本的な事項」を策定し、総合的な施

策を推進しています。

4 
4－1 悪臭の現況

悪臭に関する苦情は、以前は畜産農業や化学工

業が中心でしたが近年では、サービス業・その他、

家庭生活等に係る苦情が多くなっています。

4－2 工場・事業場対策の推進
) 悪臭防止法による規制

悪臭防止法では、住民の生活環境を保全すべき

地域を指定し、この地域内において、工場その他

の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭

について規制を行っています。

規制地域を有する市町村は表１－３－７のとお

りです。

* 立入検査及び指導

法の規制地域を有する市町村が行う規制事務に

ついて助言を行いました。

+ 畜産経営に起因する悪臭の防止

近年、市街地の拡大（スプロール化）による混

住化と畜産業の規模拡大があいまって、悪臭関連

の環境問題が発生しています。

また、県、市町村、関係団体等で構成する地域

環境保全型畜産確立推進指導協議会により環境問

題発生畜産農家を重点とした巡回指導を行うな

ど、環境問題の改善、防止に努めています。

悪臭の防止
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表１－３－６　測定地点における環境基準適合状況 

環境騒音（一般地域） （平成16年度） 

地域の 
類 型  

測定地 
点 数  

適 合 地 点 数  

昼間適合 夜間適合 ２時間帯とも適合 

Ａ 32 26 22 20

Ｂ 31 28 23 22

Ｃ 28 26 27 25

未指定 0

表１－３－７　規制地域を有する市町村 

市（14） 津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、 
鈴鹿市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、 
熊野市、久居市、志摩市、伊賀市 

町（17） 木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、 
河芸町、芸濃町、安濃町、香良洲町、一志町、 
白山町、明和町、玉城町、二見町、小俣町、 
紀伊長島町、御浜町 

村（４） 
 

美里村、美杉村、御薗村、鵜殿村 



1 
1－1 水質汚濁の現状

水質汚濁に係る環境基準は、環境基本法第16

条により、人の健康を保護し及び生活環境を保全

するうえで維持することが望ましい基準として示

されています。

人の健康の保護に関する環境基準は公共用水域

全般に適用されるのに対し、生活環境の保全に係

る環境基準は、指定された水域ごとに適用されま

す。

公共用水域の水質汚濁状況の把握のため、水質

汚濁防止法第15条に基づき毎年調査を実施し、そ

の結果を同法第17条に基づき公表しています。

) 調査地点等

「平成16（2004）年度公共用水域水質測定計画

（三重県）」に基づき、環境基準未指定河川を含む

県内48河川76地点及び４海域（伊勢湾、英虞湾、

五ヶ所湾及び尾鷲湾）24地点において、水質調査

を実施しました。

なお、調査は三重県、国土交通省中部地方整備

局、同近畿地方整備局及び四日市市が分担して行

っています。

* 結果概況

ア　河川の水質調査結果

水質汚濁に係る環境基準のうち「生活環境の

保全に関する環境基準」の項目であるpH、BOD、

SS、DO、大腸菌群数について、県内48河川76

地点で水質調査を実施しました。

このうち河川に係る有機汚濁の代表的な指標

であるBODでみると、環境基準の類型が指定さ

れている46河川61水域（62地点）のうち、49

水域で環境基準を達成しており（13水域で未

達成）、達成率は80％となり大幅な改善が見ら

れました（前年度69％）。

また、「人の健康の保護に関する環境基準」

の項目であるカドミウム、シアン等26項目に

ついては、県内47河川57地点で調査を実施し

ました。その結果、全ての地点で環境基準を達

成しました。

水質汚濁の防止

イ　海域の水質調査結果

水質汚濁に係る環境基準のうち「生活環境の

保全に関する環境基準」の項目であるpH、

COD、DO、大腸菌群数、ｎ－ヘキサン抽出物

質（油分等）、全窒素、全燐について、４海域

（８水域（24地点））で水質調査を実施しまし

た。

このうち海域に係る有機汚濁の代表的な指標

であるCODでみると、環境基準の類型が指定さ

れている４海域８水域のうち、２水域が環境基

準を達成しており（６水域で未達成）、達成率

は25％となり前年度（25％）並みでした。

また、海域の富栄養化の原因物質である全窒

素及び全燐については、類型指定が行われてい

る４海域６水域のうち、全ての水域で環境基準

を達成しており、達成率は、全窒素100％（前

年度は33％）、全燐100％（前年度は33％）と

なり、それぞれ前年度を大幅に上まわりました。

また、「人の健康の保護に関する環境基準」

の項目であるカドミウム、シアン等26項目に

ついては、４海域８地点で調査を実施しました。

その結果、前年度に引き続きすべての地点で環

境基準を達成しました。

+ 評価と対策

平成16（2004）年度は河川の環境基準達成率

は前年度に比べて改善し、海域についてはCODに

係る環境基準達成率は前年度並みであり、全窒素

及び全燐の環境基準達成率が前年度を大幅に上ま

わりました。

今後、環境基準の達成向上のため富栄養化防止

対策、工場・事業場排水対策、生活排水対策等を

より一層推進していくこととしています。

1－2 地下水の状況
近年、トリクロロエチレン等の有機塩素化合物

による地下水汚染が全国各地で顕在化していま

す。地下水はいったん汚染されると、その回復が

難しいことから汚染の未然防止を図ることがなに

よりも重要となっており、平成９年（1997）年

３月には地下水の水質汚濁に係る環境基準が設定

されました。

三重県の地下水の水質の状況は以下のとおりで

す。
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) 概況調査

従来、地域の全体的な地下水質の状況を把握す

るため、県内全域を108メッシュ（市街地５㎞×

５㎞、山間部10㎞×10㎞）に区分し、４年サイ

クルで県内を一巡する調査を実施してきました

が、平成３（1991）年度から平成14（2002）年

度までの調査で県内調査地点を網羅したと考えら

れることから概況調査を一時休止し、平成16

（2004）年度は四日市市調査分５地点において調

査を実施しました。その結果、硝酸性窒素及び亜

硝酸性窒素が１地点で環境基準を超過しました

が、原因としては、農業による施肥の影響が大き

いものと考えられます。

* 定期モニタリング調査

過去の調査で環境基準（平成９（1997）年度

までは評価基準）を超過して検出された地点18地

点において、地下水質の状況を経年的に監視する

ため調査しています。

平成16（2004）年度の調査結果は、６地点で

は環境基準を満足していましたが、12地点で依然

環境基準を超過する項目がありました。内訳は砒

素が３地点、ふっ素が１地点（ともに地質由来）、

トリクロロエチレンが２地点、テトラクロロエチ

レンが６地点、シス－１,２－ジクロロエチレン

が１地点で環境基準を超過して検出されました。

+ 評価と対策

平成16（2004）年度の定期モニタリング調査

地点は、前年度実施した有害物質使用事業場周辺

環境調査により地下水汚染が判明した地点とその

近傍地点の計２地点を新たに加えました。当該２

地点以外で環境基準を超過した定期モニタリング

調査地点は、前年度と変わりませんでした。なお、

飲用井戸等に対する指導は実施済みです。

1－3 水浴に供される公共用水域の状況
水浴場は、人と水がふれあう場として最も親し

まれている水環境であり、自然の水環境を構成す

る重要な水辺であることから、快適な水浴場を確

保することは、水環境の保全を図るうえで重要な

課題です。このため利用者が概ね１万人／年以上

の水浴に供される公共用水域の水質検査を実施

し、快適な遊泳ができる状態であるかの確認を行

なっています。

平成16（2004）年度のシーズン前の水質の状

況は、国が定めた判定基準では、調査対象24水浴

場中、ＡＡが12、Ａが３、Ｂが７水浴場となって

いました。

注）水浴場における水質判定基準は、適（AA、

A）、可（B、C）、不適として表記します。

1－4 環境基準類型指定の実施
河川は、水道、農業用水、水産等、様々な用途

に利用されています。

主要河川については、その水質保全を図るため、

用途に応じて環境基準の類型指定を実施している

ところです。

1－5 工場・事業場対策の推進
) 水質汚濁防止法による規制

水質汚濁防止法では、第２条に定める特定施設

を設置する工場・事業場（特定事業場）から公共

用水域に排出される排出水のうち、日平均総排出

水量が509以上または有害物質を含むものに対し

て、全国一律の排水基準が設定されています。

さらに、三重県では、昭和47（1972）年１月、

法第３条第３項に基づく上乗せ条例を制定し、よ

りきびしい排水基準を定め、公共用水域の水質汚

濁防止を図っています。

水質汚濁防止法に基づく特定施設は逐次政令で

追加され、平成17（2005）年３月31日現在の総

届出特定事業場数は7,794事業場となっています。

そのうち規制対象特定事業場は1,059で全体の

13.6％（平成15（2003）年度13.6％）です。（政

令市である四日市市分は除く）
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表１－４－１　水質汚濁防止法に基づく特定事業場数の推移 

（平成12～16年度） 

年度 
区分 

50　／日 

以 上  

計 

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14

50　／日 

未 満  

排
水
量 

962
（50） 

6,899
（159） 

（209） （308） 
7,861

954
（83） 

6,860
（225） 

7,814
（174） 

950
（49） 

6,764
（125） 

7,714

注２）四日市市分は除く 

注１）（                            　)は内数で、有害事業場分 

Ｈ15

944
（49） 

6,807
（112） 

7,751
（161） 

Ｈ16

940
（51） 

6,854
（119） 

7,794
（170） 
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* 三重県生活環境の保全に関する条例による規制

三重県生活環境の保全に関する条例では、「鉄

道業の用に供する車両整備施設」と「家具製造業

の用に供する塗装水洗ブース施設」を指定施設と

し、指定施設を設置する工場・事業場から排出さ

れる排出水について規制を行っています。

なお、平成17（2005）年３月31日現在、指定

施設を設置する工場・事業場は５事業場で、この

うち２事業場が規制対象となっています。

+ 立入検査及び指導

法及び条例に係る特定事業場等の届出内容及び

汚水処理施設の管理状況等の点検並びに指導を行

うとともに、排水基準の遵守状況を監視するため、

立入検査を実施しました。

平成16（2004）年度は延べ339事業場（採水を

行う立入検査は171事業場）に対して立入検査を

実行し、110事業場に排水処理施設の改善等を指

導しました。

1－6 閉鎖性水域の水質汚濁防止対策の推進
) 伊勢湾総量規制の推進

昭和53（1978）年６月の水質汚濁防止法の一

部改正により、CODを指定項目として水質総量規

制制度が導入されました。第４次の目標年度であ

る平成11（1999）年度には、伊勢湾に排出する

汚濁負荷量の総量は昭和54（1979）年度の72％

に削減されました。（図１－４－１）

しかしながら、伊勢湾の環境基準の達成状況は

未だ十分ではないことから、CODに加え窒素及び

燐を指定項目とする平成16（2004）年度を目標

年度とした第５次総量削減計画を策定しました。

三重県のCODに係る総量規制対象区域（指定地

域）は南勢地域の一部、伊賀、東紀州地域を除く

35市町村で、総量規制対象事業場は705事業場で

す。

また対策等の効果を評価するために、広域総合

水質調査、発生負荷量管理等調査などを行いまし

た。

* 伊勢湾の総合的な利用と保全に係る広域連携の

推進

伊勢湾及びその周辺地域の総合的な発展と保全

を図るため、岐阜県、愛知県、三重県、及び名古

屋市で構成する伊勢湾総合対策連絡協議会におい

て、「伊勢湾流域での事業の効果についての検証

調査」や啓発活動等を実施しました。

2 
2－1 生活排水処理施設の整備推進
) 生活排水処理の状況

水質汚濁の主な原因となっている生活排水につ

いては、下水道をはじめ浄化槽等の生活排水処理

施設の整備促進により、生活排水処理率を高める

ことが急務となっています。平成16（2004）年

度末の三重県の生活排水処理施設の整備率は

65.3％と全国平均（79.4％）に比べ低い状況にあ

ります。

生活排水対策の推進

図１－４－１　伊勢湾の発生汚濁負荷量（COD） 

図１－４－２　伊勢湾の発生汚濁負荷量（全窒素、全憐） 
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* 「三重県生活排水処理施設整備計画（生活排水

処理アクションプログラム）」の策定

三重県の生活排水処理施設整備の状況を踏ま

え、「三重県生活排水処理施設整備計画（生活排

水処理アクションプログラム）」を平成８（1996）

年度に策定しました。

この計画は、平成22（2010）年度を目標年度

とし、県内全域における整備区域、地域特性に対

応した整備手法、整備スケジュール等を具体的に

明らかにしています。また、計画では、下水道、

集落排水処理施設、浄化槽等の整備手法別目標を

明らかにしており、生活排水処理施設の整備率を

目標年度までに70％程度に向上させることとして

います。

+ 下水道事業の推進

ア　下水道は、公共用水域の水質保全、生活環境

の改善、浸水の防除を目的としてその整備が急

がれています。

平成16（2004）年度末までに34市町村（13

市18町３村）で公共下水道事業を実施してお

り、平成16（2004）年度末までに31市町村

（12市17町２村）で供用を開始しています。

流域下水道事業については、県内で計画され

ているすべての処理区（６処理区）で事業に着

手しており現在４処理区で供用を開始していま

す。

イ　公共用水域の一層水質改善を進めるため、従

来のBOD、SS除去主体の二次処理に加えCOD、

窒素、リンの除去を図る高度処理が求められて

います。

平成16（2004）年度末現在、県内では併用

中34処理場の内13の処理場で高度処理を実施

しています。

, 農業集落排水事業の推進

農業集落排水事業は、農村社会の生活様式の変

化等に伴う農業用用排水の汚濁の進行や、農産物

の生育障害等の改善を図り、生産性の高い農業の

実現と快適で活力ある農村社会を形成するため、

主として、農業振興地域内の農業集落を対象に生

活排水の処理施設を整備しています。

平成８（1996）年度に策定した「生活排水処

理施設整備計画」では、35市町村、378地区で実

施予定となっており、当面、他事業と調整を図り

ながら、同計画を基本に計画的かつ効果的に、平

成22（2010）年度末の処理率63.7％を目標に事

業を推進しています。

- 漁業集落環境整備事業の推進

漁業集落環境整備事業は、新しい海洋秩序の時

代に対処し、漁業の振興と水産物の安定供給の確

保を図り、その基盤である漁港の機能の増進とそ

の背後の漁業集落における生活環境の改善を総合

的に図るため、漁業集落排水の整備の他に、漁業

集落道、水産飲雑用水の整備等を行っています。

漁業集落排水は平成２（1990）年度から着手

しており、平成16（2004）年度までに４地区完

了し、平成17（2005）年度現在６地区で事業実

施しています。

. 浄化槽の設置

浄化槽は、下水道等と同等の処理能力を有し、

比較的工事期間が短く、安価に設置できることか

ら、生活排水対策の重要な柱の一つになっていま

す。国、県においても、補助制度を創設して、浄

化槽の設置を促進しています。

平成16（2004）年度は、浄化槽の設置促進を

図るため、四日市市など39市町村を対象に4,862
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表１－４－２　生活排水処理施設の整備率の状況 

（平成16年度末） 

区 域  
公 共  
下水道 

農業集落 
排水施設 

漁業集落 
排水施設 

コミュニティ 
プラント 

浄化槽 計 

三重県 

全 国  

35.7％ 4.0％ 0.4％ 0.2％ 25.0％ 65.3％ 

68.1％ 2.7％ 0.3％ 8.4％ 79.4％ 

注）生活排水処理施設の整備率：処理可能居住人口／住民基本台帳人口×（100％） 
全国の処理率は国の公表データーを基に三重県が算出。 
率の計は四捨五入の関係で合わない。 

図１－４－３　下水道普及率の変化 
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基、623,473千円の県費補助を行いました。

また、市町村が事業主体となって浄化槽の面的

な整備を図る「浄化槽市町村整備推進事業」につ

いて、平成16（2004）年度には、松阪市等合わ

せて５市町村で事業を実施しています。

さらに、平成11（1999）年度から、水質汚濁

防止法に基づく「窒素・リンの排水規制が適用さ

れる地域」のうち「生活排水対策重点地域」及び

宮川流域市町村を対象に窒素等の除去能力に優れ

た高度処理型の浄化槽の補助制度を創設し、普及

促進を図っています。

/ 生活排水総合対策の推進

平成２（1990）年６月に水質汚濁防止法が一

部改正され、生活排水対策を推進することが特に

必要な地域について知事が生活排水対策重点地域

として指定した市町村（表１－４－５）は、生活

排水対策推進計画を策定すること等の諸規定が設

けられました。

この指定を受けた市町村では、生活排水対策推

進計画を定め、生活排水処理施設の整備、生活排

水対策に係る啓発等について計画的、総合的に取

り組んでいます。

一方、国民の責務として、公共用水域の保全を

図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の

適正使用に心がけることに加え、市町村等が推進

する生活排水処理施設の整備等に協力しなければ

ならないことが規定されています。

さらに、三重県生活環境の保全に関する条例に、

日常生活等における水質汚濁の防止についての規

定を盛り込み、すべての県民が生活排水による水

質汚濁の防止に努めることとしました。
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表１－４－３　農業集落排水事業の実施状況（平成17年３月31日現在） 

事 業 名  地区数 市町村数 処理区数 
計画対象 
人 口  

（15年度末） 
事業進捗状況 

備　　考　〔　〕は地区数 

農 業 集 落 排 水 事 業  

桑名市〔4〕木曽岬町〔4〕いなべ市〔14〕四日市市〔9〕 

菰野町〔4〕鈴鹿市〔16〕亀山市〔11〕河芸町〔5〕 

芸濃町〔8〕安濃町〔5〕美里村〔4〕津　市〔1〕 

美杉村〔1〕一志町〔1〕松阪市〔3〕多気町〔5〕 

明和町〔1〕勢和村〔1〕玉城町〔2〕二見町〔2〕 

南勢町〔1〕志摩市〔1〕伊賀市〔20〕名張市〔9〕 

農村総合整備モデル事業 
完了 伊賀市〔1〕　名張市〔1〕　桑名市〔1〕 

完了 四日市市〔1〕 

安濃町〔1〕 

全　　　　体 

( ) 内は完了分で内数、人口は事業計画人口であり、流入施設の人口を含む。 

132
(116)

24
(15)

132
(116)

120,780
(96,620)

2,980
(2,980)

500
(500)

124,260
(100,100)

4
(4)

4
(4)

5
(5)

1
(1)

1
(1)

1
(1)

137
(121)

29
(20)

138
(122)

80.0% 
 

100.0% 
 

100.0% 
 

80.6% 
 

表１－４－４　漁業集落環境整備事業（漁業集落排水）の実施状況（平成17年３月31日現在） 

( ) 内は完了分で内数 

地 区 数  市 町 村 数  処 理 区 数  計画対象人口 進 捗 率  

（4） 

6 
 

3

（4） 

6 
 

（6,040） 

9,134
66%

農村基盤総合整備事業 

表１－４－５　生活排水対策重点地域 

生活排水対策重点地域名 市町村名 指定年月日 

勢田川流域 
（御薗村に係る流域を除く。）  

伊勢市 平成３年３月19日 

岩田川流域 
（津市内の流域で、公共下水道 
　の使用区域及び平成７年度ま 
　での整備予定区域を除く。） 

津　市 

久米川流域 
（大山田村に係る流域を除く。） 

（四日市市の下水道処理区域を 
　除く。） 

志摩地域全域 

四日市市、菰野町地域全域 

松阪市・飯南町・飯高町・ 
多気町・明和町・勢和村 
地域全域 

伊賀市 
（旧上野市のみ） 

鳥羽市 
志摩市 

（旧浜島町、 
　旧大王町、 
　旧志摩町、 
　旧阿児町、 
　旧磯部町） 

松阪市 
（旧松阪市、 
　旧飯南町、 
　旧飯高町） 

多気町 
明和町 
勢和村 

四日市市 
（旧楠町を除く） 

菰野町 

平成４年４月10日 

平成５年５月27日 

平成６年２月28日 

平成８年２月８日 

平成９年２月18日 



0 浄化槽の適切な維持管理

三重県における浄化槽設置基数は、平成15

（2003）年度末で約24万６千基です。

平成16（2004）年度には、浄化槽排水による

公共用水域の水質保全を図るため、浄化槽設置者

及び管理者に対する啓発、浄化槽法に規定する法

定検査の推進、浄化槽の適正な維持管理の指導を

行いました。

ア　法定検査の受検勧奨

法定検査受検案内文書、受検依頼返送用葉書、

啓発リーフレットを郵送することにより浄化槽

管理者に対する受検の勧奨を行い、低迷してい

る法定検査受検率の向上に努めました。

イ　無管理浄化槽の指導

法定検査を実施した浄化槽管理者のうち、保

守点検、清掃を実施していない全ての無管理浄

化槽管理者に対し、文書指導を行い、法定検査

結果を的確にフォローするとともに浄化槽の適

正な維持管理の指導を行いました。

ウ　浄化槽関係団体等との連携

市町村や浄化槽関係団体と連携し、浄化槽の

適正管理を推進するための具体的な方策を検討

しました。

3 
3－1 水循環・浄化機能の確保
水生生物を指標とした水質調査

広く水環境保全意識の啓発を図ることを目的

に、主に小・中学生を対象に約1,300名の参加を

得て、水生生物による身近な川の水質調査を行い

ました。

3－2 地盤沈下の防止
) 地盤沈下の現状

昭和30年代後半からの高度経済成長期の地下

水利用の増大に伴い、広い範囲で地盤が沈下する

という現象が発生し、昭和36（1961）年から平

成16（2004）年までの42年間に、桑名市長島町

大字松蔭（水準点番号Ｃ35－14）では、159㎝の

累積沈下量が記録されています。

北勢地域の地盤沈下は、工業用地下水採取の大

幅な削減や水道用水の地表水への転換などによ

水循環・浄化機能の確保と水資源の適正利用

り、沈静化傾向にあります。しかし、平成６

（1994）年のような異常渇水時には、平年を大幅

に上回る年間２㎝以上の地盤沈下地域が観測され

ています。このように地盤沈下は降水量等の気象

状況の影響を受けやすく、また、海抜０ｍ地域に

あっては年々わずかながらその地盤高を低くして

おり、常に高潮・洪水・内水氾濫及び地震災害等

の潜在的危険性の高い地域となっています。

* 地盤沈下対策の推進

ア　地下水採取の規制・指導

地下水の過剰揚水が地盤沈下の主要因である

ことから、昭和32（1957）年以降、四日市市

の一部と楠町を工業用水法の指定地域として工

業用の地下水採取を規制しました。

また、昭和50（1975）年４月から、三重県

公害防止条例（現三重県生活環境の保全に関す

る条例）の改正により、地域を拡大し、工業用

以外の採取にも規制をしました。

イ　地盤沈下の観測・調査

地盤沈下の状況を把握し、かつ地盤沈下を未

然に防止するため、二つの方法により監視を行

っています。

・水準測量による方法

精密水準測量を実施して、地盤の上下変動

を測定する方法で、愛知県豊明市にある基準

水準点を不動点として、各水準点の標高を測
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図１－４－４　北勢地域主要水準点の沈下状況 



定し、前年との差から変動量を出し、地盤沈

下の状況を把握しています。北勢地域の２市

３町の地点で水準測量を行い、平成16

（2004）年は、１㎝以上の沈下水準点は２地

点で、沈下域を約３8形成しました。

・地盤沈下観測井戸による方法

地盤沈下の主な原因である地下水位の低下

の状況や地層別の収縮量（沈下量）を、図

１－４－６のような観測井戸を設けて測定し

ています。

地盤沈下と密接に関連する規制地域内の地

区水位（年間平均）は、単年度では低下も見

られますが全般的には上昇傾向にあり揚水量

の削減効果が現れてきています。
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図１－４－６　地盤沈下観測井戸 

図１－４－５　規制地域内の地下水採取量と地盤沈下面積の推移 

千　／年 



ウ　濃尾平野地盤沈下防止対策要綱

愛知県、岐阜県、三重県の３県にまたがる濃

尾平野の地盤沈下を防止するため「濃尾平野地

盤沈下防止等対策要綱」により、各種の地盤沈

下防止等の対策を推進しています。

（ア) 啓発・普及の推進

平成16（2004）年度は、要綱で設定され

ている地下水採取目標量の遵守に向け地下水

利用から表流水利用への啓発・普及等の対策

を進めました。

（イ) 北伊勢工業用水道事業

北伊勢工業用水道事業は、北勢地域の臨海

部の石油化学を中心とする工場の発展に伴う

水需要の増大や、地下水の汲み上げによる地

盤沈下及び塩水浸入に対する地下水代替用水

の確保に対処するため、昭和31（1956）年

に給水を開始して以来、順次拡張を行ってき

ましたが、初期の施設にあっては給水開始後

約40年経過しているため老朽劣化が進んで

います。

平成16（2004）年度には老朽劣化した施

設の改築事業を実施しました。

（ウ) 地盤沈下による災害の防止又は復旧

平成16（2004）年度には、地盤沈下によ

る湛水災害及び被害の防止と、河川管理施設

及び土地改良施設の機能の復旧又は機能の復

旧に資する関連事業として、河川事業及び土

地改良事業等を実施しました。
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3－3 流域別の総合的な河川水質保全対策の推進
宮川に望ましい河川流量の設定と対策

宮川流域ルネッサンス事業の中で、宮川流域の

現状の把握・整理を行い、流量回復目標値及び回

復策を検討しました。

当面の流量回復目標として、宮川ダム直下で

0.59／ｓ、粟生頭首工直下で3.09／ｓを設定し、

流量確保を図っていきたいと考えており、関係者

との調整を行っています。

3－4 雨水貯留・浸透機能の維持向上
) 水源地域の森林整備

森林は豊かな水を育む「緑のダム」と呼ばれて

います。

森林からの良質な水資源を安定的に確保するた

めには、下刈りや除間伐等をはじめとする森林整

備を十分に行い、森林と森林土壌を健全な状態に

保たねばなりません。

平成16（2004）年度には、緊急の課題である

間伐を計画的に実施するとともに、造林事業等の

森林整備に直結した林道事業、荒廃山地の復旧等

を行う治山事業を実施しました。

また、森林の重視すべき機能に応じて、効果的

な管理を行うため、森林ＧＩＳ（地理情報システ

ム）を活用し、市町村や関係者と協働し、森林を

生産林（持続生産を重視する森林）と環境林（公

益的機能を重視する森林）に区分（ゾーニング）

しました。

* 河川流量の確保対策の推進

出水時には洪水調節を行い、平常時には生活用

水等を安定供給するとともに、河川における動植

物の保護や水質を保全・改善するため、必要な河

川の流量を確保するダムの整備を進めています。

平成16（2004）年度には、ダム建設のために

必要な流量調査・環境調査を進めました。

表１－４－６　地盤沈下関連事業一覧表（要綱に基づく全事業）

関連事業の分類 事業主体 事 業 内 容  

代替水の供給に 
係 る 事 業 

三重県 
北伊勢工業用水道事業 

地盤沈下対策事業 三重県 

地盤沈下対策土地改良事業 
（城南、源緑輪中、東汰上、 

地盤沈下対策河川事業 

（鍋田川） 
（現在：低地対策事業） 

その他関連事業 三重県 

中小河川改修事業 

（員弁川、朝明川） 
（現在：都市河川改修事業） 

排水対策特別事業 
（長島北部） 
湛水防除事業 
（伊曽島北部、城南、七取、 
　木曽岬） 

　　　　（第４期事業） 

　東汰上二期） 

地盤沈下対策河川事業 
（現在：低地対策事業） 

鍋田川 

地盤沈下対策土地改良事業 城南地区 

地盤沈下対策土地改良事業 東汰上二期地区 

その他関連事業　中小河川改修事業 
員弁川 

（現在：都市河川改修事業） 

その他関連事業　排水対策特別事業 
　　　　　　　　湛水防除事業 

長島北部地区 
城南地区 



+ ダムの放流水対策

宮川ダム放流水の冷濁水を改善するため、選択

取水設備の工事を行っています。

3－5 水資源の適正利用
宮川の維持流量として宮川ダムから常時放流す

る水を利用する宮川維持流量発電設備（最大出力

220kW）の建設を進めています。

なお、平成16（2004）年度末現在で10箇所の

水力発電所があり、合計最大出力は、97,800kW

です。

3－6 上水道
平成15（2003）年度における上水道供給量は

263,885千9、給水人口は1,722,975人であり、１

人１日あたりの給水量は418:です。上水給水量

及び１人１日あたりの給水量推移は図１－４－７

のとおりです。

（注）簡易水道・専用水道を除く。

3－7 工業用水
平成15（2003）年度における工業用水使用量

の合計は6,171千9／日であり、その内訳は淡水

が84.3％、海水が15.7％で、淡水使用量のうち回

収水が占める割合は84.1％です。

また、回収水を除く淡水供給量のうち約59.3％

を工業用水道が給水しています。

工業用水の淡水使用量及び回収水使用率の推移

は図１－４－８のとおりです。
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図１－４－７　上水道給水量及び１人１日あたりの 
　　　　　　　上水道給水量の推移 
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図１－４－８　工業用水淡水使用量及び回収使用量の推移 
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第1章　環境への負荷が少ない資源循環型社会の構築

1 
1－1 新たな有害化学物質への対応
) 環境ホルモン

環境ホルモン（外因性内分泌攪乱化学物質）は

微量で生物の内分泌作用を乱し、有害な影響をも

たらすおそれが指摘されている化学物質で、環境

省ではその疑いある65物質をリストアップして、

優先して調査研究を進めています。

これを受けて、県では河川・海域における実態

把握のため、平成10（1998）年度から平成12

（2000）年度までの３年間で、分析方法がないも

の等を除き、全ての物質について調査を行いまし

た。

また、平成16（2004）年度は、これまでの調

査で検出実績のあるPCB、アルキルフェノール類、

ビスフェノールＡ、フタル酸ジ－２－エチルヘキ

シル、フタル酸ジ－ｎ－ブチル、トリブチルスズ

（海域のみ）の６物質について、水質を県内13（河

川９、海域４）の環境基準点で、底質を県内13

（河川９、海域４）の環境基準点で調査しました。

その結果、PCBは水質、底質ともすべての地点

で検出されました。トリブチルスズについては、

海域のすべての底質で検出されました。他の４物

質についても水質、底質とも一部の地点で検出さ

れました。

なお、検出濃度は現在、評価するための基準は

定められていませんが、環境省全国調査結果の範

囲内でした。

* ダイオキシン類

ア　大気の状況調査

平成12（2000）年1月から施行されたダイオ

キシン類対策特別措置法（平成11（1999）年

７月公布）に基づいて、ダイオキシン類の大気

中濃度を調査しました。

・調査地点

一般環境調査地点は、常時監視地点として

13地点、常時監視補完地点（５年間で全町

村を測定予定）として11地点の計24地点を

選定し、調査を実施しました。

・調査方法

年４回、連続７日間の試料採取を行い、分

析しました。

有害化学物質対策の推進

●
化
学
物
質
に
起
因
す
る
環
境
リ
ス
ク
対
策
の
推
進

1章5節

化学物質に起因する環境リスク対策の推進第5 節 表１－５－１　ダイオキシン類調査結果（平成16年度） 

 （河川） 

市町村名 河川名 地点名 
水 質 底 質 

桑 名 市 

桑 名 市 

員 弁 川 桑 部 橋 

（多 度 町） 
肱 江 川 

念 仏 橋 
肱 江 橋 

四日市市 

三 滝 川 

海 蔵 川 

三 滝 橋 

海 蔵 橋 
新 開 橋 

川 越 町 朝 明 川 
朝 明 橋 
朝明大橋 

鈴 鹿 市 
金 沢 川 千代崎樋門 

中 の 川 木 鎌 橋 

津 市 

志登茂川 
今 井 橋 
江 戸 橋 

安 濃 川 御山荘橋 

岩 田 川 観 音 橋 

久 居 市 
長 野 川 

長 野 橋 
水 源 地 美 里 村 

白 山 町 雲 出 川 両 国 橋 

松 阪 市 

中部大橋 
荒 木 橋 

金 剛 川 

多 気 町 櫛 田 川 

笹 笛 川 八木戸橋 

宮 　 川 

濁 　 川 柳 原 橋 

五十鈴川 
宇 治 橋 

堀 割 橋 

外城田川 
大 野 橋 
野 依 橋 

鳥 羽 市 加 茂 川 野畑井堰 

滝 辺 橋 

一ノ瀬川 

久 米 川 

比自岐川 

柘 植 川 

矢 の 川 尾 鷲 市 

赤 羽 川 

明 和 町 

大 台 町 

勢 和 村 

伊 勢 市 

大 紀 町  
（大 宮 町） 

度 会 町 

伊 賀 市  
（上 野 市） 

紀伊長島町 

海 山 町 

御 浜 町 

阪 内 川 

大内山川 

藤 　 川 

銚 子 川 

尾呂志川 

昭 和 橋 

津 留 橋 

船 木 橋 

野 添 橋 

芝 床 橋 

枡 川 橋 

山 神 橋 

銚 子 橋 

紀 和 町 北 山 川 四 　 滝 

地 点 数 

河 川 数 

飛瀬浦橋 

矢の川橋 

新長島橋 

阿田和橋 

0.13 0.27

※ 追加（補足）地点を除く。 

0.33

16

0.52

8.5

0.48

1.3

0.24

0.22

24

10

3.9

1.2

0 .41

0.78

0.20

0.22

0.23

0.20

0.29

0.75

0.91

0.23
0.20

1.2
0.68

0.74 42
0.33

0.32 0.30
0.29

0.47

0.64

0.46 2.5
0.78

0.20

0.87

0.23
0.082

0.80
0.68

0.063 0.24

0.076 0.31
0.11

1.2

0.095 0.39

0.26

1.6

0.056

0.085 0.26

0.061

0.24

0.44

0.39

0.29

0.052

0.047

0.055

0.063

0.047

41 41

3333

0.079

横 輪 川 馬 渕 橋 0.420.066

0.053

0.057

0.050 0.23

0.75

7.5

0.70

1.6

6.4

0 .054 0.31

0.27

(pg-TEQ/L) (pg-TEQ/g)
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・調査結果の概要

平成16（2004）年度の結果は、すべて環

境基準を達成していました。

イ　水質の状況調査

ダイオキシン類は、人の生命及び健康に重大

な影響を及ぼすおそれがあることから、平成

11（1999）年度にダイオキシン類対策特別措

置法が制定され、その環境基準、特定施設に係

る排出基準のほか、汚染状況の常時監視等につ

いて規定されています。

このため、平成16（2004）年度は、県内54

（河川41、海域13）の環境基準点で水質調査を

実施したところ、金剛川及び笹笛川の測定地点

で環境基準を超過しました。

底質については、54（河川41、海域13）の

環境基準点で調査しましたが、全て環境基準を

達成していました。

水生生物については、環境基準が設定されて

いませんが、６（海域５）地点において調査を

実施したところ、環境省が実施した全国調査と

比較し、特に問題となる結果ではありませんで

した。また、21地点で行った地下水調査では、

全ての地点で環境基準を達成していました。

（海域） 

海 域 名  地点名 
水質 底質 水生生物種別 

四日市港（甲） 

四日市・鈴鹿地先海域（甲） 

（甲） 

（乙） 

津・松阪地先海域 

※ 追加（補足）地点を除く。 

0.056 11

5.7

0.33 0.26

2.3

1.7

0.22

3.8

0.048

0.046

0.046

14

13

0.046

0.046

0.070

0.046 0.28

0.092

0.045

0.046 0.33

0.019

0.052

1.2

2.8

1.6 スズキ 

0.29

スズキ 
（st－3） 

0.44

コチ 

コチ 

0.35 アジ 
（st－1） 

3.0 アジ（st－1） 

伊勢地先海域 

英虞湾 

五ヶ所湾 

尾鷲湾 

地点数 

st－1

st－3

st－4

st－4

st－5

st－1

st－2

st－1

st－1

st－2

st－1

st－2

13 13 13 7

st－3

(pg-TEQ/L) (pg-TEQ/g) (pg-TEQ/g)

1－2 化学物質対策の推進
有害大気汚染物質は、発がん性等人の健康に有

害な影響を及ぼすおそれのある物質といわれてお

り、平成８（1996）年に大気汚染防止法が改正

され、地方公共団体の施策として、大気環境調査、

事業者の排出抑制の責務等が規定されました。平

成９（1997）年には、有害大気汚染物質のうち、

健康リスクが高いと評価される物質であるベンゼ

ン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレ

ンの大気環境基準が設定されました。さらに、平

成13（2001）年４月には、ジクロロメタンの環

境基準が設定されました。

（平成16（2004）年度の大気環境調査の結果は、

資料編２－16参照）

2 
2－1 化学物質の包括的な管理対策の推進
PRTR制度の推進

事業者による化学物質の自主的な管理の改善を

促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するこ

とを目的として、「特定化学物質の環境への排出

量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

（PRTR法）」が、平成11（1999）年７月に公布さ

れました。

平成16（2004）年度は、法に基づく３回目の

届出がなされました。本県内では815件の届出が

なされ、排出量・移動量については、トルエン、

キシレンなどの溶剤類が多く排出されていまし

た。

3 
3－1 土壌汚染物質モニタリング体制の確立
) ダイオキシン類環境調査の実施

土壌中のダイオキシン類の実態把握をするた

め、県内46地点で一般環境把握調査を実施しまし

た。

調査の結果、環境基準値（1,000pg－TEQ／ｇ）

を全て下まわっていました。

* 土壌汚染対策法による規制

土壌の汚染状況の把握、土壌汚染による人の健

康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実

施するため、平成15（2003）年２月に土壌汚染

対策法が施行されました。

地下水・土壌汚染対策の推進

化学物質の適正管理の推進



この法では、土壌汚染の状況の調査の機会とし

て、①有害物質使用特定施設の使用廃止時（法第

３条）②土壌汚染により健康被害が生ずるおそれ

があると知事が認めるとき（法第４条）を定めて

います。

また、①、②の調査で土壌汚染が基準に適合し

ない場合は、その土地を指定区域とします。

県内（政令市である四日市市を除く）における

法施行後の実績（Ｈ17.２.15現在）

法第３条の調査結果報告　２件

法第４条の調査命令　　　０件

指定区域の指定　　　　　０件

+ 三重県生活環境の保全に関する条例による規制

土壌汚染の早期発見及び拡散防止並びに土壌汚

染対策法の円滑な施行のため、三重県生活環境の

保全に関する条例を一部改正し、平成16（2004）

年10月から施行しています。その内容は、大規模

土地形質変更時の土地履歴調査及びそれに基づく

土壌・地下水調査や、有害物質使用特定施設を設

置する工場等に対する土壌・地下水調査を義務づ

けています。

また、土壌・地下水汚染を発見した場合は、知

事へ届出ることとしています。

平成16（2004）年度の汚染発見の届出は８件

ありましたが、県は立入検査を実施し、汚染の浄

化等、適正な措置を指導しました。

, ゴルフ場の維持管理指導

ゴルフ場における農薬の安全で適正な使用を確

保し、ゴルフ場及びその周辺地域の環境保全、災

害の防止を図るため、「ゴルフ場の維持管理に関

する指導要綱」に基づきゴルフ場事業者から維持

管理状況等の報告を求めるなど、ゴルフ場の適正

な維持管理の指導を行っています。

- ゴルフ場における農薬の適正使用

農薬の適正使用・保管については、「ゴルフ場

の維持管理に関する指導要綱」、「ゴルフ場の維持

管理に関する指導要綱の取扱いについて」に基づ

き、

・登録農薬の使用

・農薬表示事項の遵守

・危被害防止対策

・農薬の適正保管

について、調査、点検を実施するとともに、農薬

使用管理責任者等を対象に「芝草管理研修会」や

「農薬管理指導士研修会」等を開催し、ゴルフ場

関係者の資質向上に努めています。また、農薬の

適正使用及び周辺環境、住民の安全という観点に

立って、「ゴルフ場における病害虫、雑草安全防

除指針」を策定適用しています。

平成16（2004）年度には、ゴルフ場の農薬管

理責任者等を対象に、農薬の安全使用・危害防止

対策等を内容とする研修会を開催しました。また

平成16（2004）年８月24日～９月15日にかけて

県内29ゴルフ場を対象に農薬の保管管理状況等の

パトロールを実施しました。
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1 
1－1 地形・地質
) 地形

三重県は、日本列島のほぼ中央、太平洋側に位

置し、総面積5,776.608（平成16（2004）年10月

１日現在）、東西約80㎞、南北約170㎞の南北に

細長い県土を持っています。

県土は、中央を流れる櫛田川に沿った中央構造

線によって、大きく北側の内帯（西南日本内帯）

地域と南側の外帯（西南日本外帯）地域に分けら

れます。

内帯地域は東に伊勢湾を望み、北西には養老、

鈴鹿、笠置、布引等の700～1,200ｍ級の山地・山

脈が連なっています。

一方、外帯地域の東部はリアス式海岸の志摩半

島から熊野灘に沿って南下、紀伊半島東部を形成

し、西部には県内最高峰1,695mの日出ケ岳を中

心に紀伊山地が形成されています。

* 地質

地質についても中央構造線の北側と南側では岩

質や分布状態が全く異なっています。

北側は、中生代末に秩父古生層中に貫入した花

崗岩類が広く分布し、これに関連した花崗片麻岩

類も多く見られ、花崗岩、片麻岩等が第三紀層、

第四紀層とともに分布しています。

一方、南側は、結晶片岩などの変成岩や緑色岩

が分布し、北から御荷鉾層、秩父古生層、中生層、

第三紀層が順序よく配列しているという特徴を有

しています。

1－2 気候
気候は、概ね温和な太平洋側の気候型を示して

いますが、地形条件の複雑さを反映して地域的に

はかなり変化しており、大きくは次の５地区に区

分することができます。

●　鈴鹿山脈北部地区

比較的降雪が多く、寒冷な気候。年降水量は

2,000㎜を超える。

●　伊勢平野地区

年平均気温は15～16℃、年降水量は1,800㎜内

外と温暖な気候。

自然環境の概況

●　伊賀盆地地区

朝夕の温度格差が大きい内陸性の気候。年降水

量は1,400㎜内外。

●　熊野灘沿岸地区

日本有数の多雨地区として知られ、尾鷲地方で

は年降水量は4,000㎜内外。四季を通じて温暖な

気候。

●　志摩地区

結霜季節が短く、積雪することのない温暖な気

候。年降水量は2,000㎜内外。

1－3 植物
植生は、主に亜熱帯から温帯にかけて発達する

常緑広葉樹林と温帯を占める落葉広葉樹林が大部

分を占めていますが、台高山脈の一部には温帯の

北部から亜寒帯にかけて分布する針葉樹も見られ

ます。県内の森林帯を概観すると次のとおりです。

・熊野灘沿岸地域には、亜熱帯性植物の混じった

スタジイ林や急崖地にはウバメガシ林が発達し

ています。

・その内側平野にはタブノキ林が見られます。

・内湾沿岸から平野、丘陵を経て、海抜およそ

300ｍまではツブラジイ、タブノキを中心とす

る森林です。

・これに接して、800ｍ位まではカシ類が多く、

1,600ｍ付近まではブナ、ミズナラ等落葉広葉

樹林が分布しています。

・それ以上の山地はトウヒ、コメツガを主とした

針葉樹林となっています。

また、沿岸地域の植物として、砂浜海岸ではハ

マヒルガオ、ハマニガナ、コウボウムギ、ハマエ

ンドウなどがみられ、志摩から熊野灘沿岸にかけ

てハマオモトが生育しており、これまでに、県内

では約1,500種の生育が確認されています。

1－4 動物
) 哺乳類

ネズミ類、キツネ、タヌキ、イタチ、イノシシ、

ニホンジカなどが広く分布し、55種の生息が確認

されています。台高山脈のブナ、ミズナラの原生

林にはツキノワグマが生息し、鈴鹿、台高の両山

脈には国の特別天然記念物のニホンカモシカが多

く見られます。
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* 鳥類

大台ヶ原付近では、メボソムシクイ、ルリビタ

キ、丘陵から平野では、サギ類、カモ類、伊勢湾

岸干潟では、シギ・チドリ類、熊野灘沿岸では、

カンムリウミスズメ、ミズナギドリなどが見られ、

約290種の鳥類が確認されています。

+ 爬虫類

陸産爬虫類は16種、海産爬虫類は９種が知ら

れています。また、本州で産卵するウミガメはア

カウミガメだけであり、伊勢湾から志摩半島及び

熊野灘沿岸に産卵地が点在しています。

, 両生類

有尾両生類（サンショウウオ目）は７種、無尾

両生類（カエル目）は15種が知られています。国

の天然記念物オオサンショウウオが主に伊賀盆地

の河川に生息しています。

- 淡水魚類

淡水魚類は、県内では約60種が確認されており、

ほとんどの種が伊勢平野と伊賀盆地に分布してい

ます。一方、熊野灘沿岸では、急峻な地形からコ

イ目魚類が少ないため、約30種となっています。

. 昆虫類

北部の鈴鹿山系では暖かい気候を好む昆虫に混

じって寒い気候を好む昆虫もかなり認められ、特

にチョウの宝庫ともいわれており、県指定天然記

念物のキリシマミドリシジミ等が生息していま

す。伊勢神宮林には古くからミカドアゲハ、ルー

ミスシジミという珍しいチョウの生息が知られて

います。台高山脈の大台ヶ原、大杉谷には、オオ

ダイセマダラコガネ、オオダイルリヒラタコメツ
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鈴鹿国定公園 

室生赤目青山国定公園 

香肌峡県立自然公園 

奥伊勢宮川峡県立自然公園 

吉野熊国立公園 

伊勢志摩国立公園 

赤目一志峡県立自然公園 

伊勢の海県立自然公園 

水郷県立自然公園 
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キ等のように紀伊半島を代表する多くの固有種が

発見されており、これまでに、県内では約7,000

種の生息が確認されています。

1－5 自然公園等
) 自然環境保全地域

すぐれた自然環境の保全を図るため、図２－

１－１のとおり藤原河内谷自然環境保全地域など

４地域が自然環境保全地域として指定されていま

す。

* 自然公園

すぐれた風景地を保護し、その利用の増進を図

るため、図２－１－１のとおり国立公園２ヶ所、

国定公園２ヶ所、県立自然公園５ヶ所が自然公園

として指定されています。

+ 鳥獣保護区等

野生鳥獣の生息環境の維持、保全等を図るため、

５年を１期とした鳥獣保護事業計画に基づき、鳥

獣保護区、休猟区、銃猟禁止区域、猟区を設定し

ています。

1－6 森林
平成16（2004）年度末における森林面積は

374,377haで、うち国有林が6.3％、民有林が

93.7％の割合となっています。

なお、平成15（2003）年度末の民有林の森林

蓄積量は、64,219千9となっています。森林の中

でも水源のかん養、災害の防備等の目的を達成す

るため、特に必要なものを保安林に指定し、森林

の持つ公益的な機能が十分に発揮されるよう、適

切な保全・管理を図っています。

2 
2－1 自然環境保全地域の指定

すぐれた自然環境を維持している地域を保全す

るため、三重県自然環境保全条例に基づき、藤原

河内谷地域等４地域を自然環境保全地域に指定し

ています。

平成16（2004）年度は、前年度に引きつづき

新たな指定候補地の調整を行いました。

また、自然環境保全地域等の自然環境の保全を

図るため、知事が任命した自然環境保全指導員に

すぐれた自然の保全

よる指導・助言を行っています。

2－2 自然公園等の管理・保護
県内の優れた風景地を保護するとともに、その

利用の増進を図るため、「自然公園法」及び「県

立自然公園条例」に基づき自然公園が指定されて

います。

平成17（2005）年３月現在、県内には国立公

園２ヶ所、国定公園２ヶ所、県立自然公園５ヶ所

があり、その面積は204,677haで県土の約35.5％

を占めています。

自然公園は、それぞれの自然公園ごとに策定さ

れる公園計画(保護計画及び利用計画)に基づいて

管理・整備されています。このうち保護計画では、

保護の必要性によって特別保護地区、特別地域

(第1種、第２種、第３種)、普通地域、海中公園

地区に指定し、風致景観に支障を及ぼす一定の開

発行為の規制を行っています。

また、自然公園指導員、三重県自然環境保全指

導員などにより、公園区域の巡視や公園利用者に

対する啓発・指導などを行っています。

平成16（2004）年度には、「自然公園法」「三

重県立自然公園条例」「三重県自然環境保全条例」

に基づき、国定公園をはじめ、三重県立自然公園、

三重県自然環境保全地域内で行われる行為に対し

て154件の許可や届出の受理を行いました。
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表２－１－１　三重県自然環境保全地域の指定要件 

区域の状況 規模要件 

)　すぐれた天然林が相当部分を占める森林  区

域（これと一体となって自然環境を形成  して

いる土地の区域を含む。） 

*　地形・地質が特異であり、又は特異な自然

現象が生じている区域（これと一体となって

自然環境を形成している土地の区域を含む。） 

+　その区域内に生存する動植物を含む自然環

境がすぐれた状態を維持している海岸・池沼

・湿原・河川の区域 

,　植物の自生地、野生生物の生息地・繁殖地

・渡来地、又は樹齢が高く、かつ学術的価値

を有する人工林が相当部分を占める森林で、

その区域の自然環境が)～+に相当する程度

を維持している区域 

10hａ以上 

２hａ以上 

１hａ以上 

１hａ以上 



2－3 開発行為の届出制度
平成15（2003）年３月に三重県自然環境保全

条例を改正し、新たに一定規模を越える自然地を

開発する際の届出制を整備し、希少野生動植物の

保護などの自然環境保全に関する配慮を求めるこ

ととしています。

3 
3－1 里地里山保全活動計画の認定制度

地域の住民団体等による里地里山における自然

環境保全活動を促進するため、平成15（2003）

年３月に三重県自然環境保全条例を改正し、里地

里山保全活動計画の認定制度を設け、保全活動を

行う団体への情報の提供や活動計画の実施に必要

な機材の購入経費等の補助等を行っています。

4 
4－1 ため池周辺等の整備

ため池は、農業生産施設としてのみならず農村

地域の景観形成、親水機能発揮、生活用水の提供

等重要な役割を持っています。そこで、ため池を

保管管理するとともに、豊かで潤いのある地域の

憩いの場として親水公園等を整備しています。

現在、主要市町村における45地区を目途とし

て、ため池等の農業利水施設を活用した、親水公

園等を整備する計画としており、平成16（2004）

年度には、次の９地区の整備を行いました。

4－2 海岸の水際線の保全・再生
伊勢湾沿岸においては、昭和28（1953）年か

ら38（1963）年にかけて築造された海岸堤防が

築後40数年経過し、老朽化が著しい箇所も見られ

ることから安全性の確保・向上とともに、環境面

にも配慮した整備を図る必要があります。

水辺環境の保全

里地里山の保全

熊野灘沿岸においては、熊野市以南の20数㎞

に及ぶ海岸線が、太平洋からの荒波が直接襲来す

るため、海岸線の侵食が甚だしい地域となってい

ます。

こうしたなかで、高潮・侵食の対策を強力に推

進するとともに、生態系に配慮しつつ人々が安心

して気軽にふれあえる海岸環境の整備を図る必要

があります。

平成16（2004）年度には、海岸高潮対策・侵

食対策の中で、海岸の水際線の保全・再生を図り

ました。

4－3 砂防事業の実施における配慮
砂防事業を実施している地域は、過去に土砂災

害が発生した箇所、あるいは土砂災害の発生の恐

れがある箇所です。しかし一方で、貴重な動植物

が存在するなど自然環境が優れている地域が多

く、これらは人々の憩いの場となっています。こ

のため砂防事業は土砂災害を防止しつつも良好な

自然を後世に残すことが求められています。この

ようなニーズを実現するために、流域全体を対象

として総合的な取組が必要であり、施設整備にお

いては、このことを考慮して事業を進めています。

代表的な工法は次のとおりです。

今後もすべての着手渓流において可能な限り自

然環境に配慮した事業を推進していきます。
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表２－１－２　ため池周辺等の整備状況（平成16年度） 

地区名 所在地 

川　添 大台町 

地区名 所在地 

木曽岬 木曽岬町 

長島中部 桑名市 

野　代 桑名市 

笠田大溜 いなべ市 

鎌ヶ池 桑名市 

大井田西部 いなべ市 

石ヶ畑池 伊賀市 

三　行 河芸町 

表２－１－３　砂防事業の代表的な工法 

種類 環境配慮の内容 

透 過 型  
砂 防 ダ ム  

上下流が分断されないため魚類、動物等の移動 
を確保 
谷筋の景観を遮蔽する部分が少なく、先を見通 
せることによる景観の保全 

渓流保全工  

※いずれの工法も魚類等の往来が可能なよう考慮しています。 

構造物による生態系の分断を防止し、河川内の 
生体を保護 
河道内に瀬と淵の創出による自然環境の回復・再生 
自然石を利用し魚道を意識した床固工 

表２－１－４　事業内容（平成16年度） 

内　　　容 実施箇所 

通　　常　　砂　　防 
西之貝戸川（いなべ市） 

ほか61渓流  



4－4 ため池・ダム湖等周辺における親水空間の整備
ダム周辺の環境を極力保護しながら貯水池周辺

部の適地の整備や緑化を行い、自然とふれあいを

図るための基盤整備を進めていきます。

4－5 海岸・港等における親水空間の整備
海岸には多様な生物が生息しており、生態系の

保全や物質循環において重要な位置を占めていま

すが、人為的な諸活動によって影響を受けやすい

空間でもあります。

海岸の整備にあたっては、周辺の自然環境や景

観に配慮した人工リーフ、緩傾斜護岸、養浜、遊

歩道等を整備し、海浜の利用を増進するための親

水空間の創出を進めるとともに、港湾や漁港にお

いては、公園・緑地や休憩・運動施設の整備を行

うなど、海を身近に感じられるような港づくりを

進めています。

4－6 海岸環境の整備
平成16（2004）年度には、護岸・堤防等の海

岸保全施設の整備と併せて、海浜利用を促進する

ため、周辺の自然環境や海岸域の生態系に配慮し

た親水性護岸、人工海浜、遊歩道等を整備しまし

た。

4－7 河川環境
三重県は多くの河川に恵まれており、平成17

（2005）年４月現在、一級河川と二級河川をあわ

せて556河川、総延長2,587㎞にも達しており地理

的に３つのゾーンに分類することができます。

海岸延長については、平成16（2004）年４月現

在で1,094㎞、そのうち海岸保全区域に指定する

必要のある海岸（要保全海岸延長）は564㎞です。

なお、要保全海岸延長のうち海岸保全区域に指

定された海岸は526㎞で、そのうち堤防・護岸等

の海岸保全施設により防御されている海岸は398

㎞です。

海岸は大別して、伊勢湾口の神前岬を境に伊勢

湾沿岸と熊野灘沿岸に分かれます。前者は単調な

海岸線と緩い海底勾配になっているのに対し、後

者は複雑なリアス式海岸線と急な海底勾配となっ

ています。
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表２－１－５　海岸環境の整備状況（平成16年度）  

海 岸 名 等 事 業 内 容 

阿津里浜海岸 （志　摩　市） 人工リーフ・緩傾斜堤 

道　瀬　海　岸 （紀伊長島町） 養浜 

安　乗　海　岸 （志　摩　市） 養浜 

御　浜　海　岸 （御　浜　町） 人工リーフ 

      
島　勝　地　区 （海　山　町） 道路工・付帯施設 

相　差　地　区 （鳥　羽　市） 附帯施設 

離岸堤・附帯工 

遊歩道等 

付帯施設等 

護岸等 

答　　　　　志 （鳥　羽　市） 付帯施設等 

 

新　　　　　鹿 （熊　野　市） 

錦 （紀　勢　町） 

三　　木　　浦 （尾　鷲　市） 

黒　浜　地　区 （紀伊長島町） 

五ヶ所港海岸 （南　勢　町） 養浜 

長 島 港 海 岸 （紀伊長島町） 養浜・護岸・遊歩道 

宇治山田港海岸 （二　見　町） 堤防 

①　環伊勢湾ゾーンの河川は、木曽三川を除き、

鈴鹿山脈、布引山地、紀伊山地から流下し、

山地部を経て伊勢平野を形成し、ゆるやかな

流れとなって伊勢湾に注いでいます。

②　伊賀内陸ゾーンの河川は、淀川水系に属し、

布引山地から流下し、すべて木津川、淀川を

経て大阪湾に注いでいます。

③　熊野灘ゾーンの河川は、流路延長の短い単

独水系が多く、我が国有数の多雨地帯から流

下し、熊野灘に注いでいます。

表２－１－６　三重県の河川（平成17年４月現在） 

ゾーン 一級・二級 水系名等 河川数 河川延長（m） 

①環伊勢湾 

一級河川 

木曽川 27 104,108

246,268

256,636

237,475

305,229

1,149,716

507,547

1,657,263

453,879

192,435

283,768

476,203

1,796,030

791,315

2,587,345

46

40

68

55

236

98

334

97

30

95

125

363

193

556

鈴鹿川 

雲出川 

櫛田川 

24 水系 

29 水系 

宮川 

小計 

二級河川 

計 

②伊賀内陸 一級河川 淀川 

③熊 野 灘 

一級河川 新宮川 

二級河川 50 水系 

計 51 水系 

合 計  

一級河川 ７ 水系 

二級河川 74 水系 

81 水系 計 



4－8 多自然型川づくりと親水空間の形成
) 潤いとふれあいのある水辺空間の形成

治水、利水の機能だけでなく、河川の多様な自

然環境の機能を活かすため、潤いとふれあいのあ

る水辺空間を創出するとともに、多様な動植物を

育む環境に配慮した施設整備を推進します。

* 街のシンボルとしての川づくり

河川周辺の自然的、社会的、歴史的環境と調和

を図りつつ地域整備等を進めるため、市町村の行

う街づくりと一体的に水辺空間の整備を推進し、

人々が、安心して暮らせる街のシンボルとなる川

づくりを進めています。

4－9 河川・渓流・湖沼の保全・再生
河川改修の実施における配慮

近年、豊かでゆとりのある質の高い国民生活や

良好な環境を求める国民ニーズの増大に伴い、河

川は単に治水、利水の機能を持つ施設としてだけ

でなく、多様な自然環境のある空間としてその役

割を期待されるようになってきています。

また、まちづくりの面において、豊かな自然、

美しい景観、歴史や文化に対する関心が増大し、

とりわけ水辺空間には水と緑の貴重なオープンス

ペースとして大きな期待が寄せられています。こ

のような社会的要請のもと、河川が本来有してい

る生物の良好な生育環境に配慮し、併せて美しい

自然環境を積極的に保全または回復を目指し多自

然型川づくりを行っています。

平成16（2004）年度には、二級河川員弁川他

18河川で多自然型川づくりを実施しました。
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表２－１－７　街のシンボルとしての川づくりの状況 

（平成16年度） 

整 備 河 川 名  整 備 内 容  

二 級 河 川 三 滝 川  
一 級 河 川 五 十 鈴 川  

修景護岸工 



1 
1－1 天然記念物指定による野性生物の保護

天然記念物に指定された野生生物を保護するた

め、必要に応じて専門家の指導により調査し、開

発等の影響を最小限にするように保護策の検討、

開発計画変更等について指示を行っています。

天然記念物に指定されたからと安心するのでは

なく、地域の財産として人々に愛され親しまれ、

皆の手で保護が図られるようにしていくことが重

要です。

1－2 希少な野生生物の保護
貴重・希少な野生生物種の保護を図るため、三

重県文化財保護条例等に基づく天然記念物の指定

とその適正な管理を行っています。

また、平成15（2003）年３月に三重県自然環

境保全条例を改正し、生物の多様性の確保対策と

して、特に保護する必要のある希少野生動植物の

指定制度等を整備し、平成16（2004）年５月に

20種（動物10種、植物10種）を指定しました。

さらに、新しい三重県の希少野生動植物に関す

る目録として、平成17年度発刊を目指す「三重県

版レッドデータブック」を作成するために、県内

の野生動植物種の調査等を進めました。

1－3 野生生物の生息状況等の把握
県内の野生生物の生息・生育状況を把握し、新

しい「三重県版レッドデータブック」を策定する

ため、県内の専門家約100名の参画を得て、「生

物多様性調査検討委員会」を設立し、野生生物の

分布状況や希少野生動植物の主要な生息・生育地

の状況等の調査を進めています。

また、これらの情報等を踏まえ、野生生物デー

タベースを構築し、県内の希少な野生生物約

1007種についての概況と生息・生育状況に関す

る情報をホームページ「三重の環境」で提供して

います。

貴重・希少な野生動植物の保護

2 
2－1 鳥獣の保護・管理

わが国に生息する野生の哺乳類（一部を除く）、

鳥類については、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化

に関する法律」によって保護の対象とされており、

狩猟ができる種は48種類に限定されています。狩

猟については、さらに期間、場所、資格等の制限

が定められており、これらの捕獲規制によって鳥

獣の保護を図っています。また、鳥獣保護事業計

画を策定し、鳥獣保護区等を計画的に設定すると

ともに、鳥獣の人工増殖の促進、有害鳥獣の捕獲

の許可、鳥獣保護思想の普及等により鳥獣の保護

管理を図っています。

平成16（2004）年度には、第９次鳥獣保護事

業計画（平成14（2002）～18（2006）年度）に

基づき、鳥獣保護区等を設定したほか、傷病鳥獣

の保護、キジの放鳥、野生生物保護啓発ポスター

コンクール等を行い、鳥獣保護思想の普及啓発を

図りました。また、県内57地区に鳥獣保護員を配

置し、狩猟取締りの指導等を行いました。

地域の生態系の保全
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表２－２－１　鳥獣保護区等の設定状況（県設定） 

区 分  
鳥 獣  
保護区 

特 別  
保護区 

休猟区 
銃猟禁 
止区域 

鉛製散弾 
規制区域等 

箇所数（箇所） 

面  積（ha)

92

55,378 683 7,522 58,069 15,641

8 14 97 5

表２－２－２　鳥獣保護事業実施状況 

区 分  概　　　　　要 

鳥獣保護区等の設置 
鳥獣保護区、休猟区、銃猟禁止区域等 
の設定及び管理 

野 生 生 物 保 護  
モデル校の育成  

キ ジ の 放 鳥  

ポ ス タ ー 募 集  

傷病鳥獣の保護  

野生生物保護モデル校の活動支援 

鳥獣保護区等へのキジ放鳥 

小・中学校、高校生を対象にポスター 
募集 

傷病鳥獣ドクター、鳥獣ボランティア 
の登録及び傷病鳥獣の救護 



2－2 移入種による影響対策の推進
平成15（2003）年３月に三重県自然環境保全

条例を改正し、生物の多様性の確保のため、地域

の生態系に著しく支障を及ぼすおそれのある移入

種をみだりに放逐等することの禁止などの規定を

整備し、その普及啓発を行いました。

三重県では、「動物の愛護及び管理に関する法

律」、「三重県動物の愛護及び管理に関する条例」

に基づき、危険な動物（特定動物）による県民へ

の危害の発生を防止するとともに、動物取扱業者

や一般飼養者に対し、動物愛護精神の高揚と適正

飼養、終生飼養の普及啓発を行いました。特定動

物の飼養状況は、表２－２－３のとおりとなって

います。

2－3 開発行為等の指導
宅地開発は、バブル経済の崩壊等の影響もあっ

て、平成４（1992）年度に件数、面積とも大幅

な落ち込みをみせ、その後も低迷しています。

宅地開発及びゴルフ場開発等の各種開発行為に

ついては都市計画法、三重県宅地開発事業の基準

に関する条例に基づき、都市の健全な発展に資す

るため秩序ある整備と乱開発の防止に努め、生活

環境の適正化を図るよう指導しています。
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表２－２－３　特定動物の飼養状況 

（16施設） （平成17年３月末現在） 

種 目 科 特定動物の区分 飼育頭数 

食肉目 

ネコ科 

イヌ科 

クマ科 

霊長目 

ヒト科 

オナガザル科 

有鱗目 ボア科 

かめ目 カミツキガメ科 

ライオン・トラ 
ヒョウ・ピューマ 
ジャガー 

マントヒヒ 
アカゲザル 
ニホンザル 

セグロジャッカル 

ツキノワグマ・ヒグマ 

チンパンジー 

ワニガメ 

インドニシキヘビ 

9

1

12

1

30

2

2

哺
乳
類 

は
虫
類 

2章2節



1 
1－1 自然公園等利用施設の整備

自然公園などの適切な利用の促進と安全の確保

を図るため、利用計画に基づき、博物展示施設、

野営場、広場、休憩所、駐車場、歩道などの施設

整備を行っています。

これら施設は、設置市町村等に維持管理を委託

するとともに、市町村、自然公園指導員、三重県

自然環境保全指導員らと協力して点検を行ってい

ます。また、老朽化した施設や破損したものにつ

いては必要に応じて補修、改善を行っています。

平成16（2004）年度には、答志島縦走線歩道

（伊勢志摩国立公園）、青山高原園地（室生赤目青

山国定公園）などの４施設を整備しました。

1－2 自然公園区域等の見直し
自然公園の適正な保護と利用を図るため、各国

立公園、国定公園及び水郷県立自然公園について

は、公園計画が策定されています。しかし、他の

４県立自然公園(奥伊勢宮川峡、香肌峡、赤目一

志峡、伊勢の海)は公園計画が策定されていない

ため、今後、順次公園計画を策定することとして

います。

平成16（2004）年度は、奥伊勢宮川峡県立自

然公園を対象に、特別地域の指定など公園計画の

策定に向けた検討を行いました。

1－3 三重県民の森及び三重県上野森林公園の活用
自然とのふれあいの場を提供するために、県民

が自ら体験することができる多様で豊かな森林を

創造し、広く県民が身近に憩い、学び、楽しむこ

とのできる三重県民の森と三重県上野森林公園を

設置しています。

「三重県民の森」（菰野町）は、昭和55（1980）

年に開催された全国植樹祭を機に設置され、平成

16（2004）年度には、11万人余りの来園者があ

りました。

「三重県上野森林公園」は、上野新都市の整備

と併せて平成10（1998）年度に完成しました。

平成11（1999）年度から開園し、平成16（2004）

年度には６万人余りの来園者がありました。

自然公園等の整備・活用

1－4 自然遊歩道の拡大整備
) 東海自然歩道の整備

東海自然歩道は、東京の明治の森高尾国定公園

と大阪の明治の森箕面国定公園を結ぶ自然歩道

で、関係都府県は１都２府８県、路線延長1,697

㎞、年間利用者数は656.8万人（平成15（2003）

年度）となっています。

三重県内の延長は約197㎞で、６市２町１村に

またがっています。その維持管理はそれぞれの市

町村に委託しており、老朽化による損傷部の補修、

標識の設置等を必要に応じて実施しています。

* 近畿自然歩道の整備

近畿自然歩道は、平成９（1997）～13（2001）

年度で整備を実施した全国８番目の長距離自然歩

道で、福井県敦賀市松島町と兵庫県西淡町鳥取を

結び、関係府県は２府と７県、その総延長は

3,258㎞、年間利用者数は1,454.3万人（平成15

（2003）年度）となっています。

三重県内の総延長は606.3㎞で、中南勢地域か

ら東紀州地域にかけて20町村を通っており、鈴鹿

山脈沿いに南下している東海自然歩道と連絡し

て、三重県の長距離自然歩道網を形成しています。

なお、維持管理はそれぞれの市町村に委託して

います。

2 
2－1 温泉の保護・利用

三重県には222ヶ所（平成17（2005）年３月31

日現在）の源泉がありますが、その利用目的は湯

治場等の保健的利用から、ゴルフ場、健康ランド

等のレジャー的趣向へと多様化してきています。

また、全国的な温泉ブームにより温泉開発が急

増しており、既設源泉の揚湯量の減少及び泉質の

低下が懸念されています。そこで、温泉の保護と

利用の適正化等を図るため、地域の特性に即した

指導を行っています。

平成16（2004）年度は、許可申請のあった温

森林・水辺等の保全・活用
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表２－３－１　東海自然歩道市町村別一覧表（延長：㎞） 

市町村名 延長 

鈴 鹿 市  久 居 市  

菰 野 町 

いなべ市 

亀 山 市  白 山 町  

四日市市 伊 賀 市 美 杉 村   
 

計 

市町村名 延長 市町村名 延長 

33.8 9.9 0.7

19.9

16.8

197.1

27.9

53.6

32.6

1.9



泉の掘削８件、増掘及び動力装置６件について審

査したほか、262件の温泉利用許可申請（浴用及

び飲用）について244件の許可を行いました。

2－2 グリーン・ツーリズム
グリーン・ツーリズムとは、都市などで生活す

る人々が、自然豊かな農山漁村において、その地

域の農林漁業を体験したり、自然や文化に触れる

中で田舎暮らしや地域の人々との交流を楽しむレ

クリエーション活動の一つです。

地理的・社会的条件に恵まれない中山間地域に

おいては、グリーン・ツーリズムの推進による販

路の拡大、就労の場の拡大や新たな産業おこし、

地域住民の参画による地域全体の活性化への期待

が大きくなっています。

中山間地域を中心とした農山漁村地域における

グリーン・ツーリズムへの取組は近年増加してき

ており、ふるさと会員オーナー制度、都市住民と

の交流、農業体験、加工体験、木工体験、釣り堀

センターなどその内容も多岐にわたっています。

また、宿泊施設やバンガロー、キャンプ場など

のアウトドア施設、森林公園や農村公園などの体

験施設の整備も進んでいます。

今後はこれら施設を起点として広域的なネット

ワークを構築し、積極的なＰＲ、地域住民の協力

による総合的なサービスを充実させ、新たな産業

として展開を図る必要があります。

平成16（2004）年度にはグリーン・ツーリズ

ムを普及・定着させるための交流関連施設の整備

を支援しました。

2－3 生活環境保全林の整備
森林には、土砂災害の防止、水源かん養や木材

生産等の機能はもとより、大気の浄化や防音など

の環境保全機能、森林浴やレクリエーションの場

としての保健休養機能、文化・教育機能等さまざ

まな機能の発揮が求められており、都市近郊や集

落周辺において、緑豊かな生活環境を保全・創出

する森林を整備しました。

2－4 砂浜・磯浜の保全再生
七里御浜海岸は熊野灘に面し、ほぼ20㎞にわ

たる直線的に連なる砂礫質海岸で、全国的にも問

題となっている侵食が著しく進んできています。

また、悪天候時には波が堤防まで打ち寄せ、平成

９（1997）年には、井田海岸において堤防が決

壊し、また、平成16（2004）年には、同じく井

田海岸において天然護岸となっている部分が著し

い浸食を受けました。

このため、海岸整備事業や災害復旧事業により

人工リーフ等の面的防護工法を採用し、砂浜の侵

食防止、海岸線の保全を図っています。

2－5 漁村と都市との交流の推進
海洋性レクリエーションの需要に対応し、都市

住民との交流機能を有する多機能型漁港の整備を

実施しています。

平成16（2004）年度には、新マリノベーショ

ン拠点交流促進総合整備（ふれあい整備）計画に

従って、尾鷲市賀田湾の三木浦漁港及び紀勢町錦

の錦漁港で海岸環境の整備を実施しました。

2－6 農山村と都市との交流の促進
) 市民農園の促進

市民農園とは、都市住民がレクリエーションや
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表２－３－２　温泉法に基づく許可実績の推移 

年度 
種別 

温 泉 掘 削 

増掘及び動力装置 

温 泉 利 用 

合 計 

3

2

2

7

4

3

10

17

11

4

23

38

9

8

40

57

12

6

57

75

16

11

49

76

11

3

97

111

18

8

37

63

15

10

51

76

6

6

28

40

16

6

58

80

13

13

50

76

15

9

52

76

11

8

54

73

7

7

80

94

10

4

61

75

7

7

62

76

4

6

55

65

5

6

67

78

Ｓ59 Ｓ60 Ｓ61 Ｓ62 Ｓ63 Ｈ元 Ｈ2 Ｈ3 Ｈ4 Ｈ5 Ｈ6 Ｈ7 Ｈ8 Ｈ9 Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14

11

4

31

46

Ｈ15

8

6

244

258

Ｈ16

表２－３－３　平成16年度に整備された主な交流関連施設 

区 分  市町村名 

農村体験宿泊施設 伊　賀　市 



自家用野菜の生産などを目的として、小面積の農

地を利用して野菜や花を育てるための農園です。

三重県内における市民農園の開設状況は増加傾

向にあり、近年では市民農園整備促進法及び特定

農地貸付法に基づくものが毎年１～２件新規に開

設されています。

* 山村と都市との交流促進

近年、森林に対する要求は単に木材生産の場と

してだけではなく、保健・文化・教育的な活用な

ど多様化してきています。

一方、山村地域でも、過疎化、高齢化が進行し、

地域の活力が低下してくるなか、山村地域の特性

と森林を活用した交流拠点を整備するなど、その

活用を図ることで、都市と山村の交流を進め、山

村の活性化を目指しています。

平成16（2004）年度には、市町村や関係団体

が主体となり地域の活性化を目指すワークショッ

プ開催などの取組に対し、支援を行いました。
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表２－３－４　地区別市民農園開設の状況 

北勢 

地区 

市民農園法 

特 定 農 地  

貸 付 法  

中勢 

地区 

南勢 

地区 

紀州 

地区 

伊賀 

地区 
計 

3 3 5 1 1 13

2 3 3 5 4 17

Ｈ16.４現在 



1 
1－1 森林の保全・育成

森林は木材の生産だけでなく、水源かん養、洪

水、土砂災害防止などの機能をはじめ、地球温暖

化防止等の地球的規模の環境保全機能を有し、さ

らに私たち人間に精神的な恵みをもたらす貴重な

資産です。

この貴重な資産を次の世代へ引き継いでいくた

めに、各種の施策を展開しています。

森林の持つ公益的機能を高度に発揮させるた

め、森林ゾーニングに基づいた重点的、効果的な

森林整備を実施するとともに、環境林においては、

森林を公共財として位置づけ、針葉樹と広葉樹が

混交した森林の造成など、公益的機能の高度発揮

を目指した森林整備を進めています。

) 森林計画制度の適正な運営

森林の有する公益的機能を有効に発揮させるた

め、県内を表２－４－１のように区分し、区域ご

との民有林を対象として、地域の特性に応じた林

業施策の推進目標と、森林所有者の森林施業上の

指針を示した10年間の地域森林計画を樹立し、森

林資源を効率的に利用するための適切な保育・間

伐等の実施、公益的機能の充実のための多様な森

林の育成など森林の質的充実を図っています。

平成16（2004）年度には、北伊勢森林計画区

他３つの地域森林計画の変更を行いました。また、

計画を適正に推進するため、伐採届出制度の確実

な実行、市町村森林整備計画の適正な運用を図る

とともに、森林所有者が樹立する森林施業計画の

作成を促進しました。

森林環境の保全

* 林業担い手の育成等

森林が公益的機能を高度に持続していくために

は、森林を適正に管理・整備していく事業体を育

成する必要があります。そのためには、従事者の

育成確保が急務であり、事業の合理化と雇用、労

働環境の改善を積極的に進めなければなりませ

ん。こうした事業体の中から三重県は、林業事業

体を認定し、地域林業のリーダーとして一翼を担

う団体を育てています。

+ 多様な森林の造成・整備

戦後の荒廃した森林の復旧と、増大する木材需

要に対応するため、スギ、ヒノキの拡大造林を推

進することにより、県内で約22万ヘクタールに及

ぶ人工林が造成されました。

これらの人工林では、資源の充実のためだけで

はなく森林の持つ公益的機能を継続的に発揮して

いくために、間伐等の適正な管理が行われること

が必要です。

しかし、林業採算性の悪化などから、放置され

る森林が増加し、公益的機能の低下が危惧されて

います。

このような状況のなか、森林を生産林と環境林

に区分し、環境林においては「森林環境創造事業」

をはじめとする環境林整備事業を実施し、公益的

機能の高度発揮を目指した、多様な森林づくりを

進めています。

, 「三重の木を使おう、森を育てるために」県民

運動の展開

木をよく知ってもらうために、啓発用パンフレ

ットの作成、新聞・雑誌等を活用した普及啓発を

行いました。

また、木ともっと親しんでもらうために木工教

室等を開催しました。
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表２－４－１　地域森林計画区 

森林計画区名 

北 伊 勢  

四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、津市、 
久居市、桑名郡、いなべ市、三重郡、 
安芸郡、一志郡 

南 伊 勢  

伊 賀  

尾鷲熊野 

包　括　区　域 

松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市、多気郡、 
度会郡 

伊賀市、名張市 

尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡 

表２－４－２　三重県認定林業事業体数の推移 

三重県認定林業事業体 

事業体数 37 47 52

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14

51

Ｈ15

51

Ｈ16

表２－４－３　新規就労者数の推移 

新規就労者数 

人 

（注）40才未満の人を対象 

Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13

35 33 53

Ｈ14 Ｈ15

25 32

Ｈ16

39



- 保安林の整備・管理

森林は、水源のかん養、国土の保全、環境の保

全等重要な機能を持っており、急峻な地形と多雨

という山地災害等が発生しやすい自然条件を有す

る三重県では、大変重要な役割を果たしています。

このため、特に森林の有する公益的機能の維

持・増進を図るべき森林を保安林として、県内の

森林面積の29.3％に当たる109,564haを指定し、

森林の適正な保全・管理に努めています。

. 林地開発許可制度による指導

昭和49（1974）年の当制度創設以降に許可し

た林地開発の件数と面積は、456件、6,548ha（平

成16年度末）に達し、ゴルフ場、住宅団地、工場

用地の造成と土石の採掘が開発目的の大半を占め

ています。

このように森林の開発が進むなかで、開発許可

に対する審査は「災害の防止」等を重点事項とし、

許可にあたっては、公益的機能の高い森林の保全、

土地利用の適正管理等に配慮し、適正かつ安全な

開発が進められるよう努めています。

開発事業にあたっては、計画に基づき、洪水調

整池などの防災施設を先行して実施し、開発工事

に伴う災害が未然に防止されるよう、指導してい

ます。

/ ＦＳＣ認証木材の流通体制の整備

・ＦＳＣの森林認証は、環境保全の点から見て適切

で、社会的な利益にかない、経済的にも持続可能

な森林管理を推進している森林を認証して、その

認証された森林から産出される木材、木材製品に

特定の「環境ラベル（ロゴマーク）」を付けて流

通させるものです。

・環境に配慮した持続可能な森林管理を推進するた

め、平成13（2001）年度よりＦＳＣの森林認証

取得の支援を行なっています。平成17（2005）

年３月末現在、６事業体、認証総面積約11,000ha

で認証を取得し、日本一の取得件数となっていま

す。

・ＦＳＣ認証森林の増加とグリーンコンシュ－マリ

ズムの高まりから、環境貢献度を木材製品の競争

力のひとつとしてとらえ、ロゴマークの付いた木

材製品の加工・流通体制の確立と市場の拡大に取

り組んでいきます。

1－2 森林の整備・活用
) 健康増進施設と連携を図った森林整備

環境問題への関心の高まりや、国民のライフス

タイルの変化により、生物の多様性の確保、野外

活動や森林教育等の場の提供、大気浄化等、森林

が有する身近な生活環境を保全する機能に対して

期待が高まっています。

人々が森林・林業に親しみ、快適で安全に自然

の恵みを受けることができるよう、森林の整備を
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表２－４－４　保安林の役割と種類 

主な役割 種 類  

良質な水をはぐくむ 
保安林 

水源かん養保安林、干害防備保安林 

山崩れや土石流を防 
ぐ保安林 

その他災害を防ぐ保 
安林 

安らぎとうるおいを 
与える保安林 

魚の生息や繁殖を助 
ける保安林 

土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保 
安林 

防風保安林、潮害防備保安林、落石防 
止保安林など 

保健保安林、風致保安林 

魚つき保安林 

図２－４－１　保安林の現状（平成16年度末） 

※保健保安林11,935haのうち 
〔10,529ha〕は他の保安林と兼種 

水源かん養 
62.9％ 

（68,879ha） 

土砂流出防備 
34.8％ 

（38,164ha） 

保健 
1.3％ 

（1,406ha） 

その他 
1.0％ 

（1,115ha） 

表２－４－５　林地開発許可の状況（平成16年度） 

開 発 目 的  件 数  面 積  

工 場 ・ 事 業 場 用 地  

宅 地 造 成  

ゴ ル フ 場  

レ ジ ャ ー 施 設 用 地  

土 石 採 取  

そ　の　他 

計 

　昭和49年から平成15年度末までの林地開発許可の実績は別途資料編を 
参照してください。 

 

1件 7ha

1件 4ha

37ha8件 

5.5ha2件 

14ha3件 

6.5ha1件 



進めました。

* 林業地域の生活環境の改善

林業生産性の向上と林業従事者の定住の促進及

び山村地域の活性化のため、林道等の林業生産基

盤の整備と豊かな森林資源を活用した都市と山村

との交流促進を図り、山村地域の生活環境基盤の

向上を総合的に行っています。

平成16（2004）年度には、市町村等による防

火水槽等の生活基盤の整備のほか、林道等の林業

生産基盤の整備を行いました。

1－3 森林の公益的機能の向上
森林は、水源のかん養、土砂災害防止をはじめ、

保健・文化・教育的利用の場の提供など多様な機

能を有するとともに、二酸化炭素を吸収する働き

により地球温暖化防止にも貢献しています。

こうした森林の機能を発揮するには、適正な管

理を継続的に行うことが必要であり、林業は木材

生産活動を通じて、その役割を担ってきました。

しかし、林業を取り巻く情勢は厳しく、採算性

の悪化、高齢化等による担い手不足のため、放置

される森林が増加するなど、林業経済活動による

森林の公益的機能の発揮は困難になり、森林の機

能低下が進み、県民生活への重大な影響が危惧さ

れています。

このため、平成16（2004）年度には、緊急の

課題である間伐を計画的に実施するとともに、造

林事業等の森林整備に直結した林道事業、荒廃山

地の復旧等を行う治山事業を実施しました。

また、森林の重視すべき機能に応じて、効果的

な管理を行うため、森林ＧＩＳ（地理情報システ

ム）を活用し、市町村や関係者と協働し、森林を

生産林（持続生産を重視する森林）と環境林（公

益的機能を重視する森林）に区分（ゾーニング）

しました。

2 
2－1 農地保全活動の推進

中山間地域において三重県型デカップリングに

より多様な保全活動を促進し、農地の持つ公益的

機能の増進を図っています。

2－2 農地の保全・整備
) 環境保全型農業の推進

農業の基盤である農地は人々が必要とする食料

を供給するとともに、洪水防止、地下水かん養、

景観保持などの多面的機能をあわせもっていま

す。また農村は、農地と一体となり小川や里山等

の失われつつある自然を残す貴重な集落環境を有

しており、このような美しい景観や広々とした空

間によって心の安らぎが得られる農村の役割が認

識されています。

三重県では「三重県環境保全型農業推進基本方

針」を策定し、各種技術の開発・活用等による化

学肥料、農薬投入量の節減、家畜ふん尿など農業

活動等から排出される未利用有機資源の利用・リ

サイクルの強化及び農業・農村環境に配慮した農

村の整備等を推進しています。

平成11（1999）年度には持続的農業法をはじ

めとする環境３法（持続的農業法・改正肥料取締

法・家畜排せつ物法）が整備され、特に持続的農

業法においては、土づくり技術・減化学肥料技

術・減農薬技術の３技術を総合的に実施する生産

方式を三重県導入指針に定め、この指針に基づき

環境保全型農業実践者を認定する制度（エコファ

ーマー認定制度）が創設され技術研修会等を通じ

て、環境保全型農業技術の普及に努めるとともに、

エコファーマーの認定促進を行っています。また、

生ごみ等有機性廃棄物の循環利用の推進を図って

います。

なお、市町村、農業団体における環境保全型農

業の取組に対する支援・指導を行いました。

土壌に関しては、施肥による環境負荷を低減さ

せるため、適正施肥の目安となる施肥基準を改定

し、関係者へ周知を図りました。

* 農業の担い手の育成

近年、地域農業は兼業化・高齢化の進展から生

産基盤の脆弱化が進みつつあり、農地の維持・管

理に影響が生じていることから、若い元気な農業

農地環境の保全
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表２－４－６　林業地域の生活基盤状況 

実施地区 内　　　容 

飯　　　高 

（Ｈ13～17） 

（林道）峯ヶ谷大崩線、くまが池線 
地之添福本線、七日市乙栗子線 
ふれあい夢広場 

熊　　　野 

（Ｈ13～17） 

（林道）大井川線、高代山線 
（生活）評議峠線、防火水槽 



の担い手の確保育成が必要となっています。

三重県では、農地が保有している多様な環境保

全能力を維持し、産業として自立する力強い経営

体を育成するため、三重県農業経営基盤強化促進

基本方針に基づき、認定農業者の確保、農地集積

等による規模拡大を推進しており、認定農業者は

2,035戸（平成17（2005）年３月末現在）で、認

定農業者への農地集積面積は11,315ha（平成16

（2004）年３月末現在）となっています。

平成16（2004）年度には、地域における認定

農業者確保対策を支援するとともに、新技術の導

入・普及や農地の利用集積を通じた認定農業者等

の担い手農家を育成するための諸対策を実施しま

した。

+ 耕作放棄地の解消

近年、農業従事者の兼業化・高齢化の進展・農

産物価格の低迷化などにより、耕作放棄地等が増

加する傾向が見られます。今後ともこのような状

態を放置しておくことは、農地としての農業上の

有効利用が図られないばかりでなく、集団性の分

断等周囲の農地利用を阻害することになり、地域

全体の農地利用にとって悪影響を及ぼすこととな

ります。平成16（2004）年度には、モデル市町

村において、実態調査の実施、活用計画の策定、

ボランティアによる花づくりの実践などを行い、

耕作放棄地の解消に努めました。

, 畜産経営に起因する環境負荷の軽減

近年、畜産業の大規模化等による家畜ふん尿量

の増大、労働力不足により、適正なふん尿処理を

スムーズに行うことが困難となり水質汚濁関連の

環境問題が発生しています。

また、県、市町村、関係団体等で構成する地域

環境保全型畜産確立推進指導協議会により環境問

題発生畜産農家を重点とした巡回指導を実施し、

処理施設の設置・改善指導を行うなど、環境問題

の改善・防止に努めています。

3 
3－1 漁場の保全・改善
) 漁場保全対策の推進

英虞湾、五ヶ所湾などの内湾域は、養殖漁場と

して古くから活用されてきましたが、水質の悪化

が進み、赤潮や貧酸素水塊の発生など漁業生産に

種々の弊害が生じています。

このため、底質改良剤の散布を行ったほか、英

虞湾では、平成12（2000）年度から浚渫事業が、

また平成13（2001）年度からは伊勢湾において

底質改善事業を実施しています。

* 美しい「みえのうみ」維持・創造プロジェクト

海の環境に影響を与える要因は、陸域も含めて

様々な人間活動によって生じてくるものであり、

非常に幅の広い分野と関係しています。

そこで平成14（2002）年度から住民の参画・

協働による閉鎖性内湾や流域に対する環境保全を

進めるため、県民やNPOが主体となって行う、山

川海でのさまざまな体験等の取り組みについて支

沿岸海域環境の保全
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表２－４－７　環境保全型農業の推進対策の実施状況 

区 分  実施主体 内 容  

環境保全型農業の推進指導・啓発 

三重県 

○コンポストマイスター研修の実施 
○認定農業者（エコファーマー）制度の啓発 
○認定農業者（エコファーマー）の認定664人 
   ○環境保全型農業優良事例調査実施 
○農薬安全使用研修会開催（農薬管理指導士育成ほか） 
○農薬廃液等適正処理指導 
○空中散布の安全指導 

農協中央会 

地域環境保全型農業の推進 市町村 

技術支援 三重県 

環境保全型土壌の管理対策 三重県 

○環境保全型農業優良事例調査実施 
○シンポジウム開催（東海管内：愛知・岐阜と共催） 

○効果的な施肥法確立のための機能性肥料現地実証試験の実施 
○有機質資源の施用基準設定調査の実施 

○実証展示ほの設置（１市、刈草たい肥ほか） 

○病害虫発生予察情報提供（FAXサービス・ホームページ） 



援を行い、人づくり、組織づくりを進めるととも

に、海の恵み情報、海の環境情報、市民グルー

プ・学校等の活動報告や流域の環境監視情報等の

共有化を進めました。

+ 漁業被害の未然防止

沿岸域の漁場環境の悪化に伴い、赤潮や貧酸素

水塊の発生が恒常化し、また、油流出など突発的

事故も後を絶たない状況にあります。

ア　赤潮の発生状況

平成16（2004）年の赤潮発生延日数は226日

でした。赤潮による漁業被害は４件でした。

（ア) 伊勢湾海域

赤潮発生件数は17件、発生延日数は70日

で、前年と対比すると、件数で１件増加した

ものの発生延日数は85日減少しました。

（イ) 志摩度会海域

赤潮発生件数は18件で、発生延日数は128

日と昨年と対比すると件数で10件増加し、

発生延日数も52日増加しました。

（ウ) 熊野灘北部海域

赤潮発生件数は８件、発生延日数は28日

で、前年と対比すると件数では４件増加し、

発生延日数も４日増加しました。

イ　油濁等による突発的漁業被害の発生状況

平成16（2004）年度においては油漏れやそ

の他突発的事故による漁業被害はありませんで

した。

平成16（2004）年度も前年に引き続き、定期

的な水質調査を行い、赤潮発生状況の情報収集、

情報発信、漁業被害の未然防止に努めました。

, 漁場環境の改善

三重県の閉鎖性内湾では、生活排水等の流入に

加え、長年の漁場行使等により、水質・底質など

の漁場環境が悪化し、漁場生産に種々の弊害が生

じています。

貧酸素水塊の発生、赤潮の発生等を防止するた

め、平成16（2004）年度には、次のような事業

を実施しました。

3－2 藻場・干潟の保全・再生
藻場や干潟は、有用水産生物資源の増大に大き

な役割を果たしているほか、多様な生物の生息の

場ともなっており、それら生物の作用等による水

質浄化機能によって、海の汚濁防止にも貢献して

います。しかしながら、藻場・干潟は沿岸域の環

境の変化や開発行為等により消失しやすく、三重

県においても減少しているため、藻場の造成に取

り組んでいます。沿岸域からの生活排水や各種廃

棄物の流入等により、漁場環境が悪化し効用の低

下している沿岸漁場の生産力の回復や公益機能の

増進を図るため、平成16（2004）年度は、尾鷲

中部地区、桂城湾地区及び熊野地区において藻場

の造成を実施しました。
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表２－４－８　赤潮発生件数の推移 

年 

発生件数 

Ｈ11

26

Ｈ12

30

Ｈ13

25

Ｈ14

32

Ｈ15

28

Ｈ16

43

表２－４－９　平成16年度の漁場環境の改善事業 

事 業 名  事業内容 事業主体 実施場所 

漁場環境保全 
創 造 事 業  

汚泥浚渫 三重県 英虞湾 

底質改善 三重県 伊勢湾 

県単沿岸漁場 
整 備 事 業  

底質改良剤の 
散布 

志摩市および 
神明真珠養殖 
漁協他１漁協 

 
   志摩市他１町 



1 
1－1 緑地整備の促進
) 工場緑化の推進

工場の敷地利用状況の推移は、平成16（2004）

年度末で表３－１－１のとおりです。

また、工場の立地が適正に行われるよう、平成

17（2005）年３月末現在で48ヶ所、1,625haの工

場適地を選定しています。

工場立地動向調査によると、過去10年間の工

場立地の推移は図３－１－１のとおりです。

身近な緑の保全・創出

* 緑化の推進

三重県では、みどり豊かな快適環境の創出を図

るため、緑化行政を推進しています。また、三重

緑化基金や緑の募金に対する理解を高め、地域の

団体等の緑化活動を支援しながら、県民一人ひと

りが、参画する緑化運動を展開しています。

平成16（2004）年度には、春季緑化運動期間

中（４／１～30）に、緑の募金キャンペーン等を

行いました。

+ 居住地等周辺の森林整備

居住地周辺の森林において、森林の公益的機能

が高度に発揮されるよう、人工林等を対象に、防

災、景観、住民と森林とのふれあい等にも配慮し

た森林及び林内環境の整備を進めています。

, 緑の基本計画の推進

三重県広域緑地計画の策定に伴い、これを広域

的視点からの緑地の配置の指針として市町村によ

る「緑の基本計画」の策定を推進しました。
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表３－１－１　敷地利用状況の推移 

項目 工業敷地 生産施設 緑地 緑地以外の環境施設 その他 

年度 面積 

S49年法施行時 

（工業団地特例の適用による共有分の工業敷地・緑地および緑地以外の環境施設を除く。） 

S55年度末現在 

S60年度末現在 

H２年度末現在 

H８年度末現在 

H９年度末現在 

H10年度末現在 

H11年度末現在 

H12年度末現在 

H13年度末現在 

1,928ha

2,337ha

2,848ha

3,431ha

4,104ha

4,135ha

4,174ha

4,187ha

4,249ha

4,300ha

面積 

274ha

311ha

434ha

562ha

688ha

703ha

709ha

719ha

738ha

746ha

率 

14.2％ 

13.3％ 

15.2％ 

16.4％ 

16.8％ 

17.0％ 

17.0％ 

17.2％ 

17.4％ 

17.4％ 

面積 

166ha

240ha

380ha

547ha

707ha

723ha

735ha

738ha

754ha

766ha

率 

8.6％ 

10.3％ 

13.3％ 

15.9％ 

17.2％ 

17.5％ 

17.6％ 

17.6％ 

17.7％ 

17.8％ 

面積 

71ha

90ha

111ha

121ha

134ha

132ha

132ha

131ha

131ha

128ha

率 

3.7％ 

3.9％ 

3.9％ 

3.5％ 

3.3％ 

3.2％ 

3.2％ 

3.1％ 

3.1％ 

2.9％ 

面積 

1,417ha

1,696ha

1,923ha

2,201ha

2,575ha

2,577ha

2,598ha

2,599ha

2,626ha

2,660ha

率 

73.5％ 

72.6％ 

67.5％ 

64.2％ 

62.7％ 

62.3％ 

62.2％ 

62.1％ 

61.8％ 

61.9％ 

H14年度末現在 4,376ha 766ha 17.5％ 780ha 17.8％ 123ha 2.8％ 2,707ha 61.8％ 

H15年度末現在 4,417ha 781ha 17.6％ 785ha 17.7％ 122ha 2.7％ 2,729ha 61.7％ 

H16年度末現在 4,423ha 804ha 18.2％ 791ha 17.9％ 120ha 2.7％ 2,708ha 61.2％ 

図３－１－１　工場立地の推移　（平成17年３月末現在） 

件 

年度 
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表３－１－２　居住地周辺森林整備状況 

箇　所 整備内容 実施年度 

尾 鷲 市 
除・間伐等の森林整備 
 
林道の整備 

平成15 
　　～19年度 



- 公共施設（用地）における緑化の推進

公共施設に対しては、単に施設の機能のみでな

く、公共の場としてより快適な環境の場を提供す

るため、施設等の緑化を進めています。

平成16（2004）年度には、財団法人宝くじ協

会の助成により、津商業高等学校の緑化工事を実

施しました。

1－2 都市公園
平成15（2003）年度末における都市公園の整備

状況は、1,808ヶ所、約1,315haです。都市計画区

域内人口1人当たりの都市公園面積は8.01㎡です。

都市公園面積の推移を経年的にみると、街区・

近隣・地区公園、総合公園、都市緑地の増加が顕

著です。

) 都市公園の整備

都市公園は、都市に緑を増やし、住民に憩いの

場を提供するなど多目的に利用され、大気汚染や

騒音等の緩衝地帯、あるいは災害時の避難地とし

て、都市の良好な生活環境づくりに大きな役割を

果たしています。国においては、平成６（1994）

年７月に決定された「緑の政策大綱」において、

概ね全ての市街地において歩いていける範囲に公

園の整備を促進するとともに、長期的には都市計

画区域内人口一人あたりの都市公園面積を約20㎡

とすることを目標に立てています。

三重県の都市公園整備状況は、平成15（2003）

年度末で都市計画区域内人口一人あたりの都市公

園面積は約8.01㎡です。県営公園は、北勢中央公

園、亀山サンシャインパーク、鈴鹿青少年の森、

県庁前公園、大仏山公園、熊野灘臨海公園の６つ

の公園があります。

平成16（2004）年度には、北勢中央公園等４

つの公園について整備を進め、亀山サンシャイン

パーク、大仏山公園については平成17（2005）

年４月に一部開園を行いました。市町村公園は四

日市市の南部丘陵公園や安濃町の安濃中央総合公

園他18ヶ所で整備を行いました。

2 
2－1 漁村・漁港環境の整備

平成16（2004）年度には、漁業集落の生活環

境の改善を図るため、集落内道路・排水路、集落

排水処理施設・防災空地等の整備を実施している

４地区（奈屋浦、錦、礫浦、神前浦）に助成する

とともに、波切漁港において、植栽等の整備を漁

港環境整備事業で実施しました。

身近な水辺・海辺の保全・再生
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図３－１－２　都市公園面積推移 

総合公園 運動公園 

街区・近隣・地区公園 レク都市・広域・国営・歴史公園 

風致公園 その他 
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3章1節

表３－１－３　緑の基本計画策定状況 

策定年度 策定市町村 策定市町村 

緑の基本計画は都市計画区域にかかる市町村において策定できる計画です。 

平成11年度 １ 香良洲町 

平成12年度 １ 河芸町 

平成15年度 １ 

平成16年度 ０ 

伊勢市 

平成13年度 ０ 

平成14年度 ５ 四日市市、朝日町、川越町、 
菰野町、楠町 

注）緑の基本計画は都市計画区域にかかる市町村において策定できる 
　計画です。 

表３－１－４　県営公園の整備状況（平成16年度） 

県営公園名 整備面積（ha） 内容 

北勢中央公園 98.1 用地買収、園地工 

亀山サンシャ 
インパーク 

13.4 園地整備、連絡橋上部工等 

大 仏 山 公 園  37.2 園地工、園路整備等 

熊野灘臨海公園 530.8 園路整備等 



3 
3－1 身近な緑の保全・創出による野生生物の
育成・生息地の確保

森林の有する公益的機能に対する国民の期待が

高まる中、これらの期待に適切に対応していく必

要があるため、生態的にバランスのとれた森林の

整備を推進していく必要があります。

広葉樹の造成に関しては、造林事業および治山

事業により、クヌギ・コナラなどの広葉樹造成を

実施しました。

また、平成13（2001）年度から始まった森林

環境創造事業により、針広混交林の造成を図る環

境林づくりを県内全域で進めています。

3－2 身近な水辺・海辺の整備・創出による野
生生物生息地の確保

水辺等の自然生態系を保護し、野性動植物の生

息域を確保しつつ事業を進めるため、県内を17ブ

ロックに分け、渓流環境整備計画の策定を行いま

した。

事業実施にあたっては、当計画に沿った詳細設

計を行い流路の曲線化の推進や水際部の多様化、

護岸への自然物素材の使用、瀬と淵の保護・創出

を図っています。

身近な野生動植物の生息・生育地の保全・再生
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1 
1－1 道路・沿道景観の保全・創出
) うるおいのある道路空間の創造

道路利用者が安心して自由に立ち寄り、利用で

きるパーキングとして、文化、歴史、特産物等を

紹介する情報発信の場として「道の駅」を整備し

ています。「道の駅」は、道路管理者が整備する

「休憩施設」と市町村等が整備する「地域の交流

を促進するための施設」を一体化した一般道路の

多機能型休憩施設であり、平成16（2004）年８

月９日現在、登録されている「道の駅」は全国で

785ヶ所、県内では14ヶ所あります。

* 街路の整備

街路は、都市内の重要な公共空間のひとつです。

県民に親しまれ、生活に潤いを与える場として、

アメニティの高い道路空間の創出に配慮しなが

ら、整備を進めています。

都市景観の保全・創出

1－2 良好な広告景観の形成
屋外広告物は、情報の伝達や街の活性化に不可

欠なものですが、無秩序な氾濫は自然の風致や街

の景観を損なうことにもなりかねず、また転倒や

落下により、歩行者等に危害を加えるおそれもあ

ります。そこで三重県では「屋外広告物条例」を

定め、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対

する危害の防止という３つの観点から、県内の屋

外広告物に対し、必要な規制・指導を行っていま

す。

平成16（2004）年６月に屋外広告物法が改正

され、①制限することができる区域の拡大、②簡

易除却の対象となる屋外広告物の追加、③屋外広

告業の登録制度の創設等が行われました。このた

め、法改正と連動し、条例・規則の改正を行うと

ともに広告物掲出者に対する指導・啓発を行って

いきます。

1－3 地区計画制度の活用
各地区の特性を活かし地区住民の合意のもとに

用途、建築物の高さ、壁面の位置、形態や意匠等

を定めた地区計画を都市計画法に基づき策定する

ことにより、景観に配慮したきめ細やかなまちづ

くりを推進しています。

1－4 風致地区等の見直し・拡大
都市景観の重要な要素である樹林地等の緑を保

全し、風致の維持に支障を及ぼす建築物や宅地の

造成等を規制するため、市町村とともに風致地区

の見直しと指定拡大を進め、都市における自然景

観の形成を図っています。また、市街地や美観を

維持するための美観地区制度については、策定主
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表３－２－１　三重県内の「道の駅」（平成17年３月末現在） 

駅　　名 所在地 路線名 

飯　　　高　　　駅 国道166号 

菰　　　　　　　野 国道477号 

紀宝町ウミガメ公園 国道42号 

パ ー ク 七 里 御 浜 国道42号 

海　　　　　　　山 国道42号 

奥伊勢木つつき館 国道42号 

熊 野 き の く に 国道42号 

茶　　　倉　　　駅 国道166号 

奥 伊 勢 お お だ い 国道42号 

美　　　　　　　杉 国道368号 

関　　　　　　　宿 国道１号 

伊 　 勢 　 志 　 摩 国道167号 

紀伊長島マンボウ 

あ　　　や　　　ま 

国道42号 

（主）甲南阿山伊賀線 

松　　阪　　市 

菰　　野　　町 

紀　　宝　　町 

御　　浜　　町 

海　　山　　町 

大　　紀　　町 

熊　　野　　市 

松　　阪　　市 

大　　台　　町 

美　　杉　　村 

志　　摩　　市 

伊　　賀　　市 

紀 伊 長 島 町 

亀　　山　　市 

表３－２－２　街路の整備状況　国補事業（交付金を含む） 

（平成16年度） 

路 線 名 都 市 名  

富田山城線 四日市市 

環状１号線（垂坂工区） 四日市市 

朝日中央線 朝日町 
 

駅前高塚線外１線 亀山市 

相川小戸木橋線 久居市 

松阪公園大口線外１線 松阪市 

秋葉山高向線外１線 伊勢市　御薗村 

伊賀上野橋新都市線 伊賀市 

茶地岡向井線（坂場工区） 尾鷲市 

3章2節



体である市町村と密接な連携のもと、都市計画形

成の観点から適切な運用を図っています。

1－5 景観
三重県の景観は、山地、丘陵、盆地、台地、低

地、海岸に大別される多様な自然景観に加え、歴

史的・文化的なまちなみの景観や都市景観によっ

て形成されています。

三重県では、各種公益事業の実施にあたって景

観への配慮に努めるとともに、「三重県屋外広告

物条例」に基づく沿道景観地区の指定等を行って

きました。

また、都市において良好な自然環境を維持し、

樹林地等の緑の保全を図ることを目的として風致

地区を指定しています。

2 
2－1 森林病虫害等の防除

林業を取り巻く厳しい情勢の中、森林の管理水

準の低下により、森林病害虫等の被害の早期発見

や迅速な防除のための体制強化の必要性が高まっ

ています。

三重県における松くい虫被害は、長期的には昭

和56（1981）年をピークに年々減少し、平成16

（2004）年度はピーク時の11％になっています。

しかし、高温小雨の気候が続けば、再び被害が

拡大する恐れもあり、なお予断をゆるさない状況

にあります。

松くい虫被害対策は、森林病害虫等防除法に基

づき、関係市町村との連携を強化しつつ、公益的

機能の高い重要な松林を中心に、効果的な防除に

努めており、薬剤の散布による予防措置や、被害

木の駆除措置を実施しています。

農山漁村景観の保全・復元

3 
3－1 三重県景観形成指針等の推進
) 三重県景観形成指針に基づく施策の展開

公共事業の実施にあたって景観への配慮をした

り、市町村で景観条例の制定や景観形成基本計画

の策定がされる等、景観づくりの気運は徐々に高

まってきていますが、今後は総合的・長期的な展

望に立った取組へと進めていく必要があります。

このため、平成８（1996）年度に総合的な景

観行政を推進し、美しいまちづくりを進めていく

ため、その指針となる「三重県景観形成指針」を

策定しました。

指針の周知を図るとともに、９月の屋外広告の

日にポスターの掲示及び啓発チラシの配付を行い

ました。

* 景観整備及び地区の設定

良好な美観風致の維持及びその形成を積極的に

良好な郷土景観の形成
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図３－２－１　三重県内の松くい虫被害量の推移 

表３－２－３　森林病害虫等の防除状況（平成16年度） 

実施主体   内 容  

市町村 

予防措置 ７ha（地上散布、樹幹注入1,290本） 

駆除措置 143㎡（伐倒駆除29㎡、特別伐倒駆除 

114㎡） 

県 

予防措置 54ha（地上散布）駆除措置 568㎡ 

（伐倒駆除472㎡、特別伐倒駆除96㎡） 

保全松林健全化整備 24.6ha

※駆除措置の内容については、資料編を参照 



推進するため、各種の景観に資する公共事業等を

実施しています。

三重県屋外広告物条例では「屋外広告物沿道景

観地区制度」が規定されており、通常の基準より

も厳しい基準を設定できることとしています。現

在県内では５地区が指定されています。
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表３－２－４　屋外広告物沿道景観地区 

（平成17年３月末現在） 

地 区 名  場 所 

伊 勢 志 摩  
景 観地区Ａ  

国道42号のうち、国道23号との交差点か 
ら県道阿児磯部鳥羽線との交差点まで 

長 島 
景 観 地 区  

県道水郷公園線のうち、国道１号との交 
差点から桑名市長島町松蔭と長島町浦安 
との境まで 

奥 伊 勢 
沿道景観地区 

国道42号の伊勢自動車道勢和多気インター 
交差点から大紀町と紀伊長島町との境ま 
で 

紀北景観地区 
国道42号のうち、大紀町と紀伊長島町の 
境から尾鷲市と熊野市との境まで 

紀南景観地区 
国道42号のうち、尾鷲市と熊野市の境か 
ら和歌山県境まで 

●
良
好
な
景
観
の
形
成
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1 
1－1 指定文化財の保護・活用

三重県には、国指定文化財が247件、県指定文

化財が519件あり、市町村指定文化財も含めると

約2,000件を超えるなど、歴史・文化・学術的に

優れた文化財が多くあります。

しかしながら、その保護・保存に関しては、経

年変化による損傷や収蔵・保管に要する施設や財

源の不足など多くの問題を抱えており、今後、適

切な保護、保存を行うとともに、文化財の積極的

な活用を図っていくことが大きな課題となってい

ます。

平成16（2004）年度には、指定文化財の適正

な保護とその活用を図るため、所有者または管理

者（管理団体）が行う文化財保護事業に対して支

援しました。

斎宮跡の歴史ロマン再生

斎宮跡は、指定面積が137ｈａを有する全国屈

指の史跡であり、史跡解明のための調査が昭和45

（1970）年以来継続的に実施されています。

平成８（1996）年度には、史跡整備の促進、

史跡の有効活用を図るため、史跡斎宮跡整備基本

構想を公表し、この構想による整備地区全体が歴

史ロマンを実感できる基本計画を策定しました。

平成９～13（1997～2001）年度には斎宮跡歴

史ロマン再生事業として、近鉄斎宮駅北側におい

て、体験学習施設・１／10史跡全体模型を中心と

する本格的な史跡整備を実施して一般公開し、多

くの来訪者が訪れました。

1－2 登録有形文化財の保護・活用
三重県には、旧飯南郡図書館をはじめとする公

共建築や紡績工場等の建造物など、約627件の近

代遺産が確認されています。これらの近代化遺産

の保護活用については、文化財登録制度の導入に

伴い、各都道府県での対応が求められています。

平成16（2004）年度は、海山町郷土資料館・

麻吉旅館本館など７件が国の登録有形文化財に登

録されました。

文化財等の保護・活用

1－3 埋蔵文化財の調査・保存
三重県内には、約13,000件の埋蔵文化財の所在

が確認されており、各種開発事業に際しては、原

則としてそれらを現状保存することとしていま

す。

しかし、埋蔵文化財の保護と開発との調和を図

るうえから、やむを得ず事前に発掘調査を実施し

て、結果を記録として後世に残すことも行ってい

ます。

平成16（2004）年度に、三重県埋蔵文化財セ

ンターが各種開発に伴い実施した発掘調査は13遺

跡、斎宮歴史博物館が、斎宮跡の解明のため実施

した発掘調査は２地区でした。

1－4 史跡等指定地域の公有地化の推進
三重県内における史跡、名勝は国指定40件、

県指定76件です。史跡斎宮跡等では史跡の有効活

用を図るため、公有化が進められています。

平成16（2004）年度は、史跡の公有化の推進

と保存活用を図るため、国指定史跡等の土地買上、

整備事業等に対して支援しました。

1－5 歴史的・文化的な遺産
わが国の中央部に位置し、東西日本の結節点と

して古くから開けてきた三重県には、数多くの歴

史的・文化的な遺産があります。

それらの多くは、有形文化財、無形文化財、民

俗文化財、史跡・名勝・天然記念物に指定され保

護されています。
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表３－３－１　三重県内の埋蔵文化財数 

（平成17年３月31日）  

遺 　 物 　 散 　 布 　 地 4,261

古　　　　　　　　　　墳 6,854

社　　　　寺　　　　跡 441

城　　　　　　　　　　跡 1,210

古　　窯　　跡　　等 169

そ　　　　の　　　　他 591

合　　　　　　　　　　計 13,526



2 
) 歴史的・文化的遺産を活かした風情あるまちづ

くりの推進

県内の歴史的・文化的遺産の価値や保全状況を

地域住民等との協働により明らかにするととも

に、保全・活用に貢献できる人材の育成を進め、

これらの遺産を活用した地域づくり活動を支援し

ます。

①　歴史的・文化的遺産保全活用アドバイザー

（仮称）養成講座

地域の歴史的・文化的遺産の再発見・保全・

活用支援などができるアドバイザー養成講座の

カリキュラムなどについて住民等と検討を行い

ました。

②　歴史的・文化的遺産データブックの作成

県内に点在する歴史的・文化的遺産のデータ

ブックを作成するマニュアルを住民等と検討を

行いました。

③　歴史的・文化的遺産に関する住民意識の向上

県内各生活創造圏において、平成11（1999）

年度から平成13（2001）年度にかけて策定し

た「みえ歴史街道地域別推進計画」に基づき、

文化遺産に関する住民意識の向上を目的とした

取組みを行いました。

④　三重県歴史文化的景観保全活用システム（仮

称）の検討

歴史的・文化的景観の保全・活用

景観法など景観行政の最新動向、県外の先進

事例の状況、各部局が所管する歴史文化的景観

保全関連制度などを調査し、三重県が主体的に

取り組む歴史文化的景観の保全活用施策につい

て三重大学と共同研究を行いました。

* 歴史の道整備・活用

平成９（1997）～11（1999）年度に策定した

整備活用総合計画Ⅰ～Ⅲに基づき、歴史の道整備

事業の支援を行いました。

平成15（2003）～平成16（2004）年度は、熊

野参詣道伊勢路の整備活用推進事業について支援

しました。

+ 熊野参詣道（伊勢路）の保全・保護

平成16（2004）年７月に、熊野参詣道伊勢路

を含む「紀伊山地の霊場と参詣道（さんけいみち）」

がユネスコの世界遺産に登録されました。

吉野・大峯、熊野三山、高野山の三霊場とこれ

らを結ぶ大峯奥駈道、熊野参詣道、高野山町石道

の参詣道が対象で、三重、奈良、和歌山の三県に

またがっています。

登録にあたっては、これらの遺産がその後の宗

教観や歴史に多大な影響を与え、また良好な形で

継承されていることが評価されました。

三重県は、熊野古道として親しまれている熊野

参詣道伊勢路、全長140㎞のうち、約35㎞が峠道

などとして往時のままの状況で残っています。
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表３－３－２　三重県内における国・県の指定文化財 

（平成17年３月末現在） 

指定区分 国 県 計 
 

絵画 
彫刻 
工芸品 
書跡・典籍・古文書 
考古資料 
歴史資料 
工芸技術 
芸能 
無形民俗文化財 
有形民族文化財 
特別史跡 
特別天然記念物 
特別名勝及び天然記念物 
史跡 
史跡及び名勝 
史跡及び天然記念物 
名勝 
 
名勝及び天然記念物 
名勝及び史跡 

天然記念物及び名勝 
計 

重
要
文
化
財
＝
有
形
文
化
財 

文
化
財 

無
　
形 

文
化
財 

民
　
俗 

記
　
　
　
　
念
　
　
　
　
物 

21
19
63
17
36
8
3
1
0
7
1
1
2
1
33
0
0
4
2
0

1
247

40
32
100
49
52
25
2
1
1
33
23
－ 
－ 
－ 
66
2
0
8
0
1

1
519

61
51
163
66
88
33
5
2
1
40
24
1
2
1
99
2
0
12
2
1

天然記念物（地域を定めず） 9 4 13
天然記念物 18 79 97

2
766

建造物 



1 
1－1 三重県庁の率先実行取組

三重県では、県民や企業の皆様から信頼できる

パートナーとして認めていただけるよう、県自ら

がまず環境負荷の低減に率先して取り組んでいま

す。

県庁の率先実行の取組や、県民・企業等との協

働・連携による環境負荷低減に向けた取組が評価

され、平成13（2001）年４月の「第10回地球環

境大賞(優秀環境自治体賞）」(フジサンケイグル

ープ及び日本工業新聞主催）に続き、平成14

（2002）年４月には「第２回自治体環境グランプ

リ（エコライフスタイル推進部門賞）」（主催：

（財）社会経済生産性本部）を受賞しました。

) 多様な県機関へのＩＳＯ１４００１の導入

・平成12（2000）年２月に、三重県庁の本庁舎と

その周辺機関でＩＳＯ１４００１の認証を取得

し、オフィス活動を始め、イベントや公共工事、

環境基本計画を含む全ての事務・事業活動での環

境負荷低減の取組を進めています。

・平成13（2001）年３月には、認証範囲を全ての

地域機関に拡大し、平成14（2002）年２月には

医療機関や県立学校２校等において、また、３月

には県立大学及び試験研究機関において、ＩＳＯ

１４００１を認証取得しました。さらに、平成14

（2002）年度には県立学校６校が認証取得し、平

成15（2003）年度には試験研究機関が一部拡大

認証しています。

* 継続的改善を目指した三重県庁ＩＳＯ１４００

１の取組

・三重県庁ＩＳＯ１４００１の４年間（平成11

（1999）年度～15（2003）年度）の取組では、オ

フィス活動における省資源、省エネルギーといっ

た側面において大きな成果をあげることができま

した。

・全てのオフィスで個人のゴミ箱を撤去するなど、

廃棄物の減量と分別を徹底しており、その結果、

平成15（2003）年度の全県庁でのリサイクル率

は83％でした。

・平成15（2003）年度の結果では、平成13（2001）

年度に比較し炭素換算で約120㌧の二酸化炭素を

県における環境経営の推進

削減しました。

・経費節減効果については、平成11（1999）年度

から平成13（2001）年度までの３年間で約16億

円でした。また、平成15（2003）年度は平成13

（2001）年度に比較して約730万円でした。

・平成14（2002）年度には、こうした事業主体と

しての環境負荷低減の取組をとりまとめ、都道府

県の一般行政レベルでは初めて「環境報告書」と

して発行しました。なお、この環境報告書は、県

民や事業者との「次世代に誇れる三重の環境づく

り」についてのコミュニケーションツールの一つ

として活用しています。平成16（2004）年度は、

環境教育の充実を図る一方、「システムの効果的

効率的な運用」を行っていきます。

・平成14（2002）年度は認証取得から３年目を迎

え、システムの大幅な見直しを行い、平成15

（2003）年２月に登録更新しました。特に更新シ

ステムでは、全ての部局において、「環境に有益

な事業（64事業）」を環境目的・目標に定め、地

球温暖化防止など、地球規模の環境保全や改善を

積極的に進めていくこととしました。また、平成

16（2004）年度には、第８回環境コミュニケー

ション大賞環境報告書部門において、都道府県レ

ベルとしては初めて「奨励賞」を受賞しました。

1－2 環境調整システムの推進
三重県では、自ら実施する開発事業について、

その計画を立案する段階から、環境保全に対する

配慮を審議・調整する環境調整システムを運用

し、県開発事業における環境配慮の徹底を図って

います。平成16（2004）年度には３件の開発事

業について審議・調整を行いました。

対象とする開発事業の種類は次のとおりです。

①道路の整備

②河川・ダム等の整備

③海岸の整備

④公有水面の整備

⑤港湾の整備

⑥森林の整備

⑦公園の整備

⑧下水道の整備

⑨水道の整備

⑩農業農村の整備

⑪発電所の整備

⑫建物の建設

⑬用地の整備

69

第4 章 自主・協働による環境保全活動の促進

環境経営の推進第1 節



⑭その他

1－3 組織的な取組を進める三重県庁のグリー
ン購入

・平成13（2001）年10月１日に「みえ・グリーン

購入基本方針」を新たに策定し、平成13（2001）

年度に日常的に購入する全ての消耗品（単価契約

物品）を環境配慮型商品にしました。平成14

（2002）年度からは、物品だけでなく、役務や公

共工事部門についても数値目標を定めてグリーン

購入に取り組んでいます。

・公用車については、「三重県低公害車等技術指針」

を平成17（2005）年４月に改正し、より一層の

低公害車の導入を進めています。

・県庁の各機関を結んだ情報ネットワークとリサイ

クルセンターを利用したリサイクルシステムを構

築し、各部署で不要になった物品の情報交換と有

効利用を行っています。

・なお、平成12（2000）年５月には、グリーン購

入ネットワークから「第３回グリーン購入大賞」

をいただきました。

1－4 ＬＣＡ手法を応用した環境経営のまちづ
くりの推進

・21世紀においては、環境と経済を同軸で捉え、環

境配慮が経済的価値の創造へ、経済価値の追求が

環境配慮へと、お互いが相乗効果を発揮する｢環

境経営｣の推進が必要です。

・ＬＣＡ（Life Cycle Assessment）は、製品やサー

ビスの環境負荷を資源採取の段階から原料素材

化、生産及び製品の使用・廃棄段階まで製品の生

涯（ライフサイクル）全体に渡って、資源及びエ

ネルギーの使用量や環境に影響を及ぼす排出物を

定量的に把握し、評価する手法です。

・本県では、液晶（フラットパネルディスプレイ）

産業の県内進出を契機に、このＬＣＡ手法を応用

し、県民、企業、行政の協働によって、環境負荷

低減と経済の活性化を目指した｢環境経営のまち

づくり｣を推進するため、平成15（2003）年度か

ら、多気町を対象にモデル的な取組を行っていま

す。

2 
2－1 生活創造圏づくり推進事業の実施

生活創造圏づくりは、市町村の広域連携や住民

参画の推進などを踏まえ、県も参画しながら個性

ある豊かで住みよい生活圏域を創り出していこう

とするものです。

「生活創造圏づくり推進事業」において、この

生活創造圏づくりの推進に資する市町村等の事業

を支援することとしており、平成16（2004）年

度においても広域的な環境保全のための事業や先

見性・創造性に富んだ環境保全対策を行う市町村

等に対し支援を行っています。

2－2 市町村等におけるＩＳＯ１４００１ネッ
トワーク化の促進

・市町村が率先して環境保全に取り組むことは、地

域での環境保全活動の推進に大きな効果があるこ

とから、ＩＳＯ１４００１の認証取得を支援して

きました。

・平成16（2004）年度は、行政機関におけるその

効果的運用などの課題に対応していくため、市町

村ＩＳＯ１４００１の運用状況の実態調査を行い

ました。

・市町村相互の情報交換や、市町村と県とのネット

ワーク化を進めることにより、環境保全取組の一

層の向上を図るため、三重県自治体ＩＳＯ１４０

０１ネットワーク会議を立ち上げました。

3 
3－1 環境保全施設整備に対する支援
) 三重県環境保全資金融資制度

県内中小企業の公害防止、環境保全等の環境問

題に対する取組に対し、必要となる資金の融資を

実施しました。

平成16（2004）年度には、融資件数が124件、

融資額が1,034,343,000円でした。

事業者の環境経営の促進

市町村における環境経営の促進
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* 三重県環境保全施設整備資金利子補給制度

この制度は、環境保全施設整備資金の融資を受

けた中小企業者が取扱金融機関に支払った利子に

対し、県が利子補給を行うもので、昭和46

（1971）年９月から実施しています。（平成９

（1997）年度以前の貸付分が対象）

3－2 環境関連産業の振興
産学連携でセミナー等を実施し、企業が新たな

事業活動のヒントを得る機会を提供する「みえ新

産業創造・交流会」において、環境分野における

産学交流、企業間交流事業を実施するとともに新

規事業の創出に係る各種支援制度の普及・啓発を

図りました。

3－3 日本環境経営大賞による環境経営の普及
・環境経営の普及と定着を図るため、学界や経済界

等との協働により、全国の事業所を対象に優れた

環境経営の取組を顕彰する「日本環境経営大賞」

を実施しています。

（第１回目（平成14（2002）年度） 応募件

数：149 受賞者数：14）

（第２回目（平成15（2003）年度） 応募件

数：121 受賞者数：17）

（第３回目（平成16（2004）年度） 応募件

数：125 受賞者数：15）

・この表彰を通じて、環境と経済を同軸に捉えた

｢環境経営｣の理念を普及するとともに、環境に関

する人材・技術のネットワークを構築し、企業経

営者等を対象にした全国の優れた環境取組を学ぶ

「環境経営サロン」を開催するなど、県内企業等

の環境経営の向上を促進します。（平成17（2005）

年３月末現在　開催回数：７回　参加者数：475

名　参加企業：314社）
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 表４－１－１　三重県環境保全資金融資制度 

項 目 内 容 

融資限度額 １企業・組合　5,000万円 

融 資 利 率 
年率1.4％ 
　ただし、保証を付けない場合は1.6％ 

保 証 料 協会所定料率　－0.3％ 

資 付 期 間 
設備資金10年以内（据置期間１年以内を含む） 
運転資金５年以内（据置期間６ヶ月以内を含む） 

返 済 方 法 
 

原則として、割賦 

融 資 対 象 

)　公害防止活動 
ア　公害防止施設の設置 

*　環境保全活動 

+　事業者が経営の多角化として新たに開始す 
　るリサイクル関連の事業活動 

,　ISO14000シリーズの認証取得 

ア　フロン対策 

ウ　リサイクル関連施設の整備等 
エ　温暖化防止対策施設の整備等 

イ　工場又は事業場の公害防止のためにする 
　移転 

①土壌汚染対策法（平成14年法律第53号。 
　以下「法」という。）第２条第２項に 
　規定する土壌汚染調査のうち、法第３ 
　条第１項に基づく土壌汚染調査 

①フロン回収装置の設置 
②フロン漏洩防止工事 

イ　環境保全型施設の整備等 

①RDF利用設備の設置 
②自然エネルギー有効利用施設の設置 
③低公害車（電気自動車、天然ガス自動 
　車、メタノール自動車及びハイブリッ 
　ド自動車）の購入 
④自動車NOx・PM法に基づく排出基準非 
　適合車を廃車し、排出基準適合車への 
　買い替え 
⑤使用過程のディーゼル車の天然ガス自 
　動車への改造 
⑥自動車NOx・PM法に基づく排出基準非 
　適合車を排出基準適合者とするNOx・ 
　PM低減装置の装着 

②法第２条第２項に規定する土壌汚染調 
　査のうち、法第４条に基づく土壌汚染 
　調査 

③法第７条第１項及び第２項に規定する 
　汚染の除去等の措置 

④法第８条第１項の規定による請求に係 
　る汚染の除去等の措置に要した費用負 
　担 

ウ　土壌汚染の除去等 

表４－１－２　三重県環境保全施設整備資金利子補給金の 
　　　　　　　推移 （単位：円） 

年 度 利 子 補 給 

S46～H７ 1,028,162,300

12,836,600

10,541,300

7,192,000

4,342,700

2,395,500

1,133,900

H８ 

H９ 

H10

H11

H12

H13

507,100H14

92,500H15

4,600H16



3－4 鈴鹿山麓リサーチパークの整備
鈴鹿山麓リサーチパークは、鈴鹿山麓研究学園

都市の中心地区として、環境保全技術、バイオテ

クノロジー、新素材等に関する研究開発技能の集

積を図るため、展示施設、研修施設などの施設及

び会議施設等の整備を促進しています。

これまでに

・6国際環境技術移転研究センター

・㈱三重ソフトウェアセンター

・三重県鈴鹿山麓研究学園都市センター

・テクノフロンティア四日市

・三重県科学技術振興センター保健環境研究部

・タカラバイオ㈱ドラゴンジェノミクスセンター

などが立地しています。

3－5 環境に優しい生産技術の確立
農林水産業における環境ビジネスの育成・振興

のための、生産性向上、省力化、高付加価値化等

生産現場に直結した技術の確立が重要です。

平成16（2004）年度には、持続的養殖生産確

保法に基づき、漁業者が養殖漁場の漁場利用計画

を樹立し、県が決定しました。

3－6 小規模事業所向けＥＭＳ（環境マネジメ
ントシステム）の導入

平成16（2004）年９月に三重県では、幅広く

県内事業者の環境経営の取り組みの促進を目指し

て「具体的で取り組みやすく、かつ、費用負担の

少ない」ミームス（Ｍ－ＥＭＳ）と呼ばれる環境

マネジメントシステム規格および審査制度を設立

し、制度普及のための説明会・相談会、審査体制

を充実するための審査員研修会を開催するととも

に、平成17（2005）年３月までに30事業者にお

いて環境マネジメントシステムの構築を進めまし

た。
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1 
1－1 三重県環境学習情報センターの充実

県民に開かれた環境教育・学習・情報受発信の

拠点として研修機能、情報提供、展示啓発機能等

を整備し、子どもから大人まで幅広く利用できる

拠点施設として活用・充実に努めています。

1－2 地域にある環境資源を活かした環境教育
施設の整備

) 宮川流域エコミュージアム事業の推進

宮川流域ルネッサンス事業における「人と自然

の共生」のシンボルプロジェクトである宮川流域

エコミュージアムを宮川流域12市町村で地域の住

民と協働して推進を図りました。

宮川流域エコミュージアムでは、流域に点在す

る地域の環境、歴史・文化、暮らし等を体感でき

る魅力ある空間をフィールドとしてとらえます。

フィールドの成立条件としては、流域の豊かな

環境を体感できる「場所」で魅力を伝える「流域

案内人」が存在していることを考えており、案内

人は知識だけではなく、熱い想いや地域の誇りを

伝えます。

また、12市町村連携のシンボルとして、森林

の豊かさが、中下流の環境を支えていることを体

感できる「ルネッサンスの森」を整備し、水源涵

養林として理解を促進し、林業体験、環境学習等

の場として活用しました。

環境教育・環境学習の拠点施設の活用

* ビジターセンターの整備

ビジターセンター（博物展示施設）では、自然

公園の地形、地質、動物、植物、歴史等を公園利

用者が容易に理解できるよう解説又は実物標本、

模型、写真、映像、図表などを用いた展示を行っ

ています。

2 
2－1 学校・社会における環境教育・学習の推進
) 環境教育・学習の推進

三重県では、三重県環境教育基本方針に基づき、

三重県環境学習情報センターを環境学習基幹施設

として、環境教育・学習を推進するとともに、学

校教育・社会教育の場においても、環境教育・学

習を推進し、環境月間行事・緑化運動などを通じ

て、環境保全思想の普及啓発に努めています。

これらの事業の推進には、三重県の環境保全を

図ることを目的に平成２（1990）年３月に設立

した「三重県環境保全基金」の運用益等を活用し

ています。

環境教育・環境学習の充実
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図４－２－１　三重県環境学習情報センターでの環境教育に 
　　　　　　　関する主な業務内容 

業務の柱 

主な業務 

①持続可能な社会の構築のため、実践的な行動を 

　促す環境教育 

②環境保全活動のパートナーシップの推進 

③人と情報のグローバルなネットワークの構築 

・展示コーナーやライブラリーコーナーの整備、活用 

・参加、体験型の環境講座、環境教室、交流事業等の実施 

・地域の活動リーダーや環境学習指導者等の養成 

・環境教育のためのプログラム開発、調査研究 

・ホームページ「三重の環境」を活用した環境教育に係る 

　情報の発信 

・県民、ボランティア団体、企業とのネットワーク化 

表４－２－１　ビジターセンター一覧表 

自然公園名 施 設 名 所在地 

伊 勢 志 摩 
国 立 公 園 

鳥羽ビジターセンター 鳥羽市 

登茂山ビジターセンター 志摩市 

横山ビジターセンター 志摩市 

鈴鹿国定公園 藤 原 岳 自 然 科 学 館  いなべ市 

表４－２－２　環境教育・学習の状況（平成16年度） 

区 分 内　　　　　　容 

参 加 型 環 境 学 習 
講 座 の 開 催 

環境学習情報センターにより講座及び出 
前講座「大気・水質チェック教室」、「ごみ・ 
リサイクル講座」や夏休みの「こども環境 
講座」など100講座以上を開講しました。 

環境教育教材の貸出 
環境啓発用パネルや、環境学習用キッ 
トの貸出しをしました。 

環 境 教 育 
指 導 者 の 養 成 

環境学習指導者養成講座として「プロ 
ジェクトワイルド（米国の環境教育指導 
法）エデュケーター養成講座」、「インタ 
ープリター養成講座」、「みえ環境学習セ 
ミナー」などを開講しました。 
また、指導者養成講座の修了者を対象 
に「環境教育指導者養成実践講座」を 
開講しました。 

そ の 他 

市町村等が実施する環境フェア等への 
啓発パネル等の貸出や出展参加を行い 
ました。 
県内小中高等学校等の社会見学受入れ 
や環境体験教育を120回以上実施しま 
した。 



* こどもエコクラブ活動

こどもエコクラブ活動は、次世代を担う子ども

たちの将来にわたる環境保全への高い意識を醸成

し、環境への負荷の少ない持続可能な社会を構築

するため、平成７（1995）年６月から環境省に

より始められました。県内でも環境の保全に関す

る取組を行う意志を有する小学生、中学生が、そ

れぞれの地域でこどもエコクラブを結成し、環境

に対する理解を深めるための学習・研究活動や美

化活動、リサイクル活動などの実践運動に積極的

に取り組んでいます。

こうしたこどもエコクラブ活動を定着させると

ともにその活用をさらに推進するため、各クラブ

のメンバー・サポーターを対象とした交流会や活

動を支える市町村担当職員を対象とした研修会を

開催するなどこどもエコクラブ活動を支援してい

ます。

平成16（2004）年度は、310クラブ7,429人と

なり会員数・加入率とも４年連続で日本一となり

ました。

+ 身近な環境問題への取組の推進

県内の幼・小・中・高等学校及び盲・聾・養護

学校では、身近な地域の環境問題の学習や豊かな

自然環境のなかでの様々な体験活動を通して、自

然の大切さを学ぶとともに、家庭・地域社会や民

間団体との連携を深め、環境保全に関するボラン

ティア活動などを進めています。

ア　「学校環境デー」の実施

「学校環境デー」（６月５日）を中心とした時

期に、各学校が創意工夫した活動を行うことを

通して環境教育に取り組む気運をさらに高め、

よりよい環境づくりや環境に配慮した望ましい

行動がとれる児童生徒の育成を図っています。
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イ　県立学校における環境マネジメントの取り組み

県立学校では平成13（2001）年度に２校、平

成14（2002）年度に６校がＩＳＯ１４００１認

証を取得し、それぞれの学校で定めたマネジメン

トシステムに基づき、環境教育及び環境保全活動

に取り組んでいます。

また、平成16（2004）年度は、認証取得校の

ノウハウをもとに、他の県立学校で取り組むため

の独自の簡易なマネジメントである「県立学校環

境マネジメント」の準備を進めてきました。

平成17（2005）年４月からは全ての県立学校

がＩＳＯ１４００１又は県立学校環境マネジメン

トに取り組みながら環境教育及び環境保全活動を

充実していきます。

2－2 環境教育に係る情報ネットワークづくり
環境教育を効果的かつ円滑に推進していくた

め、人材データベースとして、「地球環境を伝え

る人」をインターネットで提供し、環境教育に関

する情報の周知を図りました。

4章2節

表４－２－３　交流会、研修会の実施状況 

区 分 期　日 内　　　容 

こ どもエコクラブ 
市町村担当者研修会 

平成16年 
　５月27日 

市町村コーディネータ 
研修　　　参加者30人 

Mieちびっこエコ王国大会 
平成16年 
８月26・27日 

環境体験学習など 
　　　参加者4,400人 
（こどもかんきょう体感 
フェア2004と同時開催） 

こ ど もエコクラブ 
県内交流会inうえの 

平成16年 
　10月23日 

環境体験学習や活動 
発表（上野市（現伊賀市） 
で開催）参加者276人 



1 
1－1 県民運動の促進
) 地域で活躍する環境ＮＰＯ等への支援

平成12（2000）年２月に「三重の21世紀環境創

造活動支援基金」を設立し、その運用を三重環境

県民会議に委ねて、地域で活動する環境ＮＰＯ等

の活動を支援しています。三重環境県民会議では、

県内各地で地域交流会を開催（平成16（2004）

年度；18回）するとともに、県内各地で環境保全

活動を展開する24団体を地域情報連絡団体とする

ネットワークを形成しています。なお、24の地域

環境情報連絡団体との情報共有体制を発展的に解

消し、地域の環境ＮＰＯのニーズやシーズを探る

県内12ヶ所のネットワーク拠点の基盤整備を行う

ため、地域環境情報連絡局を新たに募集し、まず、

３地域（３団体）から情報のネットワーク拠点が

できました。今後、平成18（2006）年度末には

12ヶ所のネットワーク拠点づくりに向けた活動を

行うこととしています。また、平成17（2005）

年２月20日には、環境ＮＰＯの活動発表会「エコ

リンピックみえ２００５」を開催しました。

* 豊かな森林と水を考える県民運動

平成13（2001）年度から、市民団体、ＮＰＯ

と協働して、参加者が里山保全活動や自然観察な

どを通して、楽しみながら自然環境を学習すると

ともに清掃活動などを行う「身近な自然を体験す

る県民デー」を展開しています。（平成16（2004）

年度：31会場で実施　参加者数3,416名）

1－2 河川の維持・美化を行う団体の活動支援
県管理河川の総延長は2,337㎞、海岸延長は

564.7㎞におよび、河川海岸環境美化について河

川海岸管理者だけの対応には限界があります。適

正な河川海岸管理を行っていくためには、県民参

加によるボランティア活動は望ましい形態であ

り、ボランティア活動団体の育成、支援に努める

必要があります。

平成16（2004）年度には、県管理12河川におい

て、ボランティア活動団体及び市町村を対象にパ

ンジー、サルビア、あじさい等の花木の苗、種子

等を提供しました。また、河川環境美化ボランテ

地域における自主的な環境保全活動の促進

ィア活動を行う126団体に対し支援を行いました。

1－3 道路、河川等の清掃
快適で安全な道路環境の確保及び河川・海岸等

の美化を図るため、道路敷の除草、ゴミ、空き缶

等の清掃及び河川敷の除草や海岸等の流木処理、

清掃を行いました。

また、道路、河川、海岸等の美化活動の推進を

図るため、ボランティア団体等に作業用物品の提

供等の支援を行っており、平成16（2004）年度

の実績は、道路関係で167団体、河川関係で126

団体、海岸等の関係で70団体となっています。

平成11（1999）年度からは、地域住民に道路

の一定区間の除草、ゴミ拾い等の世話をお願いす

る「ふれあいの道事業」を実施しており、32団体

（平成16（2004）年度実績）の団体が活動を行い

ました。

1－4 森林ボランティアの育成
県民が自主的に参画する県民参加の森林づくり

を進めるため、平成16年度には、緑を育てる活動

を通じて森林に親しみ、森林整備活動に参加した

いと考える人たちのリーダーとなる方を対象に森

林管理技術の取得を目的とした、森林ボランティ

ア育成研修会を開催しました。

1－5 「こどもかんきょう体感フェア２００４」
の開催

・次世代を担う子供たちが環境問題を考え、自ら進

んで環境保全活動へ参加するよう、ＮＰＯ、関連

団体、企業及び行政などの協働・連携による学

習・体験の場を設け、環境教育・学習を進めてい

ます。

・平成16（2004）年度は、８月26日・27日の２日

間にわたり、環境負荷低減の新しい技術（太陽光

発電・燃料電池など）とのふれあいを、市民レベ

ルでの環境保全活動への参加・体験を行う「こど

もかんきょう体感フェア２００４」を開催しまし

た。（来場者数：4,400人　出展62）
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 表４－３－１　平成16年度　研修開催状況 

期　日 場所 内 容 

Ｈ17年１月 
22、23日（土、日） 

芸濃町 
安全な作業（間伐作業） 
作業機械の安全点検・整備 

参加人数 

27人 

地域における環境保全活動の促進第3 節



2 
2－1 広範な県民参加で進める環境県民運動の
展開

) 広範な県民運動を進めるためのしくみ「みえ

環境県民運動協議会」

全県的に環境保全活動を展開している市民団

体、ＮＰＯ、企業等多様な主体と協働し、平成16

（2004）年８月31日に「みえ環境県民運動協議会」

を設立しました。

協議会では、それぞれの役割に応じて機能分担

しながら相乗効果を発揮させ、「新しい時代の公」

の担い手として広範な環境問題に対応するなど地

域環境力を高めることを目的としています。

また、環境保全活動をより確実に、継続的に、

自主的に実践するための横断的な連携を図る場と

して、また、地域の活動を活性化させる人づく

り・組織づくりの場としての機能となります。

* 地球温暖化防止をめざす県民運動

家庭においてＣＯ２排出量の削減を促進するた

めには、県民一人ひとりが自らのライフスタイル

を環境にやさしい形に変革していく必要があり、

平成13（2001）年度から一般家庭における電気

使用量の節減量に応じて参加グループに活動支援

金を交付する「夏のエコポイント事業」を展開し

ています。

平成16（2004）年度は、「夏のエコポイント」

に加え、ガス・水道のエネルギー使用量節減にま

で拡大した「みえのエコポイント２００５新春」、

レジ袋削減、廃食油リサイクル等を加えた仕組み

を構築しました。（エコポイント取組世帯数：２

期計　20,039世帯）

2－2 28℃の適正冷房を推進する「夏のエコス
タイル」

・平成11（1999）年度から関西広域連携協議会の

加盟団体とともに、夏季の一定期間において冷房

温度を28℃に設定し、ノーネクタイ、ノー上着な

どの軽装で過ごそうという「夏のエコスタイル」

に取り組んでいます。

・県庁内では、日常的な勤務はもちろん会議や出張

の場面でも夏のエコスタイルが徹底され、一つの

ライフスタイルとして定着してきています。

・平成16（2004）年度は、６月21日（夏至）～９

各主体の連携による環境保全活動の促進

月23日（秋分の日）を「夏のエコスタイルキャン

ペーン」期間として、取組を行いました。

2－3 年間を通して行う自主的な庁舎周辺の美
化行動

・勤務する職場や周辺を美しくすることは、快適な

生活環境づくりを行う第一歩と考え、県職員自ら

が各職場で年間を通して自主的に庁舎周辺の美化

行動を行っています。

・平成16（2004）年度は、約3,680人の県職員がこ

のボランティア活動に参加しました。
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1 
1－1 6国際環境技術移転研究センターによる
環境保全活動

環境問題のなかで、とりわけ大気、水質等の環

境汚染問題が顕著化している開発途上国等の諸外

国に対して四日市地域を中心として中部圏に蓄積

された環境保全に資する産業技術を移転するた

め、中部圏を中心とする産業界、学界等の全面的

な支援を得て、「6国際環境技術移転研究センタ

ー」（ICETT）を設立し、地球環境保全に資する

産業技術の移転を進めています。

平成16（2004）年度においても、国、地方公

共団体、産業界、学界等の広範な支援・協力を得

て、産業公害防止に関する研修・技術指導、研究

開発、調査・情報提供等を行いました。これらの

事業の有機的連携によって、諸外国の特性に応じ

た円滑な技術移転の推進を図りました。

1－2 6国際環境技術移転研究センターの機能
強化

6国際環境技術移転研究センター（以下ICETT）

は企業や県民からの発展途上国に関する環境情報

提供の強い需要に応えるため、その蓄積している

情報の発信に努めています。そのため既存情報ば

かりでなく新たな情報収集を毎年行い、収集した

データを整理・データベース化し、ホームページ

を開設し、情報発信しています。平成16（2004）

年度も引き続きゼロエミッションをはじめとする

環境情報の収集と、環境情報ネットワークシステ

ムの充実を図りました。

また、平成14（2002）年３月に認証取得した

ＩＳＯ14001に基づき、エコオフィスにおける省

資源・省エネルギー・リサイクルばかりでなく、

事業関係者による事業評価も取り入れた「質の向

上」を実施しています。この認証取得を通して

ICETTは国内受入研修員にも実行を促す等関係者

への環境意識の向上を目指した活動を展開してい

ます。

さらに平成15（2003）年10月、気候変動枠組

条約の実施をサポートする機関で、欧州を中心と

した地球環境問題を目的とした組織であるＣＴＩ

（気候技術にかかる自発的活動）の事務局となり、

国際的な環境協力・貢献の推進

世界的な地球環境問題解決に貢献できるよう活動

を展開していきます。

1－3 科学技術振興センター保健環境研究部に
おける調査研究

地球規模の環境問題に係る調査研究を進めるた

め、科学技術振興センター保健環境研究部におい

て、県内の酸性雨の実態を平成元年度から継続し

て調査しています。またICETTと連携した発展途

上国の研修員等の研修受入などを行っています。

2 
2－1 姉妹友好提携先に対する環境協力の推進

中国河南省への環境保全支援として、平成８

（1996）～９（1997）及び15（2003）、16（2004）

年度には河南省へ三重県担当者を講師として派遣

し、現地研修を行いました。

平成５（1993）～７（1995）及び10（1998）

～16（2004）年度にはICETTにおいて河南省職員

の受入研修を実施しました。

2－2 その他の国際協力
アジア自治体の環境改善を支援するため、アジ

アの開発途上国の自治体を対象に、環境改善計画

策定、人材育成、専門家派遣、適地技術の移転等

を有機的に組み合わせ、総合的にモデル事業を実

施し、その結果をアジアの他の自治体へ波及させ

ることとしています。

平成16（2004）年度は、ベトナムにおいて事

業を実施しました。

国際環境協力の推進
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1 
1－1 総合的・重点的施策の推進
) 流域圏づくりの推進

最近、安全でおいしい水や親水空間へのニーズ

の高まりが見られ、全国各地で河川の環境保全や

上下流の交流・連携に取り組む事例が盛んになっ

ています。また、河川法で河川環境の保全と整備

が目的として明示されるなど、行政の側にもこう

した動きに対応した変化が見られるようになって

います。

三重県内には、七つの一級河川をはじめとする

河川があり、それぞれ産業や生活に役立つ利用が

なされるとともに、様々な問題を抱えています。

河川を軸とした面的な地域を「流域圏」として捉

え、山から海に至るまでを一体的にみた施策の推

進を図ることが求められています。

平成９（1997）年度から流域圏づくりのモデ

ル事業として、宮川流域ルネッサンス事業に取り

組んでいます。有識者によるルネッサンス委員会

での議論や流域住民との地域懇談会を経て、平成

10（1998）年２月に事業推進の理念を示す宮川

流域ルネッサンス・ビジョンを策定し、12月には、

2010年を目標年度とした基本計画を策定しまし

た。

平成12（2000）年度には流域内に事務所を設

置するとともに、協働の組織である宮川流域ルネ

ッサンス協議会も結成されるなど、流域での活動

が活発化しつつあり平成15（2003）年３月には

「動きだす清流」第２次実施計画、平成16（2004）

年４月には「宮川流域エコミュージアム推進計画」

を協議会と県で策定し、地域主導の取り組みをす

すめました。

また、宮川流域以外の流域についても流域圏づ

くりの波及を進めていきたいと考えています。

* 日本まんなか共和国（福井・岐阜・三重・滋賀）

連携の実施

日本のまんなかに位置する４県が、交流・連携

により環境重視の地域づくりをめざし、次の取組

みを進めました。

（主なもの）

・子ども環境会議の開催（福井県）

・４県の試験研究機関による共同研究（平成13～

基盤的施策の推進

15（2001～2003）年度　テーマ「大気中有害

化学物質に関する共同研究」）成果報告、（平成

16～18（2004～2006）年度　テーマ「大気中

粒子状物質に関する総合的研究」）実施

・廃棄物監視担当連絡調整会議の開催、監視指導

担当者による技術研修会、県境検問・パトロー

ルの共同実施

・富山県、長野県を含めた６県で間伐材の利用促

進など間伐対策についての意見交換

+ 伊勢湾の再生

伊勢湾は私たちと深い関わりがあり、かけがえ

のない資源・資産ですが、近年、水環境の悪化、

自然海岸の減少、海生生物の生息の場の減少など、

伊勢湾の環境の悪化が懸念されており、いかに健

全な姿を次世代に継承していくかが課題となって

います。

そのため、平成12（2000）年度に「伊勢湾再

生ビジョン策定調査報告書」を策定し、伊勢湾再

生に向けた取組を推進しています。

平成16（2004）年度には、「伊勢湾再生ビジョ

ン策定調査報告書」に基づき、次の取組を進めま

した。

（主なもの）

・伊勢湾再生に向けて横断的、総合的に取り組む

ため、庁内関係部局で構成する「伊勢湾再生連

絡調整会議」を開催

・専門的知見の蓄積を図るため「伊勢湾学セミナ

ー設置運営懇談会」を開催

・県民の皆さんをはじめとする多様な主体に対

し、啓発と情報の共有化を図るため、「伊勢湾

ニューズレター」を発行

また、県境を越えた広域的な取組として、伊勢

湾総合対策協議会（三重県、岐阜県、愛知県及び

名古屋市）において、三県一市の伊勢湾に関わる

事業の検討、調査や、環境問題についての研究、

情報交換などを行いました。

1－2 公害防止計画
) 公害防止計画の推進

公害防止計画は、環境基本法第17条（平成５

（1993）年11月までは公害対策基本法第19条）の

規定に基づき、公害の防止に係る各種の施策を総

合的に講じて公害の防止を図ることを目的とし、

環境大臣が示す計画策定の基本方針に基づいて関

係都道府県知事が作成するものです。

79

第5 章 共　通　施　策

環境保全の総合的取組の推進第1 節



本県においては、昭和45（1970）年12月に国

の第一次地域として、四日市市、楠町、朝日町、

川越町の１市３町を計画区域とする四日市地域公

害防止計画が承認されて以来、６期計30年にわた

り計画の策定を行ってきました。

平成13（2001）年度から17（2005）年度まで

を期間とする第７期計画からは、朝日町を除く１

市２町が対象区域となり、その概要は次のとおり

です。

ア　計画地域

四日市市、（旧）楠町、川越町の１市２町の

区域

イ　計画の目標

大気汚染、水質汚濁、土壌の汚染等に係る環

境基準等の達成維持

ウ　計画の主要課題

（ア) 都市地域における大気汚染対策

都市地域におけるベンゼン等に係る大気汚

染の防止を図ります。

（イ) 道路交通公害対策

国道23号等の主要幹線道路沿道における

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質等に係る大気

汚染、騒音の防止を図ります。

（ウ) 伊勢湾の水質汚濁対策

伊勢湾のCOD、窒素及び燐に係る水質汚

濁・富栄養化の防止を図ります。

（エ) 廃棄物・リサイクル対策

事業者及び住民等すべての主体の参加によ

る廃棄物・リサイクル対策を推進し、環境へ

の負荷の低減を図ります。

エ　公害防止に係る施策の概要

（ア) 基本的な方向

ａ．計画目標、主要課題の達成のため、事業

活動及び日常生活全般にわたる幅広い施策

の実施

ｂ．国の環境基本計画の長期的な目標の達成

への配慮

・環境への負荷の少ない循環を基調とする

経済社会システムの実現

・人間と多様な自然・生物の共生の確保

・すべての主体の環境保全の行動への参加

・国際的取組

ｃ．関連諸計画と連携した総合的・計画的な

施策の推進

（イ) 主要課題に係る主な施策

ａ．都市地域における大気汚染対策

ベンゼン等（ベンゼン、トリクロロエチ

レン、テトラクロロエチレン及びジクロロ

メタン）対策として、「特定化学物質の環

境への排出量の把握等及び管理の改善の促

進に関する法律」に基づく環境中への排出

量、廃棄物としての移動量の届出、化学物

質管理指針に基づく事業者による自主管理

計画の策定を促していくとともに、引き続

き大気環境測定を実施していきます。

また、硫黄酸化物、窒素酸化物、光化学

オキシダント及び浮遊粒子状物質対策とし

て、大気汚染防止法、県条例及び県上乗せ

条例に基づく規制基準等の遵守の徹底を図

るため、引き続き監視指導を行います。

ｂ．道路交通公害対策

国道23号等の主要幹線道路沿道におけ

る交通公害対策として、自動車排気ガスに

係る施策の推進、低公害車の普及促進等の

発生源対策を実施するとともに、遮音壁の

設置等による道路構造改善対策を実施しま

す。また、交通管制システムやバイパス、

立体交差等の整備による交通円滑化対策を

実施するとともに、引き続き、民家の防音

工事等の沿道環境整備対策や監視体制の整

備に努めます。

ｃ．伊勢湾水質汚濁対策

伊勢湾水質汚濁・富栄養化防止対策とし

て、「化学的酸素要求量、窒素含有量及び

りん含有量に係る総量削減計画」に基づき

規制基準を強化するなど総量規制を引き続

き実施するとともに、窒素・燐の排水基準

の遵守の徹底を図ります。

また、生活排水対策として、下水道、合

併処理浄化槽、農業集落排水施設、コミュ

ニティ・プラント等の施設整備を進めると

ともに、ホームページ「三重の環境」等を

活用して普及啓発を行います。

ｄ．廃棄物・リサイクル対策

廃棄物・リサイクル対策として、三重県

廃棄物総合対策及び三重県廃棄物処理計画

（平成15（2003）年度策定）に基づき、廃

棄物の発生抑制やリサイクルの促進を図る

ほか、ごみ処理施設、廃棄物再生利用施設

等の一般廃棄物処理施設の整備を進めると

ともに、監視指導の強化や公共関与による

産業廃棄物処理事業の推進に努めます。

* 公害防止計画に係る事業実績

ア　汚染負荷量等の概要
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公害防止計画協力工場に係る燃料使用量、硫

黄酸化物等の排出実績は表５ー１ー１のとおり

でした。

また、化学的酸素要求量（COD）負荷量は表

５ー１ー２のとおりでした。

イ　公害防止施設の整備拡充等

（ア） 地方公共団体が実施した事業

平成15（2003）年度には公害対策事業と

して、流域下水道整備事業、公共下水道整備

事業、公害保健対策事業等が実施され、約

107億円が投資されました。

また、公害関連事業として、公園緑地等整

備事業、交通対策事業、地盤沈下対策事業等

が実施され、約69億円が投資されました。

なお、計画総事業費に対する平成15（2003）

年度末の事業の進捗率は69.6％（５年計画の

うち３年目）となっています。

（イ) 企業が実施した事業

平成15（2003）年度には公害防止計画協

力39工場で実施された公害防止施設の整備

等の事業は投資総額で約92億円です。

1－3 環境保全協定締結の推進
三重県環境基本条例第５条では、事業者の責務

として「事業者は、市町村長等と環境の保全に関

する協定を締結するように努めなければならな

い」と規定しています。

環境保全協定は、従来の公害防止協定の範囲を

広げ、緑化の推進等の自然環境の保全に関する項

目を含むものであり、環境関係の諸法令等を補完

するものとして、地域の自然的、社会的条件や、

事業活動の実態に即応したきめ細かい指導が可能

であることから、市町村等では環境汚染を防止す

るための有効な手段として広く活用されていま

す。

従来の公害防止協定を含む環境保全協定の締結

件数は平成16（2004）年度末で1,560件となって

おり、平成15（2003）年度末1,425件から135件

の増となっています。

2 
2－1 環境影響評価制度

環境影響評価制度、いわゆる環境アセスメント

は、開発事業等が環境に及ぼす影響について、事

業者が事前に調査・予測及び評価を行って、その

結果を公表し、これに対する環境保全の見地から

の知事、関係市町村長、住民等の意見を聴いたう

えで、事業者自らが環境配慮を行い開発事業等を

実施することにより、自然環境・生活環境を保全

していくための制度です。

三重県では昭和54（1979）年に「環境影響評

価の実施に関する指導要綱」を制定して以来、こ

の制度により環境保全を進めてきましたが、平成

９（1997）年６月に環境影響評価法が制定され

たことに伴い、三重県の環境影響評価制度につい

ても、制度の充実・強化を図るため、平成10

（1998）年12月に「三重県環境影響評価条例」を

制定し、平成11（1999）年６月12日から全面施

行しました。

条例は、一定規模以上の開発事業等に対し、環

境の保全について適正な配慮を確保することを目

的とし、従来の要綱に比べ、土石の採取・鉱物の

掘採などの追加や規模要件の引き下げにより対象

事業の範囲を拡大しています。

また、調査・予測及び評価の項目や手法の決定

階段での公表や、住民等が事業者に対し意見書を

提出できる機会の増加など住民等の参画機会の拡

環境汚染等の未然防止
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表５－１－１　燃料使用量・硫黄酸化物等の排出量の実績 

年度  

項目 

燃 料 使 用 量（万　／年） 

   
 
 

     

(注）１.　燃料使用量は重油換算した値です。 
　　 ２.　平均硫黄含有率は重油以外の燃料も含んでおり、 
 加重平均した仕上がりの後の値です。 

(注）特定排出水とは、水質汚濁防止法に規定される特定施設から 
　　 排出される水のことであり、間接冷却水などは含まれません。

第　７　期　計　画 

排
出
量 

硫 黄 酸 化 物（ｔ／年） 

窒 素 酸 化 物（ｔ／年） 

ば い じ ん （ｔ／年） 

協　　力　　工　　場　　数 

1,571

2,004

8,236

346

39

0.144

H15

881

1,915

8,467

443

39

0.011

H14

平 均 硫 黄 含 有 率（％） 

表５－１－２　化学的酸素要求量（COD）負荷量実績 

年 度  

項目 

特 定 排 出 水 量（万　／日） 

Ｃ Ｏ Ｄ 負 荷 量（ｔ／日） 

協　　力　　工　　場　　数 

25.4

8.2

39

H15

25.8

8.4

39

H14

第　７　期　計　画 
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図５－１－１　三重県環境影響評価条例の手続フロー図 
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大・充実が図られました。

なお、条例に基づく手続きの体系は、図５ー１

ー１に示すとおりです。

また、要綱施行も含め、平成16（2004）年度

末までに一連の手続きが終了したものは127件で

す。

平成16（2004）年度には、一般国道475号線東

海環状自動車道（いなべ市北勢町）、鳥羽河内ダ

ム建設事業、木曽岬干拓地整備事業のそれぞれに

係る準備書の提出があり、環境影響評価委員会へ

諮問されています。

2－2 公害事前審査制度の活用
工場・事業場の新・増設に伴う公害の未然防止

を図るため、昭和47（1972）年７月に「三重県

公害事前審査会条例」を制定し、公害事前審査を

実施しています。

審査の重点は、①公害防止施設等に関する技術

的検討、②工場等からの排出物質による周辺環境

に及ぼす影響、③法又は条例に基づく排出基準等

の適合性についてであり、学識経験者による慎重

な検討が行われます。

平成16（2004）年度までに審査を実施したの

は、176件であり、平成16（2004）年度には４件

の審査を実施しました。

図５－１－２　公害事前審査の手続き 

市町村長 

（公害事前審査の申請） 

知事が必要と 
認める場合 

知 事  

（諮問） 

公害事前審査会 （学識経験者10名で構成）

委員会議（全体会議 ）による審査 小委員会による審査 

委員会議による承認 

（答申） 

知 事  

（審査結果の通知） 

申請市町村長 



3 
3－1 公害健康被害者に対する補償給付
) 救済対策の推移

三重県における公害健康被害者の発生は、四日

市塩浜地区の石油化学コンビナートが本格的に操

業を始めた昭和35（1960）年頃からみられるよ

うになり、付近の住民の間に気管支ぜん息をはじ

めとする呼吸器系疾患（いわゆる「四日市ぜん息」）

が多発し、大きな社会問題となりました。

こうした事態に対応するため、公害健康被害者

を救済する制度の整備が進められ、昭和40

（1965）年５月には、四日市市単独による公害健

康被害者の医療救済制度（自己負担分を市が負担）

が全国に先駆けて発足しました。

国においても、昭和44（1969）年12月に、「公

害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」が

制定され、公害健康被害者として認定された方に

対する医療費、医療手当及び介護手当の支給が行

われるようになり、昭和49（1974）年９月には、

「公害健康被害補償法」が施行され、医療費等に

加え障害補償費や遺族補償費など財産的損失に対

する補償の給付も行われるようになりました。

これらの法制度において、本県では、四日市市

の臨海部から中心部にかけての市街地と旧楠町全

域が指定地域として定められ、同地域に一定期間

以上居住又は通勤して健康に被害を受けた方が公

害健康被害者として認定されました。

その後、大気環境の改善の状況を踏まえ、昭和

62（1987）年９月に「公害健康被害補償法」は、

「公害健康被害の補償等に関する法律」に改正さ

れました。この改正により、昭和63（1988）年

３月に全ての指定地域が解除され、新たな公害健

康被害者の認定は行われなくなりましたが、既に

認定を受けた公害健康被害者やその遺族について

は、従来どおり認定の更新や補償給付が行われて

います。

* 被認定者数及び補償給付の支給状況

四日市市における被認定者数の推移、年齢階層

別・疾病別の被認定者数については次の表の示す

とおりです。

健康被害の救済・予防

表５－１－３　被認定者数の推移 （単位：人） 

年度 
年度末被認定者数 

四日市市 楠 町  

表５－１－４　年齢階層別被認定者数（平成17年３月31日現在） 

（単位：人） 

四日市市 
年齢 

男 女 計 

0～14

15～24

計 

25～39

40～59

60～64

65～ 

10

79

37

19

98

243

3

－ － 

55

47

32

143

280

13

－ 

134

84

51

241

523

表５－１－５　疾病別被認定者数（平成17年３月31日現在） 

（単位：人） 

疾 病 名 
男 女 計 

慢性気管支炎 

気 管 支 喘 息  

喘息性気管支炎 

肺 気 腫   

計 

44

199

－ 

0

243

83

197

－ 

0

280

127

396

－ 

0

523

四日市市 

H15 501 49

H16 523 － 

H14

574

553

532

515

56

53

51

49

H11

H12

H13

※楠町は平成17年２月７日付で四日市市に編入合併 
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3－2 保健福祉事業の実施
平成16（2004）年度には次の事業を実施しま

した。

3－3 調査研究の実施
ア　三重県公害保健医療研究協議会における研究

四日市地域における公害保健医療対策を確立

するため、四日市医師会、三重大学、四日市市

及び三重県で「三重県公害保健医療研究協議会」

を組織し、公害患者に関する医療問題や健康被

害に関する疫学調査等を行っています。平成

15（2003）年度における研究課題は次のとお

りでした。

・大気汚染の遺伝毒性に関する研究

・喫煙の遺伝毒性に関する研究

・県立総合医療センターにおける気管支喘息患

者の入院患者数の推移

・公害認定患者の死因について（新規認定廃止

後）

イ　環境保健サーベイランス調査

四日市市において地域ごとの呼吸器系疾患の

発生状況を調査し、大気汚染との関係を定期的、

継続的に把握するため、３歳児及び６歳児の調

査を実施しました。
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表５－１－６　リハビリテーション事業実施状況 

事業名 実施期間等 実施場所 対象 参加人数 内 容 

リ ハ ビ リ  
テーション  
教 室 

６／24
四日市市総合会館 

研修室 
15才以上 10人 

 病気の認識を正しくするための療養指導と 

機能回復のための呼吸体操等の実技を指導し 

た。 

日 帰 り 
リ ハ ビ リ  
テーション  

７／22 三重県民の森 

鈴鹿青少年 
センター 

三重県民の森 

15才以上 

14人 

病気の認識を正しくするための療養指導と 

機能回復のための呼吸体操等の実技を指導し 

た。 11／13

10／19 14人 

３／４ 
鈴鹿青少年 

センター 
10人 

13人 

転 地 療 養  
９／27～10／１ 

４泊５日 

三重県勤労者 

福祉センター 

希望荘 
15才以上 15人 

健康の回復を図り、併せてリハビリテーショ 

ン療養指導を行った。 

水 泳 指 導  
通 年 

１人24回 
ヘルスプラザ 15才以上 申し込み 

53人 

自己による健康管理を行い、基礎体力の増 

進を図るための水泳療法を行った。延べ122人 

家庭療養指導 通年 各家庭 

四日市市内在住の延べ439人（及び楠町在住の延べ34人）の在宅療養 

者の療養指導を行った。対象者は、その大半が60歳以上であり、しか 

も何らかの合併症をもっている場合が多いので、病状・家庭環境等も 

含めて、各人の実情に即した指導を行った。 

表５－１－７　健康被害予防事業の実施状況 

実施主体 四　　日　　市　　市 

事業名 アレルギー相談事業 

対象 １歳半児及び３歳児 

内容 
アレルギー素因児に対し、医師の診察及び保 
健師、栄養士による相談事業を行った。 

実施場所 四日市保健センター 

開催数又は開催月日 年12回 

参加人数 189名 

アレルギー教室 

乳幼児 

アレルギー予防の調理実習及び相談、指導を 
行った。 

四日市保健センター楠分室 

２月18日 

15名 



3－4 健康被害予防事業の実施
平成15（2003）年度には次の事業（表５－

１－７）を実施しました。

4 
4－1 公害等の苦情・紛争の処理
) 公害に係る苦情処理

公害に関する苦情については、公害紛争処理法

（昭和45（1970）年６月制定）に基づき、市町村

と協力して適正な処理に努めています。

また、同法には、公害苦情相談員制度が定めら

れており、三重県では環境森林部及び各県民局生

活環境森林部に公害苦情相談員を配置しています。

ア　年次別種類別苦情処理取扱状況

平成15（2003）年度に県又は市町村が取り

扱った公害苦情件数は2,132件でした。

イ　地区別苦情取扱状況

公害苦情件数2,132件を発生地域別に見ると、

北勢地域が約46％、中南勢地域が約19％を占

めています。

また、市郡別に見ると、四日市市、名張市、

伊勢市、桑名市の順となっています。

公害紛争への対応

ウ　発生源別苦情取扱件数

苦情件数を発生源別に見ると、製造業に起因

する苦情が最も多く、次いで家庭生活、道路に

起因する苦情、建設業に関する苦情の順になっ

ています。

* 公害に係る紛争処理

公害に関する紛争処理は、公害紛争処理法に基

づき三重県公害審査会条例を定め、三重県公害審

査会を設置して、典型７公害（大気汚染、水質汚

濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭）に

係る紛争について、あっせん、調停、仲裁を行っ

ています。最近では、年間２～３件程度の調停申
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図５－１－３　種類別公害苦情件数の推移 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

465 236 186 360 482

平成14年度 
（2,054件） 

平成13年度 
（1,740件） 

大気汚染 水質汚濁 土壌汚染 

騒音 振動 地盤地下 

悪臭 典型７公害以外 

4 7 0

463 282 172 324 799

12 02

平成15年度 
（2,132件） 

610 302 168 313 714

12 013

図５－１－４　地域別公害苦情件数（平成15年度） 

北勢 
984件 
46.1％ 

中南勢 
411件 
19.3％ 

伊勢志摩 
270件 
12.7％ 

伊賀 
362件 
17.0％ 

東紀州  105件  4.9％ 

（注）北　　勢…桑名市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、桑名郡、
　　　　　　　員弁郡、三重郡、鈴鹿郡 
　　中 南 勢…津市、久居市、松阪市、安芸郡、一志郡、飯南郡、 
　　　　　　　多気郡、度会郡（大宮町、紀勢町、大内山村） 
　　伊勢志摩…伊勢市、鳥羽市、度会郡（玉城町、二見町、小俣町、 
　　　　　　　南勢町、南島町、御薗村、度会町）、志摩郡 
　　伊　　賀…上野市、名張市、阿山郡、名賀郡 
　　東 紀 州…尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡 

図５－１－５　発生源別公害苦情件数の推移 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

6.7 12.4 16.7

1.3

5.1 5.6

2.8

12.2 8.67.3 21.3

（単位：％） 

製造業 

サービス業 

道路 

農業 

運輸・通信業 

廃棄物処理業 

空地 

建設業 

卸売・小売業・飲食店 

家庭生活 

その他 

平成13年度 
（1,740件） 

平成14年度 
（2,054件） 

8.2 9.8 15.1

1.4

5.6 11.8 13.0 11.4 16.7

3.73.7 3.33.33.7 3.3

平成15年度 
（2,132件） 

6.5 10.1 16.1

1.5

7.0 13.8 12.1 8.2 16.2

4.44.44.4 4.14.14.1
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請があり、工場等に起因する騒音や悪臭による健

康被害の防止を求めるものが多くなっています。

平成16（2004）年度には、新規の調停申請が２

件ありました。
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表５－１－８　公害紛争処理法に基づく最近の事件一覧表 

年度 処 理 事 件 名 終結区分 処理種別 

Ｈ15 調　　停 金属加工・車両修理工場騒音被害防止等請求事件 一部成立 

Ｈ15 調　　停 排水処理施設騒音・振動被害防止等請求事件 係属中 

Ｈ15 調　　停 コンビナート騒音被害防止等請求事件 打ち切り 

Ｈ16 調　　停 し尿処理施設建設見直し等請求事件 係属中 

Ｈ16 調　　停 ゴム製品製造工場騒音・振動被害防止等請求事件 打ち切り 



1 
県民の健康を保護し、生活環境を保全するため、

平成11（1999）年８月、①大気環境監視システ

ム、②大気発生源監視システム、③水質発生源監

視システム、の監視システムを更新し、大気汚染

緊急時の発令、大気環境基準の評価、伊勢湾総量

規制に係る水質汚濁負荷量の監視を行い、環境の

状況の的確な把握と環境保全に努めています。

大気発生源については、従来の硫黄酸化物の監

視に加え、窒素酸化物を新たに追加するなど監視

内容の拡充を図るとともに、得られたデータはイ

ンターネットにより公開しています。

四日市地域の環境汚染防止対策には以前から積

極的に取り組んできましたが、その推進には大気

環境の常時監視システムが大きな役割を果たして

きました。また、工場の立地や道路の整備による

環境汚染を未然に防止するためには、環境監視が

重要です。

監視・観測等の体制の整備

ア　大気環境の常時監視

大気環境の常時監視は、大気汚染防止法第

22条に基づき、県及び四日市市が測定局を設

置して行っています。

その整備は、昭和38（1963）年11月に四日

市市の磯津地区に一般環境測定局を設置し、二

酸化硫黄の自動測定器による監視が始まりで

す。以後、県では桑名市から熊野市まで県内の

主な都市に測定局を設置し、自動車排出ガス測

定局については、県内６カ所の測定局において、

監視を行っています。

さらに、県では光化学オキシダント濃度の測

定を行う目的で、上層気象観測所を菰野町の御

在所岳山上に設置しています。

現在の測定局の設置状況は、資料編に記載し

ました。

イ　大気発生源の常時監視

大気発生源の常時監視は、硫黄酸化物排出量

については、三重県生活環境の保全に関する条

例第39条に基づき、四日市地域における硫黄

酸化物の排出量が10N9/時以上の８工場を対

象に行っています。
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図５－２－１　環境総合監視システムの概念図 

・大気環境濃度 

SO2、NO、NO2、Ox

浮遊粒子状物質、炭化水素等 

・気象 

風向、風速 

・工場・事業場排出量 

SOx排出量 

NOx排出量 

COD負荷量　等 

環境測定局〔子局〕 

発生源局〔子局〕 

測定機器 テレメータ 

ISDN回線 
 

テレメータ 測定器　コンピュータ等 

環境親局 
収集系コンピュータ 

発生源親局 
収集系コンピュータ 

データ処理系コンピュータ 

①緊急時の措置 

②光化学オキシダントの予測 

③環境基準の評価 

④総量規制基準の評価 

環境学習情報センター 

環境総合監視システム 　環境情報システム 

LAN

県 民 局  

生活環境森林部 

緊 急 時  

協力工場等 
気 象 台  環境森林部 

環境情報システム 

県民、工場、市町村、 

県 機 関 な ど  

インターネット等 

緊急時の措置連絡、光化学オキシダント予測情報の提供等 大気環境濃度、環境基 
準適合状況、発生源総 
排出量等のデータを発信 

FAX 
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また、窒素酸化物排出量については平成11

（1999）年度から、同地域における燃料使用料

2,000㎏/時以上の11工場を対象に測定を開始し

ました。

ウ　水質発生源の常時監視

水質総量規制の実効をあげるため、伊勢湾に

排出する25工場・事業場（工程排水が5,0009/

日以上）のCOD濃度及び排出水量の監視を行っ

ています。

水質監視測定局設置の状況図は資料編に記載

しました。

2 
2－1 環境情報総合システムの整備・運用

環境情報総合システムは、環境情報システム、

環境総合監視システム、環境教育情報システムで

構成され、従来の行政内部の事務処理システムに

加え、環境教育や地球環境問題など新たなニーズ

にも応えることができます。

環境監視機能、試験研究機能、環境教育・学習

機能を有機的に結ぶとともに、多種多様な環境情

環境情報の整備・提供

報を、インターネットを通して、県民はもとより

市町村、教育機関、他府県さらには国内外への情

報発信を行い、環境先進県づくりにふさわしい環

境情報センターの役割を担うものです。

インターネットのホームページ「三重の環境」

では、条例・要綱を始め、環境調査、報道発表資

料などを積極的に公開しています。（平成16

（2004）年度アクセス数、1,774万ページビュー）

2－2 地図情報システムを活用した森林資源の管理
三重県森林ＧＩＳは、育林、伐採、治山、林道

計画等の森林情報の管理、森林のゾーニング、さ

らには自然環境情報、土地利用状況等、ＧＩＳ

（地理情報システム（Geographic Information

System））で管理・解析等ができる一元管理シス

テムとして、平成13（2001）年度から運用して

います。

県民の財産である森林の適正な維持・管理を進

め、森林の有する多様な公益的機能を高度に発揮

させていくために、同システムを活用しています。
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1 
科学技術振興センターは、平成13年４月に再

編整備を行い、県内の公設試験研究機関を統合し

た分野横断的な研究所となりました。これにより

総合的な研究体制を整えたことから、環境保全に

関する調査研究だけではなく、業際分野や先端分

野の研究課題に取り組むとともに、産学官の共同

研究を実施しました。

1－1 科学技術振興センターにおける調査研究
の推進

ア　産業廃棄物の抑制に係る産官共同研究

県内に事業所を有する企業が、産業廃棄物の

排出抑制やリサイクルの推進を図るために行う

技術開発を支援するため、県内企業と８課題の

共同研究に取り組み、研究成果の事業化の促進

を図りました。

イ　建設廃材のリサイクル技術の開発

建設廃材の木質廃材について、接着剤を使わ

ないボードや弾力性のある歩道用資材として利

用する技術を開発しました。

また、コンクリート廃材の漁礁への活用、ポ

ーラスコンクリートへの活用、固化材・土壌改

良材への利用技術について研究に取り組みまし

た。

ウ　食品系廃棄物の有効活用技術の開発

地域の主要産業が観光業及び水産業である伊

勢志摩地域をモデル地区として、ホテルや旅館

の厨房で発生する食品残渣「厨芥」等の地域内

有機性廃棄物の養殖飼料化技術、新飼料による

マダイ生産技術を研究し、これを地域内資源循

環システムとして確立する研究に取り組みまし

た。

エ　生物系廃棄物の有効活用技術の開発

糖質廃棄物のエタノール発酵・メタン発酵及

びその残渣等の有機性廃棄物を利用する技術、

有機性廃棄物の利用特性の評価、農地での利用

可能量推定手法、街路樹等の剪定枝や製材所か

ら排出される廃材を生ゴミ処理機に用いる資材

環境汚染の防止・自然環境の保全等に関する調査研究

または施設園芸培地として活用するための処理

技術を開発しました。

オ　植物由来機能材料の実用化のための技術の開

発

植物に含まれる未利用資源リグニンを利用し

た新しい機能性材料として、住宅用壁板、分解

性フィルム、重金属吸着剤の実用化に取り組み、

住宅用壁板の耐水性の向上、光分解が制御でき

る分解性フィルムの開発、重金属吸着性能を向

上するリグニン誘導体の製造を行いました。

カ　地域中小企業の産業廃棄物の有効活用技術の

開発

地域の中小企業から排出される産業廃棄物

は、１工場からの排出は少量ですが、工場の集

積から全体として多くの産業廃棄物が排出され

る結果となっています。

特に、北勢地域に集積する中小企業で課題と

なる、鋳物鉱さいと陶磁器くずのリユース及び

資源リサイクルに利用可能な技術を開発しまし

た。

キ　地域水産資源の有効活用技術の開発

英虞湾周辺で行われている真珠養殖で発生す

るアコヤ貝の貝殻、貝肉等の有効活用を図るた

め、貝殻について、洗浄・粉砕技術、医薬品・

肥料・浄化材料・装飾品の開発研究を行い、貝

肉について、化粧品、機能性食品の開発研究を

行いました。

また、貝肉から抽出後の２次残渣が家畜飼料

として利用可能であることが確認できました。

ク　セメント系廃棄物の資源循環型システム構築

に関する技術の開発

廃棄物の循環型システムの構築を目指し、住

宅用外装材の廃材を原料にした２種類の水硬性

材料を開発し、住宅用外装材の原料として再利

用できる実用可能な強度特性が確認できまし

た。

ケ　建材化技術の開発

焼却灰等の無機系廃棄物からトバモライト

（多孔質のケイ酸カルシウム系素材）を合成し、

圧縮成形後、光触媒コーティングしてホルムア

ルデヒド吸着分解能を付与した機能性環境浄化

剤としての性能を評価しました。
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コ　環境大気中浮遊粒子状物質の実態調査研究

環境大気中の微小な粒子に含まれる有害物質

等について、汚染の状況と原因を把握するため

の調査研究を開始しました。平成16（2004）

年度は調査に必要な技術的手法を確定して、幹

線道路近傍で実態調査を行い、粒径特性等を把

握しました。

サ　酸性雨等実態調査研究の実施

地球環境問題の一つである酸性雨について、

現状と動向を把握するため、都市部とその後背

地においてモニタリング調査を継続し、雨水の

酸性度、内容成分を把握し、その変動等につい

て解析しました。

シ　閉鎖性海域の環境創生プロジェクト研究の実

施

閉鎖性海域である英虞湾において、浚渫土を

利用した人工干潟、浅場の造成技術、アマモ種

苗生産と藻場等の設計・造成技術、海底に堆積

した汚泥の浄化技術、環境動態シミュレーショ

ンモデルの開発を進めました。これまでに人工

干潟造成における浚渫汚泥の適切な混合割合、

英虞湾内の干潟現存面積と消失面積の算出、真

珠養殖に伴う窒素など環境負荷量の算出等の成

果を得ました。

ス　環境中の農薬分析迅速定量法の開発

問題発生時における迅速な対応を可能とする

ため、環境農薬のうち60種類以上を対象に、

前処理法等を工夫した集約による迅速定量を可

能としました。

セ　排水等の重金属分析迅速定量法の開発

問題発生時における迅速な対応を可能とする

ため、未規制である７種の重金属類を対象に前

処理法、内標準の検討を行い、基準項目も併せ

たＩＣＰ／ＭＳによる一斉分析の条件を明らか

にしました。

ソ　環境保全型農業にかかる生産技術の開発

農業における環境負荷軽減のため、以下の取

組を行いました。

○　水稲については、堆肥の有効利用技術を

開発するとともに、環境への影響程度を明

らかにしました。

○　イチゴについては、ＪＡＳ法に基づく有

機認証基準を満たす栽培方法によるイチゴ

の有機栽培技術を開発しました。

○　トマトについては、養液栽培における培

養液滅菌に関して実用性の評価、技術改良

等の検討を行いました。

○　茶については、水・窒素の循環利用によ

る半閉鎖系生産システムを確立するため、

溶脱液の集水方法とその浄化・循環利用方

式の開発に取り組み、脂肪酸資材を用いた

脱窒装置で暗渠排水中の硝酸態窒素濃度を

半減できました。

タ　自発摂餌システムを用いた養殖魚の飼育技術

の開発

魚類養殖場の環境悪化の要因の一つである残

餌を極力減らし、養殖場の環境を保全するため、

マハタを対象魚種として自発摂餌システム開発

のための試験を行い、実用化に向けた検討を行

ったところ、手給餌で飼育するよりも効率の良

い給餌ができ、また、環境変化に伴う摂餌要求

量の変化をとらえることができました。

チ　内湾の漁場環境調査研究の実施

伊勢湾や英虞湾の漁場環境把握のため、水質

等のモニタリング調査を実施し、情報提供を行

いました。

また、伊勢湾における貧酸素水塊形成シミュ

レーションモデルを完成させ、これを応用する

ことにより、伊勢湾周辺からの汚濁負荷を削減

した場合等の貧酸素水塊の変化を予測して、貧

酸素水塊の軽減に必要な方策を検討しました。

ツ　多様な森林の育成技術の開発

伐採跡地等、機能が低下している森林につい

て、森林再生技術の開発を進めるとともに、里

山再生のための管理技術の開発を進め、三重県

における里山の現状に応じた管理指針を作成し

ました。

テ　森林生態系と河川生態系の保全技術の開発

人工林、天然林など森林環境の違いが生態系

にどのような影響を及ぼすかを調査・解析し、

生物の多様性を確保するための技術について検

討しました。

ト　森林の衰退状況及び炭素吸収量算定の調査研

究の実施
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酸性雨等が森林に及ぼす影響を明らかにする

ため、森林の衰退状況等についてモニタリング

調査を行うとともに、森林の炭素吸収量算定の

ための調査研究に取り組みました。

ナ　淡水魚類の多様性保全に関する研究の実施

県内主要河川における淡水魚類の分布実態を

把握するとともに、改修された河川の魚類相復

元の可能性や、ブラックバスなどの外来漁が生

態系に与える影響について調査し、多様な淡水

魚類相の保全手法について検討しました。

また、外来魚が生息している池では、大型の

フナ・コイは確認できましたが、小型コイ科魚

類やエビ類は確認できませんでした。

ニ　農業がもつ多面的機能の維持・保全に関する

研究の実施

農地の洪水を防ぐ、土壌浸食を防ぐなどの国

土を守る機能を評価し、減少しつつある農地を

効果的に保全するための社会的手法について検

討しました。

1－2 科学技術振興センター保健環境研究部の
活動

今日の環境問題は、かつての産業公害だけでな

く、身近な都市・生活型公害や地球規模の環境問

題へとその範囲が広がり、試験研究部門において

も広範な対応が求められています。

保健環境研究部では大気汚染や水質汚濁等の公

害の防止に関し、技術的中核機関として水質汚濁

規制対象工場等や廃棄物処理施設の排水等の検査

及び大気汚染規制対象工場等のばいじんや有害物

質の検査などに加え、問題発生時における緊急分

析検査への対応を行っています。

こうした公害防止に関する試験検査や、各種の

未規制化学物質調査及び廃棄物の資源化等の研究

に取り組んでいます。

2 
ア　酸性雨等実態調査研究の実施

（第６章－第５節－３－１　科学技術振興セ

ンターにおける調査研究のシ参照）

イ　森林の衰退状況及び炭素吸収量算定の調査研

究の実態

地球的規模の環境保全に関する調査研究

（第６章－第５節－３－１　科学技術振興セ

ンターにおける調査研究のソ参照）
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1 
1－1 廃棄物の発生抑制と再使用・再生利用の
推進

) ごみゼロ社会実現プランの推進

20年後の「ごみゼロ社会」の実現をめざして、

住民、事業者、市町村等の幅広い参画のもと、平

成17（2005）年３月に策定した「ごみゼロ社会

実現プラン」の普及・啓発を積極的に行います。

また、プランに掲げる具体的施策をより効果的な

ものとするため、ごみの減量化に関するモデル事

業を実施するとともに、その成果の検証などを行

うことにより、県全域での展開に向けた取組を推

進します。

* ごみ減量化モデル事業の実施

行政と事業者、住民、ＮＰＯが協働で取り組む

廃棄物の循環的利用を支援します。

+ 産業廃棄物の発生抑制等の技術開発・施設設備

への支援

県内の産業廃棄物排出事業者等の産業廃棄物の

排出抑制やリサイクル等の取組に対して、産業廃

棄物抑制の研究開発・機器整備の補助制度によ

り、環境への負荷が少ない持続的な発展が可能な

企業の育成を支援します。

, グリーン購入の取組促進

ア　環境への負荷が少ない商品やサービスを優先

的に購入するグリーン購入を県内に普及するた

め、平成15年１月に設立した「みえ・グリー

ン購入倶楽部」の活動を支援し、グリーン購入

に関する地域の身近な情報の収集及び発信を行

うとともに、地域における環境負荷の少ない商

品やサービスの市場形成を促し、循環型社会の

構築を目指します。

イ　東海三県一市の各自治体が連携し、企業等と

協働で、効率的にキャンペーンを実施し、グリ

ーン購入について広報します。

- リサイクル製品の利用促進

三重県リサイクル製品利用推進条例により認定

した製品の県での優先的な使用に努めるととも

に、認定リサイクル製品の利用拡大のため、生産

資源循環の推進

者等の展示・広報事業に対して支援を行います。

. 容器包装リサイクルの促進

三重県第３期分別収集促進計画に基づき、市町

村等の第３期分別収集計画の円滑な推進を支援

し、容器包装リサイクル法によるリサイクルの推

進を図ります。

/ 使用済自動車等の適正処理

ア　関連業者の許可及び登録

解体・破砕業者に関する許可及び使用済自動

車の引取業者・フロン類の回収業者に関する登

録事務を的確に行うとともに、これら事業者の

名簿を公開し、当該名簿の問合せに対して迅速

に対応できる体制をとります。

イ　対象業者等に対する啓発及び指導等

各自動車関連事業者や県民（自動車所有者）

に法の内容を周知するとともに、関連事業者の

施設整備や使用済自動車の適正処理等について

指導等を行います。

0 建設廃棄物の再資源化等の促進

建設リサイクル法に基づき、建設物の解体・新

築に伴い発生する特定建築資材廃棄物の分別解体

と再資源化を推進するため、必要な情報提供を行

うとともに再生資材の利用促進を支援します。

1 公共事業における建設副産物の再生利用の推進

リサイクル資材の新技術、新資材の情報収集及

び広報を行い、リサイクル資材のより一層の利用

を推進します。

2 ＲＤＦ処理の安全性・安定性の確保

廃棄物処理の信頼を確保するため、今後も、Ｒ

ＤＦ製造施設や利用施設の安全確保に取り組みま

す。

また、ＲＤＦを年間を通して安定的に処理する

ため、三重ごみ固形燃料発電所構内に貯蔵施設を

設置します。

3 下水道汚泥の有効利用

下水道汚泥のより一層の有効利用を推進しま

す。

4 浄水場の汚泥の有効利用

浄水場発生汚泥のより一層の有効利用を推進し
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ます。

5 環境保全型畜産の推進

家畜ふん尿処理施設のより一層の整備を図るた

め、平成16（2004）年度に引き続き、実態調査、

巡回指導、技術資料の作成・配布、研修会の開催

を行います。

なお、環境保全型畜産確立のための支援制度は、

次のとおりです。

1－2 廃棄物の適正処理の推進
) 産業廃棄物処理施設における適正処理の確保

産業廃棄物処理施設の設置や処理業の許可申請

等に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、

三重県生活環境の保全に関する条例及び三重県産

業廃棄物処理指導要綱に基づく厳正・的確な審査

を実施し、適正処理の確保に努めます。

また、県内における産業廃棄物の発生及び処理

状況並びに処理施設の稼働状況等の実態を把握す

ることにより、産業廃棄物の発生抑制、リサイク

ル及び適正処理の推進等の廃棄物行政をより効果

的に推進します。

* 廃棄物処理センターの適正処理と整備の促進

ダイオキシン類対策をはじめとした廃棄物の適

正処理を推進するため、廃棄物処理センター事業

を引き続き推進します。ガス化溶融処理施設につ

いては平成14（2002）年12月から本格稼働して

います。

また、平成15（2003）年度から四日市港管理

組合と三重県環境保全事業団が連携して、石原地

先埋立事業の一環として建設を進めた最終処分場

については、平成17（2005）年度から供用を始

めます。

+ ＰＣＢ廃棄物の処理

ＰＣＢ廃棄物の保管・処分状況等届出書を点

検・整理し、公表します。

また、本県のＰＣＢ廃棄物処理計画の策定を行

うため、基礎資料を整備すると共に、日本環境安

全事業㈱が進める広域無害化処理施設での安全か

つ円滑な処理事業を推進するため、関係自治体と

ともに収集運搬計画等について調整を行います。

, 事業者等の自主的な情報公開の促進

産業廃棄物を排出する企業及び処分業者が、そ

の発生・排出抑制及びリサイクルに関する将来計

画等を策定し、その内容を自主的に情報公開する

制度の実施を徹底し、県内の産業廃棄物の発生・

排出抑制とリサイクルの向上を進めていきます。

また、これらの取組の実効性をより高めるため、

企業と行政あるいは企業と企業のパイプ役に民間

企業出身の環境技術指導員をあて、事業の実態に

則した技術指導等を行います。

インターネットを活用した廃棄物の発生抑制や

リサイクルに関する技術情報等の提供についても
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区　　分 制 度 名  所轄官庁名 

家畜ふん尿処 
理整備に係る 
補　　　　助 

バイオマスの環づくり交付金 

家畜ふん尿利活用推進事業 

農林水産省 

三重県 

低 利 融 資  
農業経営近代化資金 
（畜産公害対策資金） 
農林漁業金融公庫資金 

農協等 

リ ー ス 事業  畜産環境整備リース事業 
　畜産環境 
整備機構 

廃棄物処理センターガス化溶融処理施設概要 

廃棄物処理センター最終処分場計画概要 

石原地先最終処分場施設概要

項 目  計 画 諸 元  

項 目  計 画 内 容  

項 目  計 画 内 容  

施 設 の 種 類   ガス化溶融施設 

処理対象 
廃 棄 物 

一般廃棄物 焼却残さ 

産業廃棄物 
廃プラスチック類、燃え殻、 
ダスト類　等 

施 設 規 模  
240ｔ／日 
（80ｔ×３系列） 

処 分 場 方 式  

処 分 場 方 式  

管理型処分場 

処 理 対 象 廃 棄 物 

処 理 対 象 廃 棄 物 

（産業廃棄物）  
鉱さい、燃え殻、無機性汚泥、 
廃プラスチック類　等 

鉱さい、無機性汚泥、 
廃プラスチック類　等 

処 分 場 総 面 積  約27.7ha

約7.5ha

埋 立 総 容 量  

処 分 場 総 面 積  

埋 立 総 容 量  

約1,780,000

約620,000

管理型処分場 



積極的に行います。

- し尿処理体制の整備の促進

し尿の海洋投入を平成19（2007）年１月末ま

でに全廃するため、陸上処理施設が整備されてい

ない市町村等に対し、し尿の海洋投入処分の解消

に向けた働きかけ及び情報提供を行い、施設整備

を促進します。

1－3 不法投棄等の不適正処理の未然防止と是
正措置

) 産業廃棄物処理等の監視指導

処理業者、排出事業者等への立入検査等通常の

監視活動のほか、早朝・夜間・休日の監視、隣接

県との共同路上検査、スカイパトロール等を通じ、

積極的な監視活動を行うとともに、廃棄物ダイヤ

ル110番等による通報に即応します。

さらに、市町村と産業廃棄物に係る立入検査協

定を締結して立入検査権限を付与するとともに、

県内森林組合と不法投棄等の情報提供の協定を締

結し、不法投棄等の未然防止を図ります。

また、違反業者に対する厳しい行政処分と悪質

な不法投棄事案に対する告発を的確に行います。

* 安全性確認調査の実施

過去に行われた産業廃棄物の不法投棄など不適

正処理事案のなかには、生活環境保全上、特に支

障が認められないものの、原因者が不明であった

り、原因者に資力がないといった理由から、長期

にわたり放置されているものがあります。

このような長期間放置され、撤去・改善の見込

みがない事案について、県民の不安を払拭するた

め、平成16年度からの三重県総合計画「県民しあ

わせプラン」における重点プログラムの一つとし

て、不法投棄等是正推進事業「安全性確認調査」

を３年計画で取り組みます。

また、調査の結果、周辺への支障が認められず、

廃棄物処理法の枠組みによる措置を講ずる必要が

ない事案についても、新しく創設した支援制度に

より、地域の自主的な取り組みを支援します。

+ 環境修復対策の推進

桑名市五反田地内における産業廃棄物の不法投

棄について、原因者が必要な措置を講じなかった

ため、原因者に代わって県が行政代執行により生

活環境保全上の支障の除去を継続して行います。

2 
2－1 温室効果ガス削減対策の推進
) これまでの対策の検証、見直し

「三重県地球温暖化対策推進計画（チャレンジ

６）」を策定してから５年が経過したことから、

同計画のこれまでの対策の内容やその成果を検証

するとともに京都議定書目標達成計画の内容との

整合を図り、必要に応じて見直しなどを行います。

* 産業部門における対策の推進

地球温暖化対策計画の策定等の促進

三重県生活環境の保全に関する条例に基づき

一定規模の工場・事業場（第１種エネルギー管

理指定工場145社（Ｈ17.４.１現在））が地球温

暖化対策計画を策定するよう働きかけます。ま

た、今年度は、昨年度に引き続き第１種エネル

ギー管理指定工場を訪問し、同計画のフォロー

アップを行います。

+ 運輸部門における対策の推進

「国土交通省環境行動計画モデル事業」に選定

されたことから、平成17（2005）年度から３年

間で北勢地域において公共交通利用促進による地

球温暖化防止実践活動に取り組みます。

, 民生部門における対策の推進

ア　三重県地球温暖化防止活動推進センターによ

る取組の推進

地球温暖化防止の活動拠点として指定した

「三重県地球温暖化防止活動推進センター」を

中心に、実効性ある温暖化防止活動の検証、地

球温暖化防止活動推進員の養成、啓発・広報活

動などを行います。

イ　地球温暖化対策地域協議会による取組の促進

地域に根ざした温暖化防止活動を行う「地球

温暖化対策地域協議会」の設立を促進します。

ウ　市町村等における地球温暖化対策実行計画の

策定促進

実行計画未策定の市町村等に対して地球温暖

化対策の推進に関する法律に基づき、計画策定

を働きかけます。

エ　三重県庁地球温暖化対策率先実行計画の見直

地球温暖化の防止
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し、県自らが率先して事務・事業による温室効

果ガスの排出削減に取り組むために、「三重県

庁地球温暖化対策率先実行計画」の内容を見直

し、県庁全体で同計画を推進します。

オ　普及啓発の推進

①　省エネラベルキャンペーン事業

省エネ家電製品の普及・促進を図るため、

消費者が家電製品を購入する際の参考とする

ことができるよう、家電販売店が省エネ性能

の違いが一目でわかる省エネラベルを家電製

品に表示する省エネラベルキャンペーンを実

施します。

②　地球温暖化防止ポスター等の募集

地球温暖化防止の普及・啓発の一環として

小中学生を対象に、地球温暖化防止に関する

絵画と作文を募集します。

カ　関西広域連携協議会における地球温暖化対策

の推進

関西広域連携協議会の地球温暖化対策推進Ｗ

Ｇに参加し、「関西エコオフィス宣言」「地球温

暖化防止活動推進員関西合同研修会」「夏のエ

コスタイルキャンペーン」に取り組みます。

- その他

フロン対策の推進

フロン回収破壊法に基づき、フロン類の確実

な回収破壊を推進します。

事業者に対しては、法に定められた適正な業

務の徹底を図るため、立入検査等を実施します。

また、ホームページ等でのＰＲによりフロン

回収破壊法の周知を図り、フロン類の適正な処

理について普及啓発します。

2－2 エネルギーの適正利用の推進
地域における省エネルギーの取組促進

地球温暖化防止活動推進員を活用し、地域にお

ける省エネルギーへの取組や省エネルギー機器の

導入を促進します。

2－3 新エネルギーの導入促進
新エネルギーの導入を図るため、平成17

（2005）年３月に改定した「三重県新エネルギー

ビジョン」に基づき、その具体化のために平成17

（2005）年度は次のことに取り組みます。

) 県施設への率先導入

県民への新エネルギー普及啓発を行うため、平

成13（2001）年度に策定した「公共施設等への

新エネルギーの導入指針」に基づき、県立学校や

県立病院など県の公共施設や公共事業を対象に新

エネルギーの率先導入を進めます。

* 太陽光発電システムの導入支援

県内への新エネルギー導入を促進するため、住

宅用太陽光発電設備及び学校への太陽光発電設備

に対する補助事業を実施します。

ア　三重県住宅用太陽光発電システム普及支援事

業

住宅用太陽光発電システムへの補助事業を実

施している市町村に対し、その経費の１／２相

当額を補助します。

イ　三重県エコスクール支援事業

学校施設に太陽光発電システムを設置する市

町村、一部事務組合または学校法人に対して、

その経費の１／６相当額を補助します。

+ 普及啓発活動

①　地球温暖化対策などと連携し、県民、事業者、

市町村の新エネルギーに対する理解をさらに深

めるため、市町村の新エネルギー担当職員を対

象とした研修会、親子を対象とした新エネルギ

ー教室等を開催します。また、県民や教職員を

対象とした新エネルギー講座を開催し、地域活

動や学校教育に新エネルギーが取り入れられる

よう取組を進めます。

②　市町村自らが計画的な新エネルギー導入や住

民への普及啓発活動に取り組むよう新エネルギ

ービジョンの策定を働きかけます。

③　市民活動への浸透を図るため、「市民風車」

といった市民自らの取組を支援します。

, 未利用エネルギーの利用促進

ごみの持つ未利用なエネルギーを有効利用する

ため、市町村で製造されたＲＤＦ（ごみ固形燃料）
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の安定的な受け皿として、三重ごみ固形燃料発電

所（ＲＤＦ焼却・発電施設）を適切に運営してい

きます。

3 
3－1 大気汚染の防止
) 工場・事業場対策の推進

ア　監視・指導の実施

工場等から排出される大気汚染物質を削減す

るため、「大気汚染防止法」や「三重県生活環

境の保全に関する条例」に基づき、規制対象工

場への立入検査を実施する等により、引き続き

監視・指導していきます。

イ　問題発生工場等に対する調査指導

大気汚染被害の発生源となった工場などにお

ける被害発生の実態把握と発生原因の究明を図

り、必要な対策を指導します。

ウ　大気汚染に係る緊急時の措置

大気環境の状況を継続して監視測定するとと

もに、緊急時には「大気汚染緊急時対策実施要

綱」に基づく措置を実施します。

* 光化学スモッグ対策の推進

ア　光化学スモッグに係る緊急時の措置

県内14発令地域の各関係機関と連携を図り、

学校等に対し光化学スモッグ緊急時の措置を徹

底し、被害の未然防止に万全を期します。

イ　光化学オキシダント予測システムの運用

予測的中率を注意深く見守り、今後ともこの

予測システムにオキシダントの新しい知見を加

味しながら、引き続き運用を実施します。また、

説明変数として用いる各測定データの集積を行

い、的中率等の検討を進め、随時、システムを

見直し、予測精度の向上を図ります。

3－2 自動車環境対策の推進
) 自動車排出窒素酸化物等総量削減計画の推進

北勢地域の自動車排出ガスによる大気汚染を改

善するため、平成15（2003）年度に策定した自

動車排出窒素酸化物等総量削減計画に基づき、自

動車環境対策を進めます。

大気環境の保全

* 監視・調査の実施

沿道の大気環境の状況について常時監視すると

ともに、自動車環境対策の進捗状況を把握するた

め、自動車走行量調査等を実施します。

+ 自動車使用管理計画の策定

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づき、対策地域内で

30台以上自動車を保有している事業者に対し、自

動車使用管理計画の策定を指導するとともに、定

期の報告により同計画の進捗状況を把握します。

, 低公害車の普及

低公害車の一つである天然ガス自動車の普及を

促進するため、天然ガス供給施設の整備をガス供

給業者に要請するとともに、県内の事業者が天然

ガス自動車を導入する際、導入に要する経費の一

部を国と協調して補助します。

- ＮＯｘ・ＰＭ低減装置の導入促進

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域内の大気環境の

改善を図るため、県内の事業者がＮＯｘ・ＰＭ低

減装置を導入する際、導入に要する経費の一部を

補助します。

. アイドリング・ストップの推進

駐車場管理者が行うアイドリング・ストップの

周知への支援及び県民へのアイドリング・ストッ

プの普及啓発を進めます。

/ 交通情報提供システム（AMIS）の整備

平成10（1998）年度から交通情報提供システ

ムの整備に着手し、北勢・中勢地域の主要幹線道

路を中心に情報収集提供装置（光ビーコン）を整

備して、平成12（2000）年４月から同システム

の運用を開始しました。これにより既存の交通情

報板等と合わせて交通情報を提供することとな

り、交通流の分散を促し交通の円滑化を図ってい

ます。

平成17（2005）年度も引き続き情報収集提供

装置（光ビーコン）（40基）を整備し、同システ

ムの更なる拡充整備に努めていきます。

0 交通管制システムの拡充整備

交通の円滑化を図るため、交通管制システムの

拡充整備を行い、広域的な信号制御を実施します。

具体的には、信号機の集中制御化（11基）を整備

していきます。
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1 信号機の高度化改良とＬＥＤ式信号灯器の導

入

幹線・生活道路における交通の安全と円滑化を

図るため、信号機の機能の高度化改良整備を進め

るとともに、引き続き主要交差点において、ＬＥ

Ｄ式信号灯器（約540灯）の導入を進めることに

よって交差点付近での交通事故防止及び消費電力

の削減を図っていきます。

3－3 騒音・振動の防止
) 工場・事業場に対する規制・指導等

騒音規制法、振動規制法及び三重県生活環境の

保全に関する条例に基づき、市町村と連携して、

規制対象工場・事業場への立入検査や指導、啓発

を行います。

* 都市生活騒音対策

ア　近隣騒音対策

生活騒音の防止のためのモラルの高揚を図る

ため、パンフレット等による啓発活動を実施し

ます。

イ　未規制事業場（施設）対策

未規制事業場（施設）による騒音苦情の実態

を把握するため、市町村との連携を図りつつ、

騒音測定等を適宜実施します。

+ 主要道路沿道の騒音マップの公開

環境騒音（道路に面する地域）の地域評価を、

道路に面する一定地域内の住居等のうち騒音レベ

ルが環境基準値を超過する戸数及び超過する割合

で評価する面的評価で行うとともに、主要道路沿

道の騒音マップを環境省のホームページで公開し

ていきます。

3－4 悪臭の防止
) 工場・事業場に対する規制・指導等

工場等に対して、市町村と連携して悪臭の防止

の指導・啓発を行います。

* 規制地域の拡大

悪臭防止対策を推進するため、濃度規制の地域

拡大について、また、複合臭に対応できる臭気規

制の導入について、市町村に働きかけます。

+ 畜産経営に起因する悪臭の防止

悪臭防止について、平成16（2004）年度に引

き続き、畜産環境パトロールや、家畜排せつ物法

に基づく立入調査を行い、適正なふん尿処理につ

いての指導を行います。

4 
4－1 水質汚濁の防止
) 水質の監視

公共用水域や地下水の水質を継続的に監視する

ことで、水質の経年変化を把握・分析し、汚濁負

荷量の削減を進めます。

* 水質総量規制の推進

伊勢湾に流入する汚濁負荷量の削減を図るた

め、第５次総量規制において化学的酸素要求量

（COD）に加え、窒素及び燐を指定項目として追

加し、総量規制を実施しています。

工場・事業場に対し汚濁負荷量の削減指導を行

うほか、富栄養化防止の啓発に努めます。

+ 環境基準類型の指定・見直し

水道水源や水産養殖に利用されている水域につ

いては、環境基準の類型を指定することで水質の

保全を図ります。また、環境基準類型のあてはめ

を行った水域のうち、現状水質がより上位の環境

基準を達成できる水域については環境基準類型の

見直しを行うことで水質の保全を図ります。

, 工場・事業場に対する規制・指導

県内の規制対象事業場の排水監視及び処理施設

の維持管理指導等を実施し、公共用水域の汚濁軽

減を図ります。

- 畜産経営に起因する水質汚濁の防止

水質汚濁防止について、平成16（2004）年度

に引き続き畜産環境パトロールや、家畜排せつ物

法に基づく立入調査を実施し、浄化処理機能維持

技術等についての指導とともに、適正なふん尿処

理についての改善指導を行います。

. 伊勢湾の総合的な利用と保全に係る広域連携の

推進

伊勢湾及びその周辺地域の総合的な発展と保全

を図るため、三県一市（岐阜県、愛知県、三重県

及び名古屋市）の連携協力により、調査研究、連

水環境の保全
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絡協議、啓発活動等を実施します。

/ 「伊勢湾再生ビジョン策定調査報告書」に基づ

く施策の推進

「伊勢湾再生ビジョン策定調査報告書」を踏ま

え、平成17（2005）年度には、伊勢湾再生に関

する取組を推進するとともに、取組が横断的、総

合的に進められるよう、庁内関係部局で組織する

「伊勢湾再生連絡調整会議」を開催し、具体的な

事業の連携・推進を図ります。

また、伊勢湾再生に向けて情報の蓄積・共有を

図りながら、県民の皆さんやＮＰＯなどによる

様々な取組が相乗的な効果を現すことができるよ

うネットワークの拡大を図ります。さらに、国や

関係機関とも連携し、広域的管理組織の設置に向

けた取組を進めていきます。

4－2 生活排水対策の推進
) 生活排水処理施設整備の推進

生活排水処理施設整備計画（生活排水処理アク

ションプログラム）の見直しを行うとともに、県

と市町村とが連携を図り、地域の事情に最も適し

た事業の推進を図ります。

* 浄化槽の設置の促進

ア　浄化槽の設置促進

39市町村を対象に4,890基の整備に対する補

助を行います。

イ　浄化槽市町村整備事業の推進

市町村が事業主体となって浄化槽の面的な整

備を図る事業であり、平成17年度には松阪

市・宮川村・南島町・勢和村・伊賀市で事業を

行うこととなっており、県補助の採択要件とし

て高度処理型機能についても義務付けをし、地

方債の元利償還金の支払のための基金に対し補

助を行います。

ウ　高度処理型浄化槽の設置促進

伊勢湾等の富栄養化対策を推進するため、窒

素等の除去能力に優れた高度処理型合併処理浄

化槽の整備に対する補助を行います。

+ 生活排水対策の啓発等

ア　三重県生活環境の保全に関する条例に基づく

公共用水域への廃食用油の排出抑制等、県民、

事業者、行政の協働により公共用水域への汚濁

負荷低減に向けた取組みを進めます。

イ　浄化槽の適切な維持管理

公共用水域の保全を図るため、平成15（2003）

年度に引き続き、無管理浄化槽の指導、浄化槽

関係業界との連携を図ります。

また、指定機関が行う浄化槽法に基づく水質

検査の受検率の向上を図るため、県、市町村及

び浄化槽関係業界が協力して対策を行っていき

ます。

4－3 水循環・浄化機能の確保と水資源の適正
利用

) 生物を活用した環境改善実験

河川や海域の水質や底質の改善を図るため、有

用微生物群等の生物を活用した水質浄化実証実験

に取り組みます。

* 生物指標を用いた水質判定の普及・啓発

住民が身近に河川の観察ができるよう、水生生

物指標を用いた水質判定の普及、啓発に取り組み

ます。

+ 地盤沈下対策

ア　地盤沈下対策の推進

（ア) 地下水採取の規制・指導

「工業用水法」、「三重県生活環境の保全に

関する条例」や「濃尾平野地盤沈下防止等対

策要綱」に基づき、対象となる揚水設備の所

有者に対する地下水の採取の規制・指導を実

施します。

（イ) 地盤沈下の観測・調査

地盤沈下の動向を把握するため、水準測量

調査を実施し、桑名市、四日市市、木曽岬町

及び川越町地内の既設井戸を利用して年間の

地下水位の動向を調査します。

（ウ) 濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱に基づく

要綱推進調査として地下水収支の経年変化調

査及び地下水採取量の実態調査を実施します。

イ　北伊勢工業用水道の整備

工業用水道事業施設の安全性向上と安定給水

を図るため、既設工業用水道事業施設の改良工

事や配水管の連絡工事を実施します。

また、企業誘致等関係部局との連携のもと、
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地下水から工業用水道への水源転換や新規企業

立地に伴う工業用水の供給等、工業用水道の需

要拡大を進めていくこととしています。

ウ　地盤沈下による災害の防止又は復旧

地盤沈下による湛水災害及び被害の防止と河

川管理施設及び土地改良施設の機能の復旧に資

する事業として引き続き次の事業を実施しま

す。

, 漁場環境の改善

沿岸漁場の改善を図るため、英虞湾において、

漁場環境保全創造事業による浚渫を実施していき

ます。

- 流域別の総合的な河川水質保全対策の推進

宮川ダム湖への選択取水設備の設置

宮川ダムからの冷濁水放流を改善する目的で、

選択取水設備工事を行っています。

. ダムによる河川流量の維持

既取得水の安定化及び河川環境の保全のための

流量を確保するダム建設の調査を進めています。

/ 水力発電の推進

資源循環型社会構築へ向けたクリーンなエネル

ギー確保のため、宮川ダムから維持放流する水の

エネルギーを有効利用する宮川ダム維持流用発電

施設の建設を進めています。

また、水資源機構が建設している川上ダムの維

持流量を有効利用する川上発電所の建設を検討し

ていきます。

5 
5－1 有害化学物質対策の推進
) 重金属等の有害化学物質への対応

ア　有害大気汚染物質の監視

大気中の有害化学物質（19の優先取組物質）

の濃度を、四日市市と連携して、引き続き調査

します。また、有害化学物資の使用事業者に対

し、排出抑制に関する最新情報を提供し、自主

的な排出抑制を促します。

* 新たな有害化学物質への対応

ア　ダイオキシン類等の環境調査の実施

県民の不安感が大きいダイオキシン類につい

て、発生源となる焼却施設等の監視、排出の規

制及び施設の改善指導を行います。

ダイオキシン類による環境汚染の実態を把握

するため、ダイオキシン類対策特別措置法に基

づき、大気13地点、水質等56（河川34、海域

13、地下水９）地点および土壌22（一般９、

農用地13）地点で定期的なモニタリングを行

います。

イ　環境ホルモンに係る環境調査について

県では、人体や環境への影響が十分に解明さ

れていない外因性内分泌かく乱化学物質（環境

ホルモン）について、国の「環境ホルモン戦略

計画ＳＰＥＥＤ’98」に基づき物質を選定し調

化学物質に起因する環境リスク対策の推進
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地盤沈下対策河川事業 
（現在：低地対策事業） 

鍋田川 

地盤沈下対策土地改良事業 城南地区 

地盤沈下対策土地改良事業 東汰上二期地区 

その他関連事業　中小河川改修事業 
員弁川 

（現在：都市河川改修事業） 

その他関連事業　排水対策特別事業 
　　　　　　　　湛水防除事業 

長島北部地区 
城南地区 

 

水力発電の事業計画 

事 業 計 画  川上発電所建設事業（検討） 宮川維持流量発電所建設事業 

所 在 地  伊賀市阿保 多気郡宮川村久豆 

発 電 方 式  ダム式（完全従属式） ダム式（維持放流流水利用） 

水 力  
 淀川水系木津川 
支川前深瀬川 

宮川水系宮川 

最 大 出 力  1,200kW 220kW 

最 大 使 用 水 量  2.5　／ｓ 0.5　／ｓ 

有 効 落 差  58.65ｍ 64.50ｍ 

年 間可能発電電力量  約5,589,000kWh 約1,500,000kWh



査してきましたが、国は当該計画を平成16

（2004）年度までとし、今後は新たな対応方針

に基づき取り組みを進めていくこととしていま

す。

したがって、県では環境調査を休止し、今後

の国の動向を踏まえて対応していきます。

5－2 化学物質の適正管理の推進
) ＰＲＴＲの推進

有害性のある化学物質について、発生源と排出、

移動量の把握を特定化学物質の環境への排出量の

把握等及び管理の改善に関する法律（ＰＲＴＲ法）

に基づき行うとともに、事業者による適正な管理

を促進します。

また、ホームページ「三重の環境」、パンフレ

ット等を用い、広くＰＲＴＲ法の啓発を行うとと

もに、排出、移動量の集計結果について公表しま

す。

5－3 地下水・土壌汚染対策の推進
) 土壌汚染対策の推進

土壌汚染対策法及び三重県生活環境の保全に関

する条例に基づき土壌・地下水汚染の届出があっ

たものについて、適正な措置を指導するとともに、

人への健康被害のおそれがあるものについて、周

辺環境の調査を行います。

* ダイオキシン類環境実態調査の実施

土壌中のダイオキシン類の実態把握のため、県

内の一般土壌（農用地を除く）９地点で環境調査

を実施します。
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1 
1－1 すぐれた自然の保全
) 県立自然公園計画の策定

県立公園の適正な整備や管理を図るため、公園

計画の策定に向けた取組を進めます。

* 三重県自然環境保全地域の指定

すぐれた天然林や植物の自生地、野生動植物の

生息地などのうち特に自然環境を保全することが

必要な地域について、自然環境保全地域現況調査

結果に基づき、自然環境保全地域の指定を進めま

す。

+ 三重県自然環境保全地域の管理

自然環境保全指導員等による巡回監視を行うと

ともに、標識を設置するなどの自然環境保全地域

の適切保全管理を行います。

, 県民との自然環境情報の共有化の促進

県内の希少な野生動植物や、保全すべき自然に

関するさまざまな情報を、ホームページ「三重の

環境」内に開設した「みえの自然楽校」に掲載し、

県民との情報の共有を進めます。

- 開発行為の届出

三重県自然環境保全条例に基づき、１haを超え

る規模の自然地（樹林地、農地、湿地、湖沼等）

が含まれた開発行為（宅地造成、土砂採取、土地

開墾等）について、知事への届出を義務付けてい

ます。届出に当たっては、緑地の確保、希少野生

動植物種の保護等に対する配慮を求めます。

1－2 里地里山の保全
里地里山の自然を守る地域の住民活動に対し認

定や認証を行うとともに、これら活動に必要な知

識・技術についての講習会を開催するなど、自発

的な自然環境保全活動が促進されるよう支援しま

す。

多様な自然環境の保全

1－3 水辺環境の保全
) 多自然型川づくりと親水空間の整備

潤いとふれあいのある水辺空間の形成

・緑地や公園運動場等の整備を併せて行い、効

果的な施設整備を図ります。

・ボランティアによる花木の植栽や清掃等に対

する支援を行います。

・周辺景観や地域整備と一体となった河川改修

を行います。

* 河川・渓流・湖沼の保全・再生

平成16（2004）年度に引き続き、自然環境に

配慮した川づくりを促進します。（平成17（2005）

年度　二級河川員弁川　他18河川）

+ 砂防事業における自然環境保全への配慮

ア　多自然型川づくり

自然環境に配慮した川づくりを促進します。

（一級河川宮川水系島路川）

イ　渓流環境整備計画

事業計画においては、当計画に沿った詳細計

画を行い、この計画に基づき施設整備を進め、

魚・水生動植物の産卵・餌場等生息域の確保

等、自然植生・生態系の保全を図ります。

2 
2－1 貴重・希少な野生動植物の保護
) 三重県版レッドデータブックの作成

平成15（2003）年度に設置した「三重県生物

多様性調査検討委員会」での、県内の野生動植物

種の分布・生息生育状況の調査及び検討を踏ま

え、掲載予定種リストを取りまとめたところであ

り、平成17（2005）年度末の発刊に向けた作業

を進めます。

生物の多様性の確保
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6章2節
分 類 群 絶　　滅 

3

13

42

 

58

140

155

517

35

847

76

83

103

6

268

62

158

73

27

320

絶滅危惧 準絶滅危惧 情報不足 

動　　物 

昆 虫 類 

植　　物 

菌　　類 

合　計 

三重県版レッドデータブック・2005　掲載予定種数 



* 県指定希少野生動植物種の指定・保護

自然環境保全条例に基づき、県指定希少野生動

植物種の指定を進めるとともに、その種の状況に

応じ、関係機関や地域住民等と連携した保護対策

を進めます。

+ 天然記念物の指定・保護

ア　天然記念物のパトロール

天然記念物の現状を把握するためパトロール

を実施します。

イ　特別天然記念物カモシカ通常調査の実施

鈴鹿山地及び紀伊山地カモシカ保護地域付近

において、通常調査を実施します。これは、概

ね５年に一度実施する特別調査を補完するモニ

タリング調査（毎年実施）です。

ウ　天然記念物食害対策

カモシカ保護と食害対策のため、スギ・ヒノ

キ等の造林地に防護柵を設置します。

エ　天然記念物ネコギギの保護増殖

絶滅のおそれがある員弁川水系のネコギギの

保護増殖を行うとともに、同水系においてネコ

ギギの生息状況や生息環境の調査を行います。

2－2 地域の生態系の保全
) 希少野生動植物監視地区の指定

県指定希少野生動植物種の生息生育状況を勘案

し、自然環境保全条例に基づく生息地等の保全の

ための希少野生動植物監視地区の指定の検討を進

めます。

* 鳥獣保護事業の実施

鳥獣の生息環境を保全するため、第９次鳥獣保

護計画（平成14～18年度）に基づき、鳥獣保護

区、指定猟法禁止区域（鉛製散弾の使用禁止）等

の指定・管理を行うとともに、鳥獣保護員を配置

し、鳥獣保護区等の巡視、狩猟の指導等を行いま

す。

+ 動物の保護管理

ヒグマやニホンザル等の飼養施設や動物取扱業

の飼養施設の監視・指導を行うとともに、動物愛

護の絵・ポスターの募集や犬のしつけ方教室等を

開催します。

, 移入種対策の推進

自然環境保全条例において規定されている「地

域の生態系に著しく支障を及ぼすおそれのある移

入種をみだりに放逐することの禁止」の定着を図

るための普及啓発などを進めるとともに、地域の

住民団体等が行う普及啓発を目的とした移入種の

抑制活動を支援します。
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ほ乳類 

鳥　類 

ツキノワグマ 

カンムリウミスズメ、カラスバト、 

ウチヤマセンニュウ 

カワバタモロコ、ウシモツゴ 魚　類 

カワラハンミョウ 昆　虫 

ハクセンシオマネキ、シオマネキ 甲殻類 

カナマルマイマイ 貝　類 

ヒモヅル、ヘゴ、オオタニワタリ、オニバス、 

ジュロウカンアオイ、マメナシ、ハマナツメ、 植　物 

ムシトリスミレ、トダスゲ、ツクシナルコ 

分類 種　　　　名（和　名） 

三重県指定希少野生動植物種（平成16年５月11日指定告示） 

面積（ha） 

その他 

カ所数 5

681

－ 

－ 

6

4,502

1

36

1

14,141

期間更新、 
区域拡大 
を含む 

区　分 
鳥　獣 特　別 

休猟区 
銃猟禁 指定猟法 

禁止区域 
保護区 保護区 止区域 （鉛製散弾の使用禁止） 

平成17年度鳥獣保護区等の指定計画（平成17年３月31日現在）



3 
3－1 自然公園等の整備・活用
) 自然公園等利用施設の整備

豊かな自然に親しみ、ふれあう機会を増大させ

るため、自然公園利用施設や自然遊歩道等の整備

を進めるとともに、安全かつ安心して利用できる

よう適正な維持管理を行います。

* 自然公園の管理・保護

自然公園内における開発等の各種行為に対する

許認可の審査等により、自然公園を適正に保護・

管理します。

+ 三重県民の森及び三重県上野森林公園の活用

森林公園の適正な維持管理を進めるとともに、

運営スタッフ「モリメイト」を募集し、森林公園

事業の運営への提案、参画による利用者参画型の

運営を促進します。

また、自然とのふれあい、親しめる機会を提供

する自然観察会等の「自然体験型」行事を開催し

ます。

自然とのふれあいの確保

3－2 森林・水辺等の保全・活用
) 森林とのふれあいの促進

国土保全等の森林の持つ多様な公益的機能のう

ち、自然とのふれあいの場や学びの場となってい

る森林、名所、旧跡やおもむきのある景色を構成

している森林などを保健・風致保安林として指定

していますが、そのほか、水源かん養等特に重要

な役割を果たしている森林を保安林として指定し

適切な管理を進めます。

* 都市と農山漁村の交流の推進

ア　グリーン・ツーリズムの促進

グリーン・ツーリズムについて、県内の交流

施設ＰＲパンフレットの配布を行います。

また、市町村が行っている都市との交流を促

進するための活動や、交流関連施設整備への支

援を行います。

イ　市民農園の促進

市民農園での活動を通じてさらに農山村と都

市住民との交流を進めるため、平成17（2005）

年度も市民農園の整備を図るとともに、市民農

園の適正かつ円滑な運営が図られるよう関係機

関の指導を行います。

①　市民農園の推進

市民農園整備促進法及び特定農地貸付法に

基づく市民農園の適正かつ円滑な整備を促進

します。

②　市民農園による交流の促進

消費者の高度かつ多様な需要に対応するた

め農村資源を活用しながら市民農園を整備し、

都市住民と農山村の交流を図ります。

ウ　漁村と都市の交流の推進

大紀町錦地区の錦漁港、熊野市新鹿地区の新

鹿漁港では海岸環境の整備を実施します。

+ 七里御浜海岸の侵食対策

人工リーフなどの整備を進めるとともに、砂浜

の侵食を防止するための検討を行います。

, 里地里山の身近な自然、地域産業や生活文化を

活用した取組

国立公園等エコツーリズム推進モデル地区の指

定を受け、紀南地域において、自然・歴史・文化

などの地域資源を活かした事業展開を進めます。
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タイワンザル 

（ほ乳類） 

ヌートリア 

（ほ乳類） 

カミツキガメ 

（爬虫類） 

オオクチバス等 

（魚類） 

セイタカアワダチソウ 

（植物） 

遺伝的な攪乱、農林水産業 

等への影響 

土壌環境等の攪乱、農林水 

産業等への影響 

人の生命又は身体に関わる 

被害 

在来種の捕食、農林水産業 

等への影響 

在来種との競合・駆逐、 

土壌環境等の攪乱 

ホテイアオイ 
在来種との競合・駆逐 

（植物） 

移　入　種　名 影　響　事　例 

移入種による影響の事例 

国立・国定公園名 箇 所 名  種別 事業内容 

国 立 公 園 

伊 勢 志 摩 答志島 
縦走線歩道 県 単  歩道 

自然公園事業 



事業実施期間：平成16～18年度

事業内容：理念の策定、人材育成、推進体制の

構築、エコツアーの実施、シンポジ

ウムの開催など

4 
4－1 森林環境の保全
) 森林計画の策定

北伊勢森林計画について、地域森林計画樹立の

ための諸資料の作成及び修正を行うとともに、南

伊勢、尾鷲熊野、伊賀の各地域森林計画の変更と

合わせて、伐採届出箇所の実行調査等を行います。

また、市町村森林整備計画の適正な実行確保を

支援するとともに、森林所有者が樹立する森林施

業計画の策定について支援をします。

* ＦＳＣ森林認証の推進

環境に配慮した持続可能な森林経営への国際的

取り組みを認証するＦＳＣ森林認証のＰＲを進め

ます。

+ 環境公益性を高める多様な森林づくり（環境林

整備）の推進

水源かん養や山地災害防止など森林の持つ公益

的機能の高度発揮を主な目的として、針葉樹や広

葉樹が混交した多様な森林づくりを公的に行う森

林環境創造事業を軸とした環境林整備を進めま

す。

, 二酸化炭素の吸収・固定を高める森林吸収源対

策の推進

地球温暖化防止のための二酸化炭素の吸収・固

定量の増加と水源かん養などの森林の持つ公益的

機能の高度発揮を目的として、地域と行政とが一

体となった環境林の公的管理など森林吸収源対策

を進めます。

- 「森林環境教育のための条件整備の推進」

三重県型ゾーニングにより環境林として区分さ

れた森林での活動を対象に、環境林の理解を深め、

森林・林業に携わる人材育成のため、環境教育や

森林レクリェーション、健康づくり等の活動を支

援します。

また、子どもたちを次代の森林や環境を支える

人材として育成するために、学校林を活用した交

流活動や森林体験学習等に必要な学校林の環境整

森林・農地・沿岸海域の環境の保全

備を図ります。

. 持続可能な森林整備の推進

造林・間伐事業、林道事業を生産林において積

極的に実施することにより、木材生産を基礎とし

た力強い森林づくりを進めるとともに、二酸化炭

素の吸収や水源のかん養など、森林の持つ公共的

機能を増進します。

/ 森林の適正な管理の推進

高度な公益的機能を持つ森林を保安林として指

定し、公的な管理を進めるとともに、林地開発許

可制度の適正な運用により森林の適正な管理を行

います。

0 保安林の持つ公益的機能の高度発揮

水源かん養や土砂流出防備に加え保健休養機能

など、多様で高度な機能を持つ保安林の保全を図

るため、間伐等による森林整備とコンクリートダ

ム等の治山施設の設置を、一体的に実施する、総

合的な治山対策等により適正な管理を行います。

1 林業担い手の育成等

「財団法人三重県農林水産支援センター」にお

いて、ＩＪＵターン等林業への新規就業就職への

受入体制の整備を進めます。

また、認定林業事業体等の林業就業者の技術向

上研修等を実施します。

2 環境に優しい素材である木材の利用推進

木を使うことが森林の保全につながることか

ら、消費者が安心して利用することができる品質

の県産材を「三重の木」として認証するとともに、

「三重の木」を使った住宅建設を支援するなど県

産材の利用推進を図ります。

4－2 農地環境の保全
) 農業の担い手の育成

新規就農者の参入促進、経営体の育成等を支援

する「財団法人三重県農林水産支援センター」に

おいて、就業希望の段階から、経営の発展段階ま

でを総合的に支援します。

また、農地の効率的適用を図るため、担い手へ

の農地集積を促進します。

* 中山間地域における農地の適正管理
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中山間直接支払や集落ぐるみの農地保全活動を

実施するとともに、遊休農地解消事業による耕作

放棄地の解消に努めます。

4－3 沿岸海域環境の保全
) 漁場保全対策の推進

平成16（2004）年度に引き続き、水質調査、

藻場調査、底質・ベントス調査を実施し、漁場環

境の変動の把握に努めます。

* 養殖漁場の適正使用

魚類養殖場を持続的に利用するために湾の特性

を把握し、内湾度指数の検証や底質の硫化物量の

把握調査を実施します。

+ 山・川・海の絆再生による「みえのうみ」魅

力創出事業

平成16（2004）年度に引き続き、地域住民と

協働しながら環境創造に向けた取組を行います。

また、環境学習のサポートやリーダー養成、共有

する情報の充実を図ります。

, 水産資源の生息環境の保全・創造

ア　漁場環境保全創造事業

平成16（2004）年度に引き続き、英虞湾に

おいて、浚渫事業を実施し、また、伊勢湾の底

質改善を図るため、耕耘や堆積物の除去を行い

ます。

イ　沿岸漁場の整備（底質改良材散布）

英虞湾・五ヶ所湾等において実施される底質

改良材散布に対して助成します。

ウ　漁民の森づくり活動の推進

漁場環境を改善するため、漁業者が宮川村で

行う植樹・保育活動を支援します。

- 藻場・干潟の保全・再生

沿岸漁場の生態系の回復と環境保全を図るた

め、藻場・干潟を造成します。

. 海浜の維持・保全と再生

海岸の水際線の保全・再生

平成16（2004）年度に引き続き、海岸の水際

線の保全・再生を図ります。

/ 海岸・港湾における親水空間の整備

ア　海岸環境の整備

護岸・堤防等の海岸保全施設の整備と併せ

て、海浜利用を促進するため、周辺の自然環境

や海岸の生態系に配慮した親水性護岸、人工海

浜、遊歩道等を整備します。

イ　港湾緑地の整備

鳥羽港において整備を継続します。
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事 業 内 容  

養浜 

養浜、緩傾斜護岸 

養浜 

人工リーフ 

付帯施設 

潜堤工 

護岸 

遊歩道等 

付帯施設等 

護岸等 

付帯施設等 

海 岸 名 等  

五ヶ所港海岸 （南勢町） 

阿津里浜海岸 （志摩市） 

道瀬海岸 （紀伊長島町） 

養浜、人工リーフ 安乗海岸 （志摩市） 

宇治山田港海岸 （二見町） 

御浜海岸 （御浜町） 

島勝地区 （海山町） 

黒浜地区 （紀伊長島町） 

錦　 （大紀町） 

三木浦　 （尾鷲市） 

新鹿　 （熊野市） 

答志　 （鳥羽市） 

事 業 内 容  

県単港湾緑地一 
体整備促進事業 

事 業 名  港 湾 名  

国 補 港 湾 環 境 
整　備　事　業 

鳥羽港（鳥羽市） 緑 地  

鳥羽港（鳥羽市） 緑 地  



1 
1－1 身近な緑の保全・創出
) 工場緑化の推進

工場立地法に基づき、立地条件等に係る工場適

地の選定を行うとともに、工場立地が地域環境に

調和した緑豊かなものとなるよう助言します。

* 地域特性に配慮した緑化の促進

ア　緑化の推進

地域住民、ボランティア団体、市町村、7三

重県緑化推進協会と連携協力し、緑のイベント

や森林ボランティア活動支援を通じた県民参加

の森林づくりを推進します。

イ　公共施設（用地）における緑化の推進

宝くじ協会の助成を活用し、菰野高校及び亀

山高校の緑化工事を実施します。

ウ　緑化活動の促進

県民参加による緑化活動を促進するため、春

季緑化運動期間中に「緑の募金」の普及啓発を

行います。

1－2 身近な水辺・海辺の保全・再生
) ため池における親水空間としての整備

県内の農業用ため池について、用水源としての

機能維持を図りつつも、生態や、景観に配慮した

親水空間としての整備を行います。

2 
2－1 都市景観の保全・創出
) 道路・沿道景観の保全・創出

ア　風格ある幹線道路の整備

「三重県景観形成指針」の推進方策の実現に

向け、地域住民、団体、市町村等との連携に努

めます。

イ　街路の整備

次のとおり、街路の整備を実施します。

良好な景観の形成

身近な自然環境の保全・再生

* 良好な広告景観の形成

屋外広告物の啓発、指導、取締りを行うとと

もに、９月（屋外広告の日）に関係機関と連携

し、広告業者及び商工業者に対しパンフレット

等の配布による啓発活動を行います。

+ 地区計画制度の活用

平成17（2005）年度においても地区計画の策

定に向けて推進していきます。

2－2 農山漁村景観の保全・復元
) 農山漁村景観の保全

ア　農村の総合的な整備（実施７地区）

農村地域の諸条件を踏まえ、農業生産の基盤

の整備と農村生活環境の整備を総合的に実施

し、併せて都市と農村の交流のための条件整備

を図ります。

イ　中山間地域の総合的な整備（実施７地区）

中山間地域において、地域が有する多面的な

機能を生かした農業の確立と農村地域の活性化

を図るため、総合的な農業生産基盤、生活環境

の整備を図ります。

* 良好な自然景観の保全

海岸環境や港湾環境の整備、海浜の清掃等の実

施により海につながる景観づくりを推進します。

+ 松林等の病害虫の防除

松くい虫等の病害虫による森林被害は、森林資

源の損失にとどまらず、森林の公益的機能の低下

等につながるものです。

このため、森林病害虫等防除法に基づき、松く
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富田山城線 

塩浜波木線（六呂見工区） 

環状１号線（垂坂工区） 

朝日中央線 

駅前高塚線外１線 

相川小戸木線 

三渡櫛田橋線 

松阪公園大口線外１線 

秋葉山高向線外１線 

伊賀上野橋新都市線 

茶地岡向井線（坂場工区） 

四日市市 

四日市市 

四日市市 

朝日町 

亀山市 

久居市 

松阪市 

松阪市 

伊勢市・御薗村 

伊賀市 

尾鷲市 



い虫被害対策を総合的かつ計画的に進めるため、

三重県松くい虫被害対策事業推進計画に基づき、

松くい虫の被害を受ける恐れのある松林に薬剤散

布等の予防措置と被害を受けた枯損木を伐倒処理

する駆除措置を行います。また、市町村が行う

「市町村地区実施計画」に基づく地上散布などの

予防措置及び松くい虫被害木の伐倒処理をする駆

除措置に助成します。

2－3 良好な郷土景観の形成
) 市町村における景観形成の促進

良好な景観を保全、創出するため、市町村にお

ける景観条例や景観法に基づく景観計画の策定、

景観地区等の設定などの取組を促進するため、景

観形成に関するガイドラインの作成や景観アドバ

イザーの派遣を行います。

* 景観づくりに関する普及・啓発の実施

景観に関するパンフレットの作成、景観交流会

の開催支援や景観セミナーの開催等の良好な景観

づくりに関する普及啓発を行います。

3 
3－1 文化財等の保護・活用
) 指定文化財の保護・活用

ア　指定文化財の保護・活用

建造物・美術工芸品の保存修復事業、無形文

化財の伝承支援、無形民俗文化財の記録作成、

史跡・名勝・天然記念物の調査・保存対策等、

多岐にわたる文化財の保護を行います。

三重県文化財保護審議会委員による指定文化

財候補の調査を実施し、県にとって重要なもの

を県指定文化財に指定します。また、三重県文

化財保護指導委員による文化財巡視等を実施し

ます。

イ　斎宮跡の保護・整備

史跡斎宮跡の有効活用と地域の活性化を図る

ため、歴史ロマン再生事業に続いて、史跡整備

を継続的に行います。

* 埋蔵文化財の調査・保存

ア　県営ほ場整備等に伴う発掘調査

三重県埋蔵文化財センターが、各種開発に伴

い実施する発掘調査を次のとおり行います。

歴史的・文化的環境の保全

イ　斎宮跡の発掘調査

斎宮歴史博物館が、国史跡斎宮跡の解明のた

めの発掘調査を２地区（600㎡）で行います。

また、これまでの調査成果を整理するととも

に、コンピュータによる調査管理システムの構

築を推進します。

+ 史跡等指定地域の公有地化の推進

史跡の公有地化と保存活用を図るため、斎宮跡

及び伊勢国府跡の土地買上及び上野城跡ほか４件

の史跡整備に対し補助を行います。

3－2 歴史的・文化的景観の保全・活用
) 歴史的・文化的遺産を活かした風情あるまちづ

くりの推進

県内の歴史的・文化的遺産の価値や保全状況を

地域住民等との協議により明らかにするととも

に、保全・活用に貢献できる人材の育成を進め、

これらの遺産を活用した地域づくり活動を支援し

ます。

ア　歴史的・文化的遺産保全活用アドバイザー

（仮称）養成講座

地域の歴史的・文化的遺産の再発見・保全・

活用支援などができるアドバイザー養成講座を

開催します。

イ　歴史的・文化的遺産データブックの作成

県内に点在する歴史的・文化的遺産のデータ

ブックを作成します。

ウ　歴史的・文化的遺産に関する住民意識の向上
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平成17年度発掘調査予定（本調査のみ） 

開発事業者 遺跡数 面積（㎡） 備　　　考 

県 農 水 商 

工 部 関 連 
6

農水商工部執行委任、農家 
負担分は教育費で国庫補助 

県土整備部関連 10

6,030

15,190
県 土 整 備 部

執 行 委 任
 

国土交通省受託事業 

国土交通省受託事業 

中 勢 道 路  5

28

14,000

総合企画局畜産 
研究部執行委任 

総合企画局関連 1 2,400

松阪多気バイパス 2 4,200

農林水産省受託事業 宮川用水第２期 4 4,203

46,023合 計  



県内各生活創造圏において、平成11（1999）

年度から13（2001）年度にかけて策定した

「みえ歴史街道地域別推進計画」に基づき、文

化遺産に関する住民意識の向上を目的とした取

組みを行います。

エ　三重県歴史文化的景観保全活用システム（仮

称）の検討

三重県が主体的に取り組む歴史文化的景観の

保全活用施策について三重大学と共同研究を行

います。

* 歴史・文化の薫るまちなみの保全・整備

関町関宿の伝統的建造物群や、まちなみの一部

を形成する国・県指定文化財（建造物ならび史跡）

に対し、保存修理等を実施し、その保護・活用を

支援します。

+ 熊野参詣道（伊勢路）の保全・保護

世界遺産に登録されたことは、世界に対してそ

の遺産を守ることを約束したということであり、

今後はこれら遺産の保護のほか、周辺環境の保全

対策が必要となります。環境や景観を損なうこと

なく遺産を守っていくため、文化財保護法による

保護、さらに自然公園法、森林法、あるいは、関

係する市町村条例等により適切な措置を行ってい

きます。
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1 
1－1 県における環境経営の推進
) 環境保全活動の推進

職員一人ひとりや職場全体による環境にやさし

いオフィスづくりに向けた環境保全活動を推進す

るため、環境マネジメントシステムの国際規格

ISO14001をツールとしてより積極的な取組を進

めていきます。

* 環境調整システムの充実

環境調整システムの充実・強化を図るため、平

成13年度に対象事業範囲や環境配慮検討書の様式

の見直しを行い、「環境調整システム推進要綱」

を改正するとともに、平成14年度からは、より効

果的な検討を行うため、環境調整システム推進会

議を設置したところです。

今後は、これまでの実施事例をもとにさらに環

境調整システムの充実を図るための検討を行いま

す。

1－2 市町村における環境経営の促進
) 市町村等におけるISO14001ネットワーク化の

促進

市町村の環境保全取組の向上に資するため、

ISO14001をベースとした市町村相互の情報交換

の促進及び市町村と県のネットワーク化を図る市

町村ISO14001ネットワーク化推進事業を実施し

ます。

* ＬＣＡの調査研究の推進

事業活動や生活・産業のインフラ整備にかかる

地域の環境負荷を定量的に把握するＬＣＡ手法を

導入し、環境と経済を同軸で捉えた地域整備手法

により環境にやさしいまちづくりを進めます。平

成15年度から多気町を対象にモデル的な取組を行

っています。

+ 環境保全対策の推進に係る市町村に対する支援

生活創造圏づくりのために、広域的または先見

性・創造性に富んだ環境保全対策を行う市町村等

を支援します。

環境経営の推進

1－3 事業者の環境経営の促進
) ISO14001の導入支援事業の実施

ISO14001の普及定着を図り、企業活動に伴う

環境負荷の継続的な改善を進めるとともに認証取

得によるビジネスチャンスの拡大を図るため、中

小企業を対象として、ISO14001の認証取得に要

する経費の一部を助成します。

* 小規模事業者に向けたＥＭＳ導入事業

小規模事業者の環境経営を促進するため、経費

負担が少なく取り組みやすい環境マネジメントシ

ステム（ＥＭＳ）の制度創設・普及を進めます。

+ 企業間連携の推進

「企業環境ネットワーク・みえ」会員企業が中

心となり、企業間連携による廃棄物の効率的な再

資源化や、地球温暖化防止への取組を進めるため、

「廃棄物情報交換システム」や「企業環境ネット

ワーク環境情報交流サイト」などＷＥＢサイトの

運用や企業のコーディネーターとして環境技術指

導員を設置することにより、企業間の情報交換や

連携を促進します。

, 日本環境経営大賞の実施

全国の事業所を対象に優れた環境経営の取組と

その成果を顕彰する「日本環境経営大賞」の実施

を通じて、環境と経済を同軸に捉えた「環境経営」

の理念を普及するとともに、環境に関する人材や

技術のネットワークを構築し、県内事業所の環境

取組の向上を図ります。

- 環境保全設備に対する支援

県内中小企業の公害防止、環境保全等の環境問

題に対する取組に対し必要となる資金の融資を実

施します。

. 環境ビジネスの育成・振興

ア　鈴鹿山麓リサーチパーク

鈴鹿山麓リサーチパークについて、環境保護

技術、バイオテクノロジー、新素材等に関する

研究開発機能の集積を図るため、関連施設の整

備を促進します。

このため、ＰＲパンフレット等による広報、

企業訪問などを実施し、誘致活動に努めます。

110

第6章　今　後　の　取　組

●
自
主
・
協
働
に
よ
る
環
境
保
全
活
動
の
促
進

6章4節

自主・協働による環境保全活動の促進第4 節



イ　環境関連産業の振興

産学連携でセミナー等を実施し、企業が新た

な事業活動のヒントを得る機会を提供する「み

え新産業創造・交流会」において、産学交流、

企業間交流事業を実施するとともに、環境分野

における事業化に向けて、より具体的なテーマ

で研究開発等に取り組む「サポート研究会」の

取組を支援します。

ウ　環境にやさしい生産技術の確立

海面養殖業高度化計画に基づく必要な機器の

整備に対して助成を行うとともに、養殖に係る

技術的課題等の検討や代表的な漁場を対象に底

質調査等を実施します。

2 
2－1 環境教育・環境学習の拠点施設の活用
) 三重県環境学習情報センターの展示コーナーの

充実

展示ホールに設置した月替わりの企画展示コー

ナーを利用して県内の環境に優しい取り組みを実

践している企業、学校、ＮＰＯ、ボランティア団

体などの活動を紹介します。

平成17年度は、活動を月替わりで紹介する

「今月の企画展示」コーナーを展示ホールに設置

します。

* 環境教育情報システムの更新運用

来館者が展示ホールにおいて身近な環境問題や

地球環境問題を理解して、環境保全のための実践

について楽しく学べる環境教育情報システムの更

新運用に努めます。

+ 環境図書の閲覧・利用の充実

環境学習情報センター展示ホールの開架書棚を

充実して、センターが蔵書している環境図書を来

館者がいつでも閲覧、利用することができるよう

にします。

2－2 環境教育・環境学習の充実
) 環境教育・環境学習のプログラムの作成

学校教育や地域における社会教育現場などにお

いて広く活用できる環境教育・環境学習を進める

プログラムを実践事業を通して作成します。

環境教育・環境学習の推進

* 環境教育・環境学習情報の提供

県民だれもが気軽に環境学習できるようにホー

ムページ「三重の環境」の「環境学習の部屋」の

充実を図り、リアルタイムで新鮮な情報を積極的

に提供していきます。

+ 環境教育・環境学習指導者の養成

広く環境に関する知識を身につけ、理解して、

体験型、参加型の環境学習が実践できる指導者を

養成します。

, 体験型による環境教育・環境学習の促進

次世代を担う子どもたちの環境保全意識を醸成

していくため、小中学校の社会見学やこどもエコ

クラブ活動等を通じて、体験型による環境教育・

環境学習の促進に努めます。

- 地域にある環境資源を活かした環境教育施設の

整備

宮川流域の身近な自然、歴史的文化資源等を対

象とした宮川流域エコミュージアムを推進するた

め、フィールドの整備事業を支援するとともに、

流域案内人（インタープリター）養成講座を実施

します。

また、学校教育との連携を図り、学校週５日制

や総合的な学習に対応した情報提供を行い、環境

学習に努めます。

. 総合的な学習の時間等における教育の推進

各学校において、学年、教科・領域及び、総合

的な学習の時間の連携を図った環境教育全体計

画、年間指導計画を作成し、これに基づき地域や

学校の実態・特性を充分に活かした横断的・総合

的な環境教育を推進します。

/ 「学校環境デー」の取組

県内の全学校・園では、「学校環境デー」（６月

５日）を中心とした時期に、創意工夫した活動を

行うことを通して環境教育に取り組む気運をさら

に高め、よりよい環境作りや環境に配慮した望ま

しい行動がとれる児童生徒の育成を図ります。

0 環境教育指導者の養成

ア　環境教育リーダー養成研修会の開催

環境ＮＰＯ、環境学習拠点施設の職員、一般

県民を対象に、環境学習の手法についてのリー

ダー養成研修会の開催します。
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イ　環境教育指導者の育成

子どもたちが学校で楽しみながら環境につい

て学ぶことができるよう、教員を対象として、

三重県教育委員会事務局研修分野（総合教育セ

ンター）において、体験や学習を通して学校現

場に応用可能な手法を研修する講座「環境教育」

を、専門研修、教職経験10年研修の中で開催

します。

3 
3－1 地域における自主的な環境保全活動の促進
) 自主的な環境保全活動の取組支援

三重環境県民会議の行っている三重県民活動発

表会や地域の環境ＮＰＯとの地域交流会を通じ、

自主的な活動を支援します。

* 「身近な自然を体験する県民デー」の開催

参加者が楽しみながら自然に触れることを通じ

て、水源の涵養や浄化等の自然が果たす重要な環

境保全機能を学び、私たちの毎日の生活が自然に

与える影響について考え、豊かな森林と水を大切

にする心を育むため、県内の森林・里山・川・海

を環境保全活動の場として活動しているグループ

（市民活動団体、ＮＰＯ、企業等）と協働で身近

な自然を体験する県民デーを開催し、森林と水を

考える環境県民運動を展開します。

平成17（2005）年度は、11月下旬に県内各地

で開催します（詳細は未定）。

+ 環境フェアの開催

次世代を担うこどもたちに向けて、新しい環境

技術とのふれあいや市民レベルでの環境保全活動

への参加・体験の場を設け、こどもたちが未来へ

の希望を持ち、自ら考える機会を提供する「こど

もかんきょう体感フェア」を開催します。

平成17（2005）年度は、国、県、亀山市との

共同で開催する「こどもエコクラブ全国フェステ

ィバル」と併せて、亀山市で平成18年３月25日

（土）・26日（日）に開催します。

, 環境活動団体の表彰

三重県の環境を良くするための様々な活動をた

たえ、皆さんに知っていただくとともに、活動が

ますます素晴らしいものになるように応援してい

くため、それらの活動に取り組む個人やグループ、

団体等を表彰する取組を行います。

地域における環境保全活動の促進

- 道路、河川等の清掃

道路については、路面清掃車による清掃を実施

するとともに、「ふれあいの道事業」により地域

住民及びボランティア団体等による一定範囲の草

刈、清掃を支援します。

また、ボランティアによる道路、河川、海岸の

清掃活動を支援します。

. 森林ボランティアの育成

県民が自主的に参画する県民参加の森林づくり

を進めるため、緑を育てる活動を通じて森林に親

しみ、森林整備活動に参加したいと考える人たち

を対象に、森林管理技術の向上を目的とした、森

林ボランティア研修会を開催します。

/ 宮川流域ルネッサンス事業の推進

宮川流域ルネッサンス事業基本計画及び第二次

実施計画をふまえ、流域の住民や市町村主導の取

組を進めると共に、普及啓発活動や住民との協働

に継続して取り組みます。

3－2 各主体の連携による環境保全活動の促進
) みえ環境県民運動協議会の創設

全県的に環境保全活動を展開している市民団

体、ＮＰＯ、企業等多様な主体と協働し設立した

「みえ環境県民運動協議会」を中心とし、それぞ

れの役割に応じて機能分担しながら相乗効果を発

揮させ、「新しい時代の公」の担い手として環境

保全にかかる県民運動を推進していきます。

* 県民総参加エコポイント推進事業の実施

県民が行う電気・ガス・水道使用量等の削減、

レジ袋削減、パークアンドライド、廃食用油リサ

イクルの取組等自主的なCO２排出削減活動を促進

する地球温暖化防止をめざす環境県民運動を展開

します。

+ 夏のエコスタイルキャンペーン

これまでの夏のライフスタイルを転換し、適正

冷房（28℃）設定下でもさわやかに過ごせる服装

の徹底を推進する運動を４ヶ月間に拡大して実施

します。

取組期間：平成17年６月１日～９月30日
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4 
4－1 国際的な環境協力・貢献の推進
) 国際的な環境保全活動の基盤整備

ア　6国際環境技術移転研究センター（ＩＣＥＴ

Ｔ）への人的協力

環境保全技術を開発途上地域に移転し、地球

環境保全に資するために設立された（財）国際

環境技術移転研究センターに対して、職員を派

遣するなど人的な協力を行います。

イ　アジア自治体環境支援プログラム

アジア自治体の環境改善を支援するため、選

抜された特定の自治体を対象に、環境改善計画

策定、人材養成、専門家派遣、適地技術の移転

等を有機的に組み合わせ、総合的にモデル事業

を実施し、その成果をアジアの他の自治体へ波

及させることを目的としています。

平成17（2005）年度は、過去３カ国（フィ

リピン・タイ・インドネシア）での実績を生か

し、ベトナムにおいて事業を実施しています。

* 環境技術の移転の促進

中国河南省から研修生２名を受け入れ、6国際

環境技術移転研究センター（ＩＣＥＴＴ）におい

て、近年、河南省で問題になっている産業公害の

防止に関する技術研修会を開催するとともに、引

き続き、河南省へ三重県担当者を講師として派遣

し、現地研修を行います。

国際的な環境保全活動への協力・貢献
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1 
1－1 基盤的施策の推進
) 四日市地域公害防止計画の推進

第７期計画（平成13（2001）～17（2005）年

度）に基づき、各種の公害防止施策の着実な実施

とその進行管理を行います。

* 日本まんなか共和国（福井・岐阜・三重・滋賀）

連携の実施

日本のまんなかに位置する４県が、交流・連

携により環境重視の地域づくりをめざし、次の

取組を進めます。

（主なもの）

・子ども環境会議の開催（三重県）

・４県の試験研究機関による共同研究（「大気

中粒子状物質の総合的研究」）

・廃棄物監視担当連絡調整会議の開催、監視指

導担当者による技術研修会、県境検問・パト

ロールの共同実施

・産業廃棄物不適正処理対策の強化についての

協議・検討

・間伐材の利用促進をはじめとする間伐対策に

ついての意見交換、国への共同要望

1－2 環境汚染等の未然防止
) 環境影響評価制度の充実

平成11（1999）年６月12日から全面施行した

「三重県環境影響評価条例」の適正な運用に努め、

開発事業等に係る環境影響の低減により適正に環

境保全を図ります。

また、環境影響評価制度の充実を図るため、開

発事業の基本構想段階などに対する戦略的環境ア

セスメント（ＳＥＡ）や、開発に伴う環境への影

響を極力減少させるためのミティゲーション手法

などの検討を進めます。

* 公害事前審査制度の活用

工場や事業場の新増設に伴う公害を未然に防止

するため、市町村の工場等の誘致や環境保全協定

の締結時において、「三重県公害事前審査会条例」

に基づく公害事前審査制度の活用を促進します。

環境保全の総合的取組の推進

1－3 公害健康被害の救済・予防
) 公害健康被害者に対する補償給付（四日市市）

公害健康被害者に対し各種の補償給付を行いま

す。

* 保健福祉事業の実施（四日市市）

ア　転地療養事業

15歳以上の被認定者を対象とした転地療養

事業を三重県勤労者福祉センター「希望荘」に

おいて９月27日から９月30日の日程で実施し

ます。

イ　家庭療養指導事業

日常生活の指導、保健指導等を目的とし、保

健師による家庭訪問を実施します。

ウ　リハビリテーション事業

病気を正しく認識するための療養指導と機能

回復のため、リハビリテーション教室を１回、

日帰りリハビリテーションを３回実施します。

エ　指定施設利用健康回復事業

基礎体力の増進を図るため、水泳運動療法を

実施します。

+ 調査研究の実施（三重県・四日市市）

三重県公害保健医療研究協議会における研究協

議会総会及び研究発表会を四日市市において開催

します。

, 健康被害予防事業の実施
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健康相談事業 

実施団体 四日市市 

事 業 名 アレルギー相談事業 

実施場所 四日市保健センター 

内　　容 
アレルギー素因児に対し、医師の診察及び 

保健師・栄養士による相談事業を行う。 
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1－4 公害紛争への対応
公害に係る紛争については、「公害紛争処理法」

に基づくあっせん、調停や「三重県生活環境の保

全に関する条例」に基づく調査請求制度の活用を

促進し、その迅速かつ適正な解決を図ります。

また、公害等に係る苦情については、公害苦情

相談員により、県民からの苦情相談にあたるとと

もに、市町村等と協力して、その適切な処理を行

います。

2 
2－1 監視・観測等の体制の整備
) 環境総合監視システムの運用

環境監視、発生源監視（大気・水質）を行う環

境総合監視システムを運用し、大気環境と主要な

発生源の常時監視を行うとともに、光化学スモッ

グ注意報の発令等の緊急時対策を実施します。

* 公共用水域の常時監視

三重県が測定を担当している河川、海域につい

て、常時監視を実施します。また、地下水水質に

ついても定期モニタリングを実施します。

+ 有害大気汚染物質の調査

環境省が示す22の優先取組物質のうち、測定

法が示されているベンゼン、トリクロロエチレン

等の19物質の大気環境調査を実施します。

, ダイオキシン類の調査

大気、河川、海域、底質及び土壌のダイオキシ

ン類による汚染状況を、常時監視します。

- 騒音・振動の調査

県において、自動車交通騒音測定を実施すると

ともに、市町村の協力を得て、一般地域の環境騒

音及び道路交通振動の測定を実施します。

2－2 環境情報の整備・提供
) 環境情報の提供

ホームページ「三重の環境」では、環境調査デ

ータの中で、大気環境は大気常時監視データ、光

化学スモッグ情報として毎時更新をするほか、化

学物質、水環境、自然環境等の環境森林部にかか

るデータについても、より広く分かりやすく情報

監視・観測等の体制の整備及び環境情報の提供

提供します。

* 森林ＧＩＳの運用

地域森林計画の樹立にあわせ、基本情報である

森林簿データ、森林計画図等や治山、林道、保安

林等の森林情報の整備を進め、システムを適正に

運用します。また、森林の適正な管理のため、森

林簿データ等を市町村や関係者に提供します。

3 
3－1 科学技術振興センターにおける調査研究
の推進

ア　産業廃棄物の抑制に係る産官共同研究

産業廃棄物の削減、資源リサイクルに取り組

む県内企業と共同研究を行い、企業における産

業廃棄物の削減を支援します。

イ　建設廃材のリサイクル技術の開発

建設リサイクル法の施行に伴い、建築物の解

体時に発生するコンクリート廃材の有効なリサ

イクル技術を開発し、資源化率の向上を図りま

す。

ウ　ホテル厨芥等の養殖魚飼料利用技術の開発

ホテル厨芥等から出る有機性廃棄物を用いて

養殖魚用の飼料化技術を開発し、地域内資源循

環システムの構築に寄与します。

エ　セメント系廃棄物の資源循環型システム構築

に関する研究

製造工場や施工現場から発生する住宅用外装

材の廃棄物を原料とした水硬性材料の開発を行

い、資源循環型リサイクルシステムの構築に寄

与します。

オ　植物由来機能材料の実用化のための研究

植物に含まれる未利用資源リグニンを利用し

た新しい機能性材料として、開発した住宅用壁

板、分解性フィルム、重金属吸着剤の性能向上

と実用化に取り組みます。

カ　持続循環型グリーンコンポジットの開発

籾殻と植物由来の生分解性プラスチックとの

複合化により、再生可能資源による生分解性促

進と制電性を有する持続循環型グリーンコンポ

ジットを開発し、生分解性プラスチックの用途

環境保全に関する調査・研究等の推進
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拡大を図ります。

キ　廃ＦＲＰの炭化による吸着効果の評価に関す

る研究

県保有の特許の活用を目的に、廃ＦＲＰを炭

化して吸着剤とし、廃ガスや廃水処理等に利用

する方法を開発します。

ク　硫酸ピッチ対応技術開発に関する研究

不適正処理発生時における、周辺環境の早急

な改善方法及び検査員保護のための応急対応の

ための技術を開発します。

ケ　経営戦略に即した低投入循環型茶生産システ

ムの開発

高級茶を対象に、水、窒素の循環利用による

半閉鎖系茶生産システムを確立するために、暗

渠溶脱水中の硝酸態窒素の効率的浄化方法の開

発に引き続き取り組みます。

また、一般茶を対象に、窒素投入量とコスト

の大幅な削減を図るため、茶芽の再生能を生か

した樹体制御による超低投入一回摘採方式の開

発に引き続き取り組みます。

コ　未利用海藻の有効利用に関する共同研究

夏期に枯死・腐敗し、浅海域の底生生物等を

へい死させて漁場環境の悪化を引き起こすとと

もに、海岸にうちあげられて悪臭を発生する未

利用海藻の有効利用をはかるために、収穫前処

理・加工・飼料化・機能性成分利用技術を開発

します。

サ　閉鎖性海域の環境創生プロジェクト研究

環境汚染が深刻化している閉鎖性海域（英虞

湾）における干潟、浅場、藻場などの自然浄化

機能や、物質循環シミュレーションモデルにつ

いて、産学官が共同で研究し、海域の水環境の

改善を目指します。

シ　酸性雨等実態調査研究の実施

地球環境問題の一つである酸性雨について、

現状と動向を把握するため、都市部とその後背

地において引き続き調査を行います。

ス　環境大気中浮遊粒子状物質の実態調査研究

環境大気中の微小な粒子に含まれる有害物質

等について、汚染の状況と原因を把握するため、

引き続き調査研究を行います。

セ　化学物質による環境汚染の実態調査

既存化学物質による環境汚染の未然防止を図

るため、伊勢湾等の水質、底質、生物、大気の

汚染状況について引き続き調査します。

ソ　森林吸収源計測・活用体制の整備

近年、森林の炭素吸収量を明確にする必要が

生じてきており、既存の森林関連データでは京

都議定書の求めるレベルでの算定を行うために

は克服すべき課題があります。

このことから、森林の地上部・地下部のバイ

オマス量や倒木の腐朽速度等を測定し、確実性

の高い炭素吸収量データの収集把握を行いま

す。

タ　伐採跡地の更新技術の開発

近年、人工林の伐採後、植栽されずに放置さ

れる林地が多く、森林機能の低下が懸念されて

いることから、そうした林地を経費のかからな

い、自然力を生かした方法で森林化させるため

の技術の確立を図ります。

チ　森林生態系及び河川生態系の保全に関する研

究

森林環境の違いによる河川生態系への影響

や、河川による森林生態系への影響を調査・解

析し、生物の多様性を維持するための森林施業

のあり方を明らかにします。

ツ　強度間伐による人工林の針・広混交林化技術

の開発

強度間伐により森林内の光環境を改善し、森

林の多面的機能が高度に発揮できる針葉樹と広

葉樹を混交させるための技術指針を確立しま

す。

また、強度間伐によって生じる風倒被害を回

避できる間伐率や手法を解明します。

テ　英虞湾漁場環境にかかる基礎調査

英虞湾における真珠養殖業の赤潮被害や環境

変化による被害を防止するため、水質、底質、

プランクトンの発生状況をモニタリングすると

ともに、漁業関係者に情報提供します。

ト　淡水魚類の多様性保全に関する研究
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県内河川における淡水魚の分布実態を調査す

るとともに、魚類相復元の可能性や外来魚が生

態系に及ぼす影響について研究します。

ナ　漁業資源評価にかかる調査

200カイリ水域内における重要漁業資源の資

源量評価と、その動向予測および管理手法の検

討に必要な科学的情報を収集します。

ニ　ヘテロカプサ赤潮の消長予測技術の開発

真珠養殖に多大な被害を与える新型赤潮生物

ヘテロカプサについて、より確実に赤潮被害を

防止するため、プランクトンの増殖活性を指標

とした短期的な赤潮消長予測の可能性について

検討します。

ヌ　大腸菌群数の定量方法改善及び水環境におけ

る挙動解析

特定酸素基質培地法の環境試料に対する適正

を評価するとともに、本培地を用いた水環境中

大腸菌等の挙動解析を行います。

3－2 地球的規模の環境保全等に関する調査研究
ア　酸性雨等の実態調査

（第６章－第５節－３－１　科学技術振興セン

ターにおける調査研究のシ参照）

117



環境年表（平成16（2004）年度）

年　月　日 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

H16.4.1 ○「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律」が施行

H16.4.28 ○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」が公布

H16.5.10
○「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、6三重県環境保全事業団を「三重県地球温暖化防止活動推進

センター」に指定

H16.5.11
○三重県指定希少野生動植物種として、県内に生息・生育する絶滅のおそれがあり特に保護する必要がある動植物

20種を指定

H16.5.19 ○「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律」が公布

H16.5.24 ○「第２回日本環境経営大賞」表彰式（四日市都ホテル）

H16.5.26 ○「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布

H16.6 ○改定「三重県環境基本計画」を策定

H16.6～H16.9 ○地球温暖化防止を目指す県民運動「夏のエコポイント2004夏」事業を実施

H16.6.2 ○「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」が公布

H16.6.21～9.23 ○「夏のエコスタイルキャンペーン」を実施

H16.8.20 ○三重県民廃食油リサイクル協議会を設立

H16.8.26～8.27 ○「こどもかんきょう体感フェア2004」を鈴鹿山麓リサーチパークで開催

H16.8.31 ○みえ環境県民運動協議会（通称みえ環境創造リーグ）を設置

H16.9.1～11.30 ○県内の温泉利用施設等に対するアンケート調査を実施

H16.9.1 ○三重県版小規模事業所向け環境マネジメントシステム（Ｍ－ＥＭＳ：ミームス）運用開始

H16.10.1 ○改正「三重県生活環境の保全に関する条例」（土壌・地下水汚染対策関係）が全面施行

H16.10.25 ○三重県環境審議会へ三重県環境教育基本方針の改定についての諮問

H16.11.20
○「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、県内から28人の方を「三重県地球温暖化防止活動推進員」に

委嘱

H16.11.20～21 ○「身近な自然を体験する県民デー」を県内31ヵ所で開催

H16.12～H17.2 ○地球温暖化防止を目指す県民運動「みえのエコポイント2005新春」事業を実施

H16.12.9～11 ○「エコプロダクツ2004」に出展参加（東京ビッグサイト）

H17.1.1 ○「使用済自動車の再資源化等に関する法律」が本格施行

H17.1.15～2.15 ○東海三県一市グリーン購入キャンペーン実施

H17.1.17 ○「県産材利用推進本部」を設置

H17.1.27 ○株式会社竹中製作所（桑名市）がＭ－ＥＭＳ第１号認証取得

H17.2.7 ○四日市市と楠町の合併に伴い、「公害健康被害の補償等に関する法律」に係る事務を四日市市に移管

H17.2.16 ○「京都議定書」が発効

H17.3.3 ○県内最初の地球温暖化対策地域協議会として、「四日市地球温暖化対策地域協議会」が設立

H17.3.25 ○「第３回日本環境経営大賞」受賞組織を決定・発表

H17.3.25 ○「三重県レッドリスト2005（案）」を公表

H17.3.30 ○「ごみゼロ社会実現プラン」を策定

H17.3.31 ○県内のこどもエコクラブ会員数４年連続日本一
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お問い合わせ先（電話番号） 
環境森林部 

地域機関 

環境関連施設 

経営企画分野 環境森林総務室 環境企画グループ 059-224-2314 

  経営予算グループ 059-224-2308 

 環境経営室  059-224-2312 

 環境活動室 県民運動グループ 059-224-2316 

  環境評価グループ 059-224-2523 

  環境学習グループ 0593-29-2000 

 組織運営室 庶務経理グループ 059-224-2367 

  環境情報グループ 059-224-2318 

循環型社会構築分野 ごみゼロ推進室 ごみゼロプラン推進グループ 059-224-3126 

  資源循環グループ 059-224-2385 

  安全対策グループ 059-224-2830 

 廃棄物対策室 廃棄物政策グループ 059-224-3310 

  廃棄物対策グループ 059-224-2475 

 廃棄物監視・指導室  059-224-2388 

 廃棄物適正処理室  059-224-2483 

地球環境・生活環境分野 地球温暖化対策室 地球温暖化対策グループ 059-224-2368 

  大気保全グループ 059-224-2380 

 水質改善室 水質浄化グループ 059-224-2382 

  水質・土壌安全グループ 059-224-3145 

森林・林業分野 森林振興室 森林計画グループ 059-224-2564 

  木材利用グループ 059-224-2565 

 森林保全室 森林整備グループ 059-224-2574 

  治山グループ 059-224-2575 

 林業経営室 林業担い手グループ 059-224-2563 

  林業活動グループ 059-224-2513 

  林業普及グループ 059-224-2991 

 自然環境室 自然共生グループ 059-224-2627 

  野生生物グループ 059-224-2578 

 

北勢県民局生活環境森林部 環境室 環境グループ 0593-52-0593 

  桑名環境グループ 0594-24-3624 

  鈴鹿環境グループ 0593-82-8675 

 森林・林業室 林業振興グループ 0593-52-0655 

  森林保全グループ 0593-52-0652 

津地方県民局生活環境森林部 生活環境室 環境グループ 059-223-5083 

 森林・林業室 林業振興グループ 059-223-5091 

  森林保全グループ 059-223-5085 

松阪地方県民局生活環境森林部 生活環境室 環境グループ 0598-50-0530 

 森林・林業室 林業振興グループ 0598-50-0568 

  森林保全グループ 0598-50-0566 

 森林災害復旧室  0598-50-0567 

南勢志摩県民局生活環境森林部 生活環境室 環境グループ 0596-27-5405 

 森林・林業室 林業振興グループ 0596-27-5265 

  森林保全グループ 0596-27-5183 

伊賀県民局生活環境森林部 生活環境室 環境グループ 0595-24-8078 

 森林・林業室 林業振興グループ 0595-24-8142 

  森林保全グループ 0595-24-8143 

紀北県民局生活環境森林部 生活環境室 環境グループ 0597-23-3469 

 森林・林業室 林業振興グループ 0597-23-3504 

  森林保全グループ 0597-23-3502 

  森林災害復旧グループ 0597-23-3503 

紀南県民局生活環境森林部 生活環境室 環境グループ 0597-89-6937 

 森林・林業室 林業振興グループ 0597-89-6134 

  森林保全グループ 0597-89-6136 

 

環境学習情報センター   0593-29-2000 

科学技術振興センター 総合研究企画部  0593-29-3609 

 保健環境研究部  0593-29-3800 

 工業研究部  059-234-4036 

 農業研究部  0598-42-6354 

 畜産研究部  0598-42-2027 

 林業研究部  059-262-0110 

 水産研究部  0599-53-0016






